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は
じ
め
に

　

和
泉
山
脈
の
一
角
に
古
代
以
来
、
寺
域
を
構
え
て
き
た
地
方
有
力
一
山
寺

院�（
1
）で
あ
る
槙
尾
山
施
福
寺
は
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
一
〇
月
、
山
林

五
八
七
町
歩
余
（
一
六
筆
）
の
所
有
権
を
証
明
す
る
地
券
を
堺
県
か
ら
交
付
さ

れ
、
山
林
所
有
権
を
確
立
し
た
。
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）「
泉
州
泉
郡
槙
尾

山
絵
図
」（
池
辺
家
所
蔵
）
と
明
治
後
期
の
地
籍
図
（
施
福
寺
所
蔵
）
を
対
比

す
る
と
、
こ
の
山
林
が
寺
院
の
中
枢
空
間
を
取
り
巻
く
、
朱
印
引
外
部
空
間
に

該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る�（

2
）。
以
後
、
施
福
寺
は
、
こ
の
山
林
を
約

九
〇
区
画
に
分
割
し
、
近
隣
信
徒
と
の
間
に
永
代
宛
地
（
小
作
）
契
約
を
取
り

結
ん
だ
。
本
稿
は
、
こ
の
永
代
宛
地
契
約
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

近
代
日
本
に
お
け
る
山
林
の
所
有
や
用
益
に
つ
い
て
は
、「
村
中
入
会
権
」

を
村
の
「
総
有
権
」
と
し
て
位
置
付
け
た
中
田
薫�（

3
）を
起
点
と
し
て
、
中
田

の
学
説
を
批
判
し
た
戒
能
通
孝�（

4
）に
よ
る
研
究
や
、
そ
れ
に
続
く
法
社
会
史

研
究
、
さ
ら
に
古
島
敏
雄�（

5
）ら
に
よ
る
経
済
史
研
究
等
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
研
究
史
を
支
え
て
き
た
の
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
土
地
所
有
制
度
へ

の
批
判
的
な
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
山
林
の
官
民
有
区
分
に

よ
っ
て
前
近
代
以
来
の
「
入
会
権
」
を
は
じ
め
と
す
る
土
地
利
用
慣
行
を
排
除

し
、
排
他
的
・
単
一
的
な
近
代
的
土
地
所
有
権
を
制
度
化
し
た
地
租
改
正
や
民

法
、
さ
ら
に
は
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
紛
争
（
国
家
へ
の
異
議
申
し
立
て
）
の
最

終
的
「
解
決
」
を
は
か
っ
た
国
有
土
地
森
林
原
野
下
戻
法
等
の
法
体
系
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
。
筆
者
も
ま
た
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
受
け
継
ぐ
も
の
で

あ
る
が
、
本
稿
で
施
福
寺
に
よ
る
山
林
の
永
代
宛
地
契
約
を
検
討
す
る
に
あ
た

り
、
次
の
二
つ
の
視
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
近
世
槙
尾
山
が
江
戸
幕
府
に
納
入
し
て
い
た
山
年
貢
が
明
治
政
府

に
よ
っ
て
金
納
地
租
へ
と
再
編
さ
れ
る
地
租
改
正
の
プ
ロ
セ
ス
に
、
施
福
寺
と

信
徒
達
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
地
租
改
正
は
明
治
政
府
が
富

〔
共
同
研
究

：

日
本
の
社
会
問
題
と
そ
れ
へ
の
対
応
〕

近
代
移
行
期
の
泉
州
槙
尾
山
施
福
寺
所
有
山
林
に
お
け
る
永
代
宛
地
契
約

島　

田　

克　

彦

キ
ー
ワ
ー
ド
：
土
地
所
有
権
、
永
小
作
、
地
租
改
正
、
泉
州
槙
尾
山
施
福
寺
、
請
山

（1）
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国
強
兵
政
策
の
財
源
を
確
保
し
、
近
代
的
土
地
所
有
権
の
確
立
を
通
じ
て
資
本

主
義
的
蓄
積
を
可
能
と
し
た
租
税
と
土
地
制
度
の
変
革
で
あ
り
、
近
代
移
行
期

の
地
域
が
国
家
権
力
と
相
対
す
る
局
面
を
構
成
し
た
。
松
沢
裕
作
ら
の
研
究
グ

ル
ー
プ
は
、森
林
の
管
理
や
所
有
・
用
益
の
制
度
設
計
・
運
用
と
い
う
観
点
か
ら
、

近
代
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
諸
国
家
権
力
の
歴
史
的
性
格
を
国
際
比
較
す
る
共

同
研
究
を
世
に
問
う
た�（

6
）。
松
沢
ら
は
「
統
治
権
力
の
あ
り
方
と
、
非
市
場

的
な
利
用
を
含
む
多
様
な
森
林
利
用
の
あ
り
方
と
の
関
係
」
に
注
目
し
た
。
こ

れ
に
対
し
本
稿
で
は
、
地
租
改
正
と
い
う
、
明
治
国
家
に
よ
っ
て
全
国
一
律
の

基
準
で
推
進
さ
れ
た
土
地
・
税
制
変
革
を
施
福
寺
や
村
々
の
信
徒
が
受
け
止
め
、

こ
れ
に
対
応
し
て
い
く
地
域
の
動
向
を
重
視
す
る
視
点
を
打
ち
出
し
た
い
。
本

稿
の
問
題
関
心
は
、
前
近
代
以
来
の
歴
史
的
前
提
を
有
す
る
地
域
社
会
が
、
成

立
期
近
代
国
家
に
よ
る
全
国
レ
ベ
ル
の
変
革
に
対
応
し
て
い
く
固
有
の
あ
り
方

を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
第
二
に
、
伝
統
的
な
地
方
有
力
一
山
寺
院
で
あ
る
槙

尾
山
施
福
寺
が
、
近
代
移
行
期
の
諸
制
度
変
革
に
対
応
し
て
い
く
際
、
前
近
代

以
来
の
地
域
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
社
会
的
諸
関
係
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味

で
歴
史
的
前
提
に
な
っ
た
の
か
、と
い
う
問
題
を
重
視
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、

施
福
寺
の
山
年
貢
地
や
寺
院
運
営
を
媒
介
と
し
た
寺
と
村
々
お
よ
び
信
徒
た
ち

と
の
関
係
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

　

近
世
・
近
代
の
槙
尾
山
施
福
寺
は
、
檀
家
に
よ
っ
て
経
済
的
・
社
会
的
に
支

え
ら
れ
る
近
世
以
降
の
村
の
寺
と
は
異
な
り
、
古
代
以
来
の
一
山
寺
院
と
し
て

檀
家
を
持
た
ず
、
信
徒
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
槙

尾
山
施
福
寺
に
と
っ
て
、
立
地
環
境
で
も
あ
る
山
を
経
済
基
盤
と
し
た
こ
と
の

意
味
は
き
わ
め
て
重
い
も
の
で
あ
っ
た
。
近
世
槙
尾
山
で
は
、
子
院
の
寺
僧
た

ち
が
薪
採
取
や
山
畑
で
の
茶
・
桑
生
産
な
ど
の
山
働
き
に
終
日
従
事
す
る
と
と

も
に
、
一
山
の
山
年
貢
地
を
空
間
的
に
区
切
り
、
年
限
を
定
め
て
、
和
泉
山
脈

北
麓
の
横
山
谷
を
中
心
と
す
る
近
隣
村
々
へ
売
り
渡
す
、
山
の
年
季
売
り
が
行

わ
れ
て
い
た
。
年
季
売
り
の
内
実
に
つ
い
て
は
、「
木
柴
を
刈
り
取
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
立
ち
木
は
含
ま
な
い
。
立
ち
木
は
、
一
年
な
い
し
数
年
で
育
つ
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
」�（

7
）と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
年
季
売
り
を
村
の
側

か
ら
見
る
と
、
例
え
ば
九
鬼
村
の
場
合
、
村
の
生
活
と
生
産
に
不
可
欠
な
柴
を

確
保
す
る
た
め
に
、
村
名
請
の
山
を
用
益
す
る
一
方
で
、
槙
尾
山
か
ら
山
年
貢

地
の
一
部
を
小
作
な
い
し
買
い
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
確
保
し
て
い
た
こ
と
が

把
握
で
き
る
。
近
世
槙
尾
山
の
山
年
貢
地
は
、
横
山
谷
村
々
の
生
活
や
経
済
に

組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る�（

8
）。

　

近
代
移
行
期
の
永
代
宛
地
契
約
を
検
討
す
る
本
稿
の
問
題
関
心
は
、
そ
の
歴

史
的
前
提
を
近
世
に
見
出
す
こ
と
に
あ
る
。
先
行
研
究
に
よ
っ
て
「
山
を
分
割

し
て
所
持
権
を
永
代
に
売
却
す
る
こ
と
で
は
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
立
木
を
含

ま
な
い
、
木
柴
を
刈
り
取
る
用
益
権
の
売
却
」�（

9
）で
あ
る
と
さ
れ
る
近
世
の
年

季
売
り
に
お
い
て
は
、
村
々
の
権
利
は
立
木
に
及
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
、
本
論
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
明
治
一
〇
年
代
に
成
立
す
る
永
代

宛
地
契
約
は
地
主
施
福
寺
が
請
主
（
小
作
人
）
へ
立
木
を
含
む
毛
上
を
売
り
渡

す
こ
と
が
、
そ
の
主
た
る
契
約
内
容
を
な
し
て
い
た
。
近
代
移
行
期
に
こ
の
よ

う
な
内
容
を
持
つ
契
約
が
成
立
す
る
に
は
、
近
世
社
会
に
何
ら
か
の
前
提
が
形

成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。本
稿
で
は
、『
横
山
と
槙
尾
山
の
歴
史
』

の
記
述
を
踏
ま
え
つ
つ
、
近
世
の
槙
尾
山
山
年
貢
地
に
お
け
る
山
の
所
有
・
用

（2）
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益
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
永
代
宛
地
契
約
の
ど
の
よ
う
な
前
提
を
な

し
て
い
た
の
か
を
解
明
す
る
。

　

本
稿
の
構
成
を
述
べ
て
お
く
。
第
一
節
で
は
施
福
寺
所
蔵
文
書
の
う
ち
永
代

宛
地
証
券
群
の
成
り
立
ち
を
概
観
す
る
。
第
二
節
で
は
こ
れ
ら
の
証
券
群
を
年

代
や
形
態
に
よ
る
小
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
検
討
す
る
。
第
三
節
で
は
証
券
群
の

成
立
を
地
租
改
正
と
の
関
係
で
捉
え
る
。
第
四
節
で
は
、
近
世
槙
尾
山
と
北
麓

の
村
々
が
山
林
経
営
を
媒
介
に
取
り
結
ん
で
き
た
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
第

五
節
で
は
施
福
寺
所
有
山
林
に
対
す
る
金
納
地
租
の
設
定
に
伴
っ
て
な
さ
れ
た

永
代
宛
地
契
約
の
再
編
と
そ
の
完
成
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
　
施
福
寺
所
蔵
文
書
の
う
ち
「
永
代
宛
地
証
券
」
群

　

本
節
で
は
、
施
福
寺
所
蔵
文
書
の
う
ち
「
永
代
宛
地
証
券
」
群
の
全
体
像
を

把
握
す
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
施
福
寺
側
に
控
え
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
関
連
文
書
も
含
め
た
「
永
代
宛
地
証
券
」
群
の
全
体
像
を
、
表
１
に

整
理
し
た
。

　

以
下
、
作
成
さ
れ
た
年
代
ご
と
に
、
そ
の
外
形
的
な
特
徴
を
整
理
す
る
。

一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
八
月
付
証
券　
〈
七
六
証
券
〉　

一
三
点

　

証
券
界
紙
を
使
用
。「
第
十
九
番
」
に
始
ま
る
付
番
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、

規
則
性
は
不
明
で
あ
る
。
宛
先
（
本
稿
で
は
請
主
と
呼
ぶ
）
は
個
人
ま
た
は
連

名
で
あ
る
。
請
主
の
所
属
す
る
村
は
一
一
点
が
小
野
田
、
一
点
が
北
田
中
と
納

花
（
連
名
）、
一
点
が
北
田
中
（
三
名
）
と
な
っ
て
い
る
。

一
八
七
八
年
（
明
治
一
一
）
八
月
付
証
券　
〈
七
八
証
券
〉　

五
九
点

　

無
地
の
用
紙
を
使
用
。
個
人
ま
た
は
連
名
の
請
主
は
、
そ
の
多
く
が
、
仏
並

と
坪
井
を
除
く
横
山
谷
の
村
々
に
属
し
て
い
る
。
小
野
田
関
係
の
文
書
は
一
二

点
が
確
認
さ
れ
る
が
、
う
ち
八
点
は
七
六
証
券
か
ら
の
接
続
を
確
認
で
き
る
。

文
書
群
の
保
存
状
況
か
ら
、
施
福
寺
が
村
ご
と
に
証
券
を
ま
と
め
て
取
り
扱
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
）
証
券　
〈
八
〇
証
券
〉　

四
点
＋
一
点

　

一
月
二
点
、
一
一
月
一
点
の
ほ
か
、
年
月
の
記
載
が
な
い
も
の
が
一
点
あ
る
。

た
だ
し
こ
れ
は
明
治
一
三
年
一
月
付
「
永
代
請
地
証
券
」
と
内
容
が
対
応
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
八
〇
証
券
は
い
ず
れ
も
証
券
界
紙
ま
た
は
罫
紙
を
使
用
し
て
い

る
。

　

八
〇
証
券
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
全
体
を
示
し
て
お
く
。

　
〈446-3

〉
永
代
宛
地
証
券　

M
13.1�

施
福
寺
→
小
川
孫
市
（
福
瀬
）

　
〈451-1

〉
永
代
宛
地
証
券　

M
13.1�

施
福
寺
→
辻
林
欽
一
郎
（
三
林
）

　
〈451-2

〉
永
代
宛
地
証
券　

M
13.11�

施
福
寺
→
辻
林
欽
逸
郎
（
三
林
）

　
〈450

〉
永
代
宛
地
証
券
（
年
な
し
）�

施
福
寺
→
荒
木
吉
治
郎
（
和
田
）

　
　
　

※
〈378-1

〉
永
代
請
地
証
券
（M

13.1

）
と
対
応

　

小
川
孫
市
は
横
山
谷
の
う
ち
福
瀬
の
旧
庄
屋
で
あ
る
が
、
辻
林
欽
一
郎
（
欽

逸
郎
は
同
一
人
物
）
と
荒
木
吉
次
郎
は
横
山
谷
の
外
部
に
あ
っ
て
旧
関
宿
藩
の

大
庄
屋
を
つ
と
め
た
家
に
属
す
る
。
辻
林
氏
と
荒
木
氏
は
横
山
谷
外
部
の
有
力

者
で
あ
る
。

（3）
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表
１

　
施

福
寺

所
蔵

文
書

の
う

ち
「

永
代

宛
地

証
券

」
群

8
永

代
宛

地
証

券
根

来
谷

北
田

中
・

納
花

出
合

冨
与

茂
・

森
六

治
郎

M
9.8

第
弐

十
番

／
証

券
界

紙
　

　
　【

20】
378

1
永

代
請

地
証

券
見

明
三

人
山

和
田

荒
木

吉
次

郎
M

13.1
証

券
界

紙
。

450
と

対
応

2
永

代
宛
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宛
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大

谷
原
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蔵
M
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三
十

四
番

／
証

券
界

紙
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419-29
1

永
代

宛
地

証
券

塩
降

善
正

岸
脇

善
三

郎
・

藤
原

甚
三

郎
M

11.8
�

419-29
は

紐
で

一
括

2
永

代
宛

地
証

券
ボ

フ
ズ

ノ
コ

ゟ
蛇

谷
善

正
岸

脇
三

郎
平

M
11.8

3
永

代
宛

地
証

券
塩

降
善

正
上

野
惣

治
M

11.8
4

永
代

宛
地

証
券

塩
降

善
正

辻
林

米
治

郎
M

11.8
5

永
代

宛
地

証
券

ボ
フ

ズ
ノ

コ
札

場
善

正
上

野
与

八
郎

M
11.8

6
永

代
宛

地
証

券
塩

降
善

正
上

野
与

八
郎

M
11.8

7
永

代
宛

地
証

券
芋

谷
ゟ

猿
岩

迄
善

正
岸

脇
楠

太
郎

M
11.8

8
永

代
宛

地
証

券
猿

岩
ゟ

犬
鳴

迄
善

正
岸

脇
楠

三
郎

・
辻

野
治

安
M

11.8
9

永
代

宛
地

証
券

井
戸

谷
南

面
利

→
天

野
山

小
林

道
造

・
藤

林
与

八
郎

M
11.8

10
永

代
宛

地
証

券
塩

降
善

正
上

野
与

八
郎

M
11.8

419-30
1

山
地

永
代

請
証

券
土

辺
ヶ

原
ほ

か
三

林
辻

林
潤

一
郎

M
11.8

端
裏

「
三

林
村

」
と

あ
り

。
451-3・

4・
5

と
対

応
2

山
地

永
代

請
証

券
十

五
丁

口
ほ

か
九

鬼
葛

城
源

衛
ほ

か
M

11.8
端

裏
「

九
鬼

村
」

と
あ

り
3

山
地

永
代

請
証

券
清

水
大

野
上

阪
金

十
郎

M
11.8

端
裏

「
大

野
村

上
坂

氏
」

と
あ

り
。

447-3
と

対
応
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代
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岩
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岩
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か

ら
接

続
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代
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瀧
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田
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六
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か
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谷
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岩
間

政
吉

M
11.8

【
38】

か
ら

接
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岩
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吉
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11.8
�
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郎

M
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端
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「
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村
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と

あ
り

450
永
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証

券
見

明
三

人
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和
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荒
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次

郎
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記

載
は

な
い

が
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と

対
応

451
1
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代
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券

サ
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ヤ
ガ
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釜

ノ
谷

ト
云

三
林

辻
林

欽
一

郎
M

13.1
証

券
界

紙
。

�
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は
紐

で
一

括
2
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代

宛
地

証
券

釜
ノ

谷
三

林
辻

林
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逸
郎

M
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卒
表

三
林
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潤
一

郎
M

11.8
4

永
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宛
地

証
券

杉
か

た
わ

三
林

辻
林

潤
一

郎
M

11.8
5

永
代

宛
地

証
券

土
辺

ヶ
原

三
林

辻
林

潤
一

郎
M

11.8
端

裏
「

四
通

　
辻

林
」

と
あ

り

『
和

泉
市

史
紀

要
第

６
集

　
槙

尾
山

施
福

寺
の

歴
史

的
総

合
調

査
研

究
』（

2001
年

）所
収

の
施

福
寺

所
蔵

文
書

目
録

か
ら

該
当

す
る

文
書

を
抽

出
し

て
作

成
。

す
べ

て「
鐘

楼
箱

１
」に

収
納

さ
れ

て
い

た
文

書
で

あ
る

。
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以
上
が
「
永
代
宛
地
証
券
」
群
（
関
連
史
料
も
含
む
）
の
概
観
で
あ
る
。
こ

こ
に
示
し
た
三
つ
の
年
代
に
続
き
、
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）
に
永
代
宛
地

契
約
の
再
編
に
伴
い
、
施
福
寺
は
「
小
作
証
文
之
事
」
と
題
す
る
文
書
群
を
作

成
す
る
（
第
五
節
）。
こ
れ
ら
を
「
八
四
証
文
」
と
呼
ぶ
。
以
下
の
検
討
で
は
、

山
林
永
代
宛
地
契
約
の
う
ち
七
六
証
券
と
七
八
証
券
、
お
よ
び
八
四
証
文
へ
と

年
代
を
追
っ
て
継
続
性
が
確
認
で
き
る
契
約
の
一
件
を
サ
ン
プ
ル
と
し
て
取
り

上
げ
る
。年
代
順
で
は
史
料
３（
七
六
年
）→
史
料
１（
七
八
年
）→
史
料
７（
八
四

年
）
と
な
る
。
検
討
に
あ
た
り
、
以
下
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
永
代
宛
地
契

約
に
お
け
る
請
主
の
義
務
で
あ
る
「
毛
代
金
」
支
払
い
と
毎
年
の
「
宛
米
」
納

入
（
い
ず
れ
か
の
時
点
で
「
宛
金
」
に
改
め
ら
れ
る
）
の
二
要
件
を
備
え
、
永

代
宛
地
契
約
が
そ
の
要
件
を
整
え
た
と
考
え
ら
れ
る
七
八
証
券
を
軸
と
し
て
議

論
を
進
め
て
い
く
。

二
　
永
代
宛
地
契
約
の
展
開
　
―
七
八
証
券
を
軸
と
し
た
検
討
―

（
１
）
一
八
七
八
年
（
明
治
一
一
）
永
代
宛
地
契
約
の
内
容

　

史
料
１
は
七
八
証
券
の
一
点
で
あ
る
。
史
料
に
は
貼
り
紙
に
よ
る
修
正
が

数
ヶ
所
に
わ
た
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
貼
り
紙
の
下
の
文
言
を
証

券
作
成
当
初
の
記
載
内
容
と
仮
定
し
、こ
れ
に
沿
っ
て
解
釈
を
進
め
て
い
く（
図

１
も
参
照
）。

【
史
料
１
】

　
　
　
　
　

永
代
宛
地
証
券

〔
Ａ
〕
字
大
谷
原 　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

 

東
ハ
小
野
田
村
小
野
林
永
蔵
宛
峯
尾
限
リ

一
、
山
反
別
壱
町
七
畝
九
歩　
　

 

四
方
際
目 

西
ハ
川
限
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

 

北
ハ
同
村
甚
三
郎
宛
地
限
リ
也

〔
Ｂ
〕　　

��

此
毛
代
金
五
円
五
拾
銭
請
取
候
也　

�

但
し
御
改
正
毎
ニ
相
改
メ

�

此
宛
米
九
升
壱
合　
　
　
　
　
　
　

�

百
事
至
当
ニ
割
賦
可
致
事

〔
Ｃ
〕
右
者
槙
尾
山
施
福
寺
所
有
地
ニ
候
処
、
従
前
之
由
縁
ヲ
以
其
元
ヘ
永
代

宛
地
致
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
者
其
元
之
勝
手
ニ
支
配
可
有
之
候
、
尤
宛
米
之

儀
者
前
顕
之
通
百
事
至
当
ニ
割
賦
シ
テ
毎
年
十
一
月
廿
日
限
リ
聊
無
滞
差
出
有

之
致
候
、
若
期
限
ニ
少
シ
ニ
而
も
淹
滞
ス
ル
ニ
於
而
者
、
毛
上
有
姿
之
侭
地
所

可
請
取
相
対
ニ
相
違
無
之
候
、
尚
亦
地
所
戻
し
度
節
者
何
時
ニ
而
茂
宛
米
皆
済

之
上
、
毛
上
伐
木
い
た
し
候
テ
、
地
所
請
取
可
申
候
、
右
地
所
ニ
付
当
山
者
勿

論
、
他
ニ
何
等
之
差
構
毛
頭
無
之
候
、
依
而
山
地
永
代
宛
確
証
如
件

〔
Ｄ
〕　

明
治
拾
壱
年
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中　

之　

坊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

智　

積　

院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霊　

山　

院

　
　
　

小
野
田
村　

村
田
喜
蔵　

殿

前
書
之
通
相
違
無
之
、
依
而
奥
印
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

該
区　

副
戸
長　

岡
彦
太
郎（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
木
吉
治
郎（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢　

三　

作（
印
）

�
�（

10
）

〔
Ａ
〕
山
林
の
表
示

　

七
八
証
券
は
、
字
（
所
在
地
）・
反
別
（
面
積
）・
四
方
際
目
（
空
間
を
区
切

印
紙

（7）
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図１　永代宛地証券（史料１）

（8）
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る
目
印
な
ど
）
の
三
点
に
わ
た
っ
て
、
契
約
の
対
象
と
な
る
山
林
を
明
示
し
て

い
る
。

　
「
字
」
は
、
後
に
検
討
す
る
表
２
に
よ
る
と
、
地
租
改
正
で
土
地
一
筆
ご
と

に
付
与
さ
れ
る
字
よ
り
下
位
に
あ
る
地
名
（
以
下
、
便
宜
的
に
「
小
字
」
と
呼

ぶ
）
で
、
地
域
で
の
慣
習
的
な
呼
称
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
字
と
反
別
の

セ
ッ
ト
に
よ
り
示
さ
れ
る
山
林
は
、
地
租
改
正
で
認
定
さ
れ
た
施
福
寺
所
有
山

林
（
一
六
筆
）
の
一
筆
を
さ
ら
に
分
割
し
た
も
の
で
あ
る
（
以
下
で
は
、
地
租

改
正
で
施
福
寺
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
た
山
林
を
筆
で
示
し
、
永
代
宛
地
契
約

が
取
り
結
ば
れ
る
山
林
を
「
小
区
画
」
と
表
記
す
る
）。

　
「
四
方
際
目
」
は
、
一
定
の
空
間
を
区
切
る
境
界
等
を
記
す
。
こ
れ
も
慣
習

的
な
空
間
把
握
と
い
え
よ
う
。「
小
野
林
永
蔵
宛
」
と
い
う
文
言
は
、
何
ら
か

の
宛
地
（
小
作
）
契
約
の
存
在
を
示
し
て
い
る
（
後
述
）。

〔
Ｂ
〕
請
主
の
義
務

　
「
毛
代
金
」
は
、請
主
（
村
田
喜
蔵
）
が
差
し
出
し
た
毛
代
金
五
円
五
〇
銭
を
、

宛
主
（
地
主
施
福
寺
）
が
受
領
し
た
こ
と
を
示
す
。「
毛
上
」
は
地
上
の
天
産

物
等
を
指
す
が
、
本
文
の
「
伐
木
」
と
い
う
文
言
を
考
慮
す
る
と
、
立
木
が
含

ま
れ
る
（
ま
た
は
立
木
を
指
す
）
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
契
約
に
お
い

て
、
請
主
は
毛
代
金
を
差
し
出
す
こ
と
で
、
立
木
の
所
有
権
を
施
福
寺
か
ら
譲

り
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
宛
米
」
は
、
請
主
（
村
田
）
が
施
福
寺
に
対
し
て
九
升
一
合
を
毎
年
一
一

月
二
〇
日
を
期
限
と
し
て
納
付
す
べ
き
こ
と
を
示
す
。
但
し
書
き
と
し
て
、
今

後
「
御
改
正
」
が
あ
っ
た
場
合
、
宛
主
は
宛
米
を
見
直
し
、
適
宜
分
割
し
て
賦

課
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
今
後
の
地
租
改
正
や
地
価
修
正
が
想

定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
原
史
料
で
は
、「
宛
米
」に
貼
紙
を
施
し
て「
宛

金
」
と
し
、
金
額
を
記
す
形
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
宛
米
か
ら
宛
金
へ
の
修
正

が
痕
跡
を
留
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
。

〔
Ｃ
〕
宛
地
契
約
の
本
文

　

本
文
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

　
「
右
は
施
福
寺
所
有
山
林
で
あ
る
が
、
村
田
喜
蔵
に
対
し
て
「
従
前
の
由
縁
」

に
よ
っ
て
永
代
宛
地
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
山
林
は
村
田
が
自
由
に
取

り
扱
っ
て
よ
い
。
宛
米
は
適
切
に
分
割
し
た
上
で
毎
年
一
一
月
二
〇
日
限
り
で

遅
滞
な
く
差
し
出
す
こ
と
。
少
し
で
も
期
限
に
遅
れ
た
な
ら
ば
、
毛
上
は
そ
の

ま
ま
に
、
施
福
寺
が
土
地
を
取
り
上
げ
る
。
村
田
が
施
福
寺
に
土
地
を
戻
し
た

い
場
合
は
何
時
で
も
宛
米
を
皆
済
し
て
毛
上
を
伐
採
し
た
上
で
、
施
福
寺
が
土

地
を
受
け
取
る
。
こ
の
土
地
に
関
し
、
施
福
寺
は
も
ち
ろ
ん
、
他
か
ら
の
い
か

な
る
介
入
も
な
い
。」

〔
Ｄ
〕
作
成
年
月
、
差
し
出
し
と
あ
て
先

　

明
治
一
一
年
八
月
作
成
。
近
代
に
入
り
施
福
寺
に
は
住
職
が
置
か
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
史
料
の
作
成
時
点
で
は
無
住
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
三
子
院
の

住
職
が
代
理
と
し
て
署
名
、
捺
印
し
て
い
る
。
原
史
料
で
は
、
こ
の
箇
所
に
は
、

元
は
子
院
名
の
み
が
記
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
貼
紙
で
修
正
、
住
職
の
氏
名
が

記
さ
れ
て
い
る
。
あ
て
先
に
は
近
世
以
来
の
村
名
と
請
主
の
氏
名
が
記
さ
れ
て

い
る
。

〔
Ｅ
〕
奥
書
き

　

奥
書
と
し
て
、「
該
区
」、
す
な
わ
ち
和
泉
国
第
二
大
区
三
小
区
（
施
福
寺
の

属
す
る
地
方
行
政
区
画
）
の
副
戸
長
ら
三
名
（
他
の
証
券
に
よ
る
と
荒
木
は
副

（9）
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戸
長
、
沢
は
戸
長
で
あ
る
）
が
署
名
・
捺
印
し
、
内
容
に
間
違
い
が
な
い
と
保

証
し
て
い
る
。

　

史
料
１
は
、
永
代
宛
地
契
約
の
対
象
と
す
る
山
林
を
、
所
在
地
・
面
積
・
境

界
の
三
点
に
よ
っ
て
明
示
し
た
上
で
、
宛
主
に
対
す
る
請
主
の
義
務
（
毛
代
金

の
支
払
い
と
宛
米
の
納
付
）
を
明
記
し
た
証
券
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
読
み

取
り
う
る
の
は
、
宛
米
（
宛
金
）
納
付
と
い
う
条
件
を
伴
い
な
が
ら
も
、
請
主

は
毛
代
金
を
施
福
寺
に
支
払
う
こ
と
で
、
毛
上
（
立
木
）
を
買
い
取
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
毛
上
は
、
地
盤
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
形
で
、

そ
の
所
有
権
の
移
動
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
永
代
宛
地
契

約
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
宛
米
が
宛
金
に
変
更
さ
れ
る
こ
と

や
小
字
・
反
別
・
四
方
際
目
に
よ
る
山
林
明
示
の
手
法
が
、
地
租
改
正
と
ど
の

よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
以
下
、
こ

れ
ら
の
点
に
留
意
し
て
永
代
宛
地
契
約
の
全
体
像
把
握
へ
と
議
論
を
進
め
て
い

く
。

（
２
）
明
治
一
〇
年
代
に
お
け
る
永
代
宛
地
契
約
の
全
体
像

　

前
項
で
検
討
し
た
七
八
証
券
は
、
施
福
寺
所
蔵
文
書
に
五
九
点
が
確
認
で

き
る
。
本
項
で
は
、
永
代
宛
地
契
約
の
全
体
像
を
知
り
う
る
史
料
と
し
て

一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）
に
施
福
寺
が
作
成
し
た
「
永
代
宛
名
寄
帳
」�（

11
）を

検
討
す
る
。
こ
の
史
料
は
、
施
福
寺
が
所
有
山
林
の
請
主
（
小
作
人
）
ご
と
に

永
代
宛
山
林
を
名
寄
せ
し
て
書
き
上
げ
た
帳
面
で
あ
る
。

　

名
寄
帳
の
検
討
に
入
る
前
に
、
施
福
寺
に
お
け
る
地
租
改
正
の
結
果
を
確
認

し
て
お
こ
う
。
地
租
改
正
は
、
一
山
寺
院
槙
尾
山
施
福
寺
の
中
枢
を
形
作
る
字

中
院
内
の
官
林
編
入
と
、
そ
の
周
辺
に
広
が
る
山
林
五
八
七
町
七
反
一
三
歩
の

所
有
権
獲
得
と
い
う
結
果
を
施
福
寺
に
も
た
ら
し
た
。
一
八
七
七
年
（
明
治

一
〇
）
か
ら
七
八
年
の
作
成
と
推
定
さ
れ
る
地
券
書
き
換
え
願
書
（
後
述
）�（

12
）

や
、
七
九
年
に
堺
県
が
作
成
し
た
寺
院
明
細
帳�（

13
）に
は
反
別
が
三
六
・
七
町

歩
ま
た
は
三
六
・
八
町
歩
に
揃
え
ら
れ
、
字
と
地
番
が
付
与
さ
れ
た
山
林
一
六

筆
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
）
頃
に
整
備
さ
れ
る

土
地
台
帳�（

14
）に
は
、
一
筆
ご
と
の
地
価
と
地
租
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

山
林
一
六
筆
が
、
明
治
一
〇
年
代
の
施
福
寺
所
有
山
林
（
合
計
五
八
七
町
七
反

一
三
歩
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
検
討
す
る
名
寄
帳
に
よ
る
と
、
永
代
宛
地
契
約
の

全
体
像
は
施
福
寺
所
有
山
林
一
六
筆（
近
世
の
朱
印
引
外
部
空
間
に
該
当
す
る
）

と
い
う
枠
組
み
の
下
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
施
福
寺
所
有
山
林
の
一
覧

や
空
間
配
置
に
つ
い
て
は
前
掲
註
２
の
拙
稿
を
参
照
）。
つ
ま
り
、
施
福
寺
に

よ
る
山
林
五
八
七
町
七
反
歩
余
の
山
林
所
有
権
確
立
が
、
永
代
宛
地
契
約
の
前

提
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
地
租
改
正
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
以
下
で
は
名
寄
帳
を
検
討
す
る
。
名

寄
帳
を
も
と
に
、
請
主
ご
と
の
名
寄
せ
記
載
を
地
番
ご
と
に
再
整
理
し
た
一
覧

が
、
表
２
の
右
半
分
で
あ
る
。

　

名
寄
帳
は
地
番
・
字
・
小
字
・
反
別
・
四
方
際
目
に
よ
っ
て
山
林
を
明
示
し

て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
契
約
一
件
ご
と
に
永
代
宛
地
証
券
を
突
き
合
わ

せ
て
み
る
と
、
七
八
証
券
お
よ
び
八
〇
証
券
と
名
寄
帳
と
の
対
応
関
係
が
判
明

す
る
（
七
六
証
券
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
後
述
）。
契
約
一
件
ご
と
に
該
当

す
る
七
八
証
券
と
八
〇
証
券
を
、
表
２
の
左
半
分
に
表
示
し
た
。

（10）
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表
２

　「
永

代
宛

地
証

券
」（

1878
年

・
80

年
）

と
「

永
代

宛
名

寄
帳

」（
1884

年
）

の
対

応
関

係

地番
字

小
字

証
券

*
１

永
代

宛
地

証
券

（
1878

年
／

80
年

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

反
別

（
反

）
四

方
際

目
毛

代
金

（
円

）
*２

宛
米

（
石

）
宛

金
（

円
）

請
主

反
別

（
反

）
四

方
際

目
小

作
金

（
円

）
小

作
米

（
石

）
小

作
人

小
作

証
文

01
本

谷
川

西

見
妙

78
証

券
11.50�

東
は

仏
並

村
東

□
□

宛
地

限
り

／
西

は
坪

井
宛

地
限

り
／

南
は

川
限

り
／

北
尾

限
り

也

5.700�
0.09750�

0.4314�
下

宮
葛

城
藤

太
郎

11.50�
東

は
大

畑
ケ

宛
地

限
り

／
西

は
坪

井
村

宛
地

限
り

／
南

は
川

限
り

／
北

は
尾

限
り

0.0860�
0.04570�

下
宮

葛
城

藤
太

郎
×

0.496�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00398�

見
妙

78
な

し
14.40�（

記
載

な
し

）
0.1080�

0.05760�
下

宮
葛

城
藤

太
郎

×
0.0075�

0.00400�

サ
ジ

ヤ
ガ

マ
（

釜
ノ

谷
）

80
証

券
-b

9.77�

東
は

仏
並

村
伊

八
持

山
尾

限
り

／
南

は
峯

背
筋

境
な

り
／

西
は

谷
筋

限
り

中
央

よ
り

上
エ

尾
限

り
／

北
は

谷
川

筋
限

り

記
載

な
し

記
載

な
し

0.3660�
三

林
辻

林
欽

一
郎

26.88�

東
は

仏
並

村
池

辺
力

松
持

限
り

／
西

は
谷

す
じ

限
り

中
央

よ
り

□
□

限
り

／
南

は
峯

背
す

じ
境

な
り

／
北

は
谷

川
す

じ
限

り

0.2020�
0.10730�

三
林

辻
林

欽
逸

郎
○

―
―

0.0375�
0.0075�

0.00399�

な
き

尾
76【

41】
→

78
証

券
19.16�

東
北

は
谷

限
り

／
南

は
尾

限
り

／
西

は
坪

井
村

福
永

平
治

郎
宛

地
限

り
也

10.000�
0.16250�

0.7190�
小

野
田

岩
間

政
吉

19.16�
東

北
は

尾
限

り
／

南
は

尾
限

り
／

西
は

坪
井

村
元

福
永

平
治

郎
宛

地
限

り

0.1440�
0.07650�

小
野

田
岩

間
政

吉
○

0.522�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00399�

02
本

谷
拾

五
丁

川
西

け
ん

み
や

う
（

茶
畑

）
78

証
券

11.50�
東

南
は

峯
尾

限
り

／
西

は
川

限
り

／
北

は
小

野
田

村
徳

平
宛

地
限

り
也

5.700�
0.09750�

記
載

な
し

国
分

田
中

惣
五

郎
11.50�

東
は

峯
尾

限
り

／
西

は
川

限
り

／
南

は
峯

尾
限

り
／

北
は

小
野

田
村

徳
平

宛
地

限
り

0.0860�
0.04570�

仏
並

記
載

な
し

○
0.496�

0.00848�
―

0.0075�
0.00398�

（
記

載
な

し
）

78
証

券
9.20�

南
谷

水
流

限
り

／
北

尾
峯

限
り

／
西

は
坪

井
山

限
り

／
形

チ
三

角
也

5.000�
0.07800�

0.3450�
北

田
中

藤
原

保
次

郎
9.20�

南
は

谷
水

流
限

り
／

北
は

尾
岩

松
限

り
／

西
は

坪
井

村
山

限
り

／
但

し
三

角
な

り

0.0690�
0.03650�

北
田

中
藤

原
安

治
郎

○
0.544�

0.00848�
0.0375�

0.0075�
0.00397�

見
妙

三
人

山
80

証
券

-d
26.88�

東
は

小
野

田
村

岩
間

久
太

郎
請

地
の

谷
筋

境
な

り
／

南
は

峯
背

筋
境

な
り

／
西

は
境

界
松

見
通

し
仏

並
村

田
村

元
十

郎
并

同
村

池
辺

伊
三

郎
請

山
の

境
な

り
／

北
は

川
幷

仏
並

村
田

村
元

十
郎

請
山

と
際

目
に

之
れ

あ
る

杉
東

の
木

境
な

り

記
載

な
し

記
載

な
し

記
載

な
し

和
田

荒
木

吉
次

郎
26.88�

東
小

野
田

村
岩

間
政

吉
宛

地
限

り
尾

す
じ

境
な

り
／

南
は

峯
背

筋
境

な
り

／
西

は
境

界
松

見
通

し
仏

並
村

田
村

元
十

郎
な

ら
び

に
同

村
池

辺
伊

三
郎

受
山

限
り

／
北

は
川

な
ら

び
に

仏
並

村
田

村
元

十
郎

受
山

際
目

ノ
内

有
之

西
杉

木
境

ナ
リ

0.2030�
0.10730�

三
林

荒
木

吉
次

郎
○

―
―

―
0.0075�

0.00399�

十
五

丁
口

*
３

78
請

証
券

①
30.66�

東
は

尾
限

り
下

宮
村

前
田

宗
平

宛
地

限
り

／
西

は
川

限
り

／
南

は
小

野
田

村
仲

谷
勝

太
郎

宛
地

限
り

／
北

は
川

限
り

也

15.400�
0.26000�

1.1500�
九

鬼
葛

城
源

衛
30.66�

東
は

峯
尾

下
宮

村
前

田
宗

平
宛

地
限

り
／

西
は

川
限

り
／

南
は

小
野

田
村

仲
谷

勝
太

郎
宛

地
限

り
／

北
は

川
限

り

0.2310�
0.12250�

小
野

田
岩

間
政

吉
○

78
証

券
0.502�

0.00848�
0.0375�

小
野

田
岩

間
久

蔵
0.0075�

0.00400�

十
五

町
奥

78
請

証
券②

60.68�

東
は

川
限

り
／

西
は

峯
尾

側
河

山
限

り
／

南
は

尾
際

目
松

限
り

／
北

は
九

鬼
村

長
尾

儀
三

郎
請

地
限

り
也

記
載

な
し

0.51460�
2.2766�

九
鬼

葛
城

藤
五

郎
62.35�（

記
載

な
し

）
0.4689�

0.24930�
九

鬼
葛

城
藤

五
郎

×
―

0.00848�
0.0375�

0.0075�
0.00400�

（11）



近代移行期の泉州槙尾山施福寺所有山林における永代宛地契約

地番
字

小
字

証
券

*
１

永
代

宛
地

証
券

（
1878

年
／

80
年

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

反
別

（
反

）
四

方
際

目
毛

代
金

（
円

）
*２

宛
米

（
石

）
宛

金
（

円
）

請
主

反
別

（
反

）
四

方
際

目
小

作
金

（
円

）
小

作
米

（
石

）
小

作
人

小
作

証
文

02
本

谷
拾

五
丁

川
西

拾
五

丁
井

戸
谷

78
請

証
券④

60.68�

東
は

ツ
エ

ノ
尾

限
り

／
西

は
尾

ゟ
川

ヘ
見

通
し

／
南

は
峯

尾
側

河
山

限
り

／
北

は
九

鬼
村

長
尾

儀
三

郎
請

地
山

限
り

也

記
載

な
し

0.51460�
2.2770�

九
鬼

池
辺

林
治

60.68�

東
は

ツ
エ

ノ
尾

限
り

／
西

は
尾

ヨ
リ

川
へ

見
通

し
／

南
は

峯
尾

側
河

山
限

り
／

北
は

九
鬼

村
長

尾
儀

三
郎

宛
地

限
り

0.4560�
0.24250�

九
鬼

池
辺

林
治

×
―

0.00848�
0.0375�

0.0750�
0.00400�

ゴ
ト

ギ
78

請
証

券⑩
9.58�

東
は

川
限

り
／

西
北

は
坪

井
村

野
山

限
り

／
南

は
仏

並
村

平
九

郎
請

地
限

り
也

記
載

な
し

0.08130�
0.3589�

九
鬼

池
辺

甚
平

9.58�
東

は
川

限
り

／
西

北
は

坪
井

村
野

山
限

り
／

南
は

仏
並

村
平

九
郎

宛
地

限
り

な
り

0.0720�
0.03810�

九
鬼

池
辺

甚
平

×
―

0.00849�
0.0375�

0.0075�
0.00398�

添
サ

キ
78

請
証

券⑪
8.43�

南
西

川
限

り
／

東
北

道
限

り
也

記
載

な
し

0.07150�
0.3160�

九
鬼

久
保

丹
六

8.43�
南

西
は

川
限

り
／

東
北

は
谷

限
り

0.0630�
0.03360�

九
鬼

久
保

丹
六

×
―

0.00848�
0.0375�

0.0075�
0.00399�

十
五

丁
口

78
請

証
券⑬

8.43�
南

川
限

り
／

上
三

角
は

寺
中

持
山

限
り

也

記
載

な
し

0.07150�
0.3160�

九
鬼

葛
城

藤
五

郎
8.43�

南
は

川
限

り
上

三
角

／
寺

中
持

山
限

り

0.0630�
0.03360�

九
鬼

葛
城

藤
五

郎
×

―
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00399�

十
五

丁
三

人
山

76【
25】

→
78

証
券

98.41�

東
は

谷
川

限
り

／
西

は
峯

尾
限

り
／

南
は

烏
ノ

と
ま

り
山

ゟ
／

北
は

仏
並

村
伊

三
郎

宛
地

限
り

也

50.000�
0.83460�

3.6920�
小

野
田

岩
間

政
吉

98.41�

東
は

谷
川

限
り

／
西

は
峯

尾
限

り
／

南
は

烏
の

と
ま

り
山

限
り

／
北

は
仏

並
村

元
伊

三
郎

宛
地

限
り

0.7400�
0.39360�

小
野

田
岩

間
政

吉
○

0.508�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

拾
五

丁
76【

29】
→

78
証

券
58.10�

東
は

尾
限

り
／

西
は

九
鬼

村
長

尾
茂

三
郎

宛
地

限
り

／
北

は
仏

並
村

伊
作

宛
地

限
り

也

30.000�
0.49270�

2.1800�
小

野
田

西
川

清
三

郎
58.10�

東
尾

限
り

／
西

南
は

九
鬼

村
長

尾
儀

三
郎

宛
地

限
り

／
北

は
仏

並
村

伊
作

宛
地

限
り

0.4370�
0.23210�

小
野

田
西

川
安

松
○

0.516�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

十
五

丁
76【

30】
→

78
証

券
47.67�

東
は

尾
限

り
／

西
は

川
限

り
／

南
は

仏
並

村
伊

作
宛

地
限

り
／

西
は

九
鬼

村
葛

城
源

新
宛

地
限

り
也

24.000�
0.40430�

1.7880�
小

野
田

仲
谷

勝
太

郎
47.67�

東
は

尾
限

り
／

西
は

川
限

り
／

南
は

仏
並

村
伊

作
宛

地
限

り
／

北
は

九
鬼

村
源

徳
宛

地
限

り

0.3590�
0.19050�

小
野

田
仲

谷
勝

太
郎

○
0.503�

0.00848�
0.0375�

0.0075�
0.00400�

03
拾

五
丁

川
東

一
ノ

瀧
78

証
券

144.09�

東
は

岡
村

宛
地

限
り

／
西

は
九

鬼
村

宛
地

限
り

／
南

は
大

谷
原

尾
限

り
／

北
は

九
鬼

村
小

野
田

村
野

山
限

り
、

但
し

二
之

谷
は

東
北

は
谷

川
限

り
、

南
西

は
峯

尾
限

り
西

南
原

也

72.000�
1.22000�

5.4010�

小
野

田

小
野

林
彦

六
西

川
清

三
郎

岩
間

政
吉

外
に

10
名

144.09�

東
は

岡
村

宛
地

限
り

／
西

は
九

鬼
村

宛
地

尾
限

り
／

南
は

大
谷

原
尾

限
り

／
北

は
九

鬼
村

小
野

田
村

山
限

り
／

二
ノ

谷
西

南
原

東
北

は
谷

限
り

、
南

西
は

峯
尾

限
り

1.0840�
0.57610�

記
載

な
し

記
載

な
し

×

0.500�
0.00847�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

十
五

町
奥

78
請

証
券③

60.68�
東

は
尾

よ
り

川
へ

見
通

し
／

西
南

は
峯

尾
側

河
山

限
り

／
北

は
尾

際
目

松
よ

り
川

へ
見

通
し

也

記
載

な
し

0.51460�
2.2766�

九
鬼

池
辺

甚
平

59.00�
東

は
尾

ヨ
リ

川
見

通
し

／
南

西
は

峯
側

河
山

限
り

／
北

は
尾

際
目

松
ヨ

リ
し

た
道

限
り

0.4440�
0.23600�

九
鬼

池
辺

甚
平

×
―

0.00849�
0.0375�

0.0075�
0.00400�

十
五

丁
烏

の
と

ま
り

78
請

証
券⑤

46.83�

東
は

川
限

り
／

西
は

峯
尾

限
り

／
南

は
九

鬼
村

葛
城

藤
五

郎
請

地
限

り
／

北
は

小
野

田
村

岩
間

政
吉

請
地

限
り

也

記
載

な
し

0.39720�
1.7570�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
46.83�

東
は

川
限

り
／

西
は

峯
尾

限
り

／
南

は
九

鬼
村

葛
城

藤
五

郎
宛

地
限

り
／

北
は

小
野

田
村

岩
間

政
吉

宛
地

限
り

0.3520�
0.18720�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
×

―
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

（12）



桃山学院大学総合研究所紀要　第49巻第 2号

地番
字

小
字

証
券

*
１

永
代

宛
地

証
券

（
1878

年
／

80
年

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

反
別

（
反

）
四

方
際

目
毛

代
金

（
円

）
*２

宛
米

（
石

）
宛

金
（

円
）

請
主

反
別

（
反

）
四

方
際

目
小

作
金

（
円

）
小

作
米

（
石

）
小

作
人

小
作

証
文

03
拾

五
丁

川
東

十
五

丁
つ

ゑ
の

尾
谷

78
請

証
券⑥

91.97�

東
は

小
野

田
村

西
川

清
三

郎
請

地
限

り
／

西
は

九
鬼

村
池

辺
林

治
請

地
限

り
／

南
は

尾
限

り
／

北
は

川
道

限
り

也

記
載

な
し

0.78000�
3.4510�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
91.97�

東
は

小
野

田
村

西
川

清
三

郎
宛

地
限

り
／

西
は

九
鬼

村
池

辺
林

治
宛

地
限

り
／

南
は

尾
限

り
／

北
は

川
道

限
り

0.6920�
0.36770�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
×

―
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

清
水

瀧
之

下
78

請
証

券⑨
42.16�

東
は

寅
尾

道
限

り
な

ら
び

に
十

五
丁

峯
限

り
／

西
北

側
河

領
地

限
り

／
南

は
側

河
上

坂
金

十
郎

請
地

限
り

但
し

両
原

共
也

記
載

な
し

0.35750�
1.5820�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
42.16�

東
虎

尾
道

限
り

な
ら

び
に

十
五

丁
峯

限
り

／
西

北
は

側
河

谷
限

り
／

南
は

上
坂

金
十

郎
宛

地
限

り
、

た
だ

し
両

原
共

0.3170�
0.16850�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
×

―
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

橋
ヶ

谷
78

請
証

券⑭
4.60�

西
尾

限
り

／
南

東
北

は
寺

中
持

山
限

り
也

記
載

な
し

0.03900�
0.1730�

九
鬼

葛
城

藤
五

郎
4.60�

西
は

尾
限

り
／

南
東

北
は

寺
中

持
山

限
り

0.0350�
0.01840�

九
鬼

葛
城

藤
五

郎
×

―
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

一
ノ

瀧
78

請
証

券⑮
144.09�

南
大

峯
限

り
／

東
境

山
限

り
／

西
北

は
小

野
田

村
九

鬼
村

野
山

限
り

記
載

な
し

1.22000�
5.4060�

九
鬼

池
辺

甚
平

長
尾

茂
三

郎
外

12
名

144.09�
南

は
大

峰
限

り
／

東
境

山
川

限
り

／
西

北
は

小
野

田
村

九
鬼

村
野

山
限

り

1.0840�
0.57610�

九
鬼

池
辺

甚
平

長
尾

儀
三

郎
外

12
名

×
―

0.00847�
0.0375�

0.0075�
0.00400�

04
根

来
谷

川
西

根
来

谷
78

証
券

26.83�

東
は

観
音

院
古

畑
石

垣
限

り
／

南
は

安
養

院
古

畑
石

垣
限

り
／

上
ノ

切
東

は
本

道
限

り
、

下
ノ

切
は

川
限

り
／

西
原

九
衛

門
通

り
斗

り
／

上
ミ

は
□

□
□

安
養

院
地

限
り

也

13.500�
0.22750�

1.0070�

北
田

中
納

家
勘

七
納

家
勘

三
郎

26.83�

東
は

東
道

限
り

／
下

ノ
切

は
川

限
り

／
西

原
九

尺
通

り
ば

か
り

上
は

原
□

ヨ
リ

安
養

院
境

山
限

り
／

南
は

安
養

院
古

畑
石

垣
限

り
／

北
は

観
音

院
古

畑
石

垣
限

り
な

り

0.2020�
0.10720�

北
田

中
納

家
伊

三
郎

他
×

0.503�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

根
来

谷
口

長
畑

□
78

な
し

9.20�
東

は
川

限
り

／
西

は
尾

限
り

／
南

は
寺

中
持

山
限

り
／

北
は

寺
中

持
山

限
り

0.0690�
0.03650�

下
宮

前
田

宗
平

○
0.0075�

0.00397�

05
仏

ヶ
嶽

瀧
ヶ

谷

口
本

原
78

請
証

券⑯
26.06�

東
大

岩
松

限
り

／
西

は
谷

川
よ

り
釣

鐘
松

へ
見

通
し

限
り

／
南

は
横

手
限

り
／

北
は

川
限

り
也

記
載

な
し

0.22100�
0.9780�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
26.06�

東
は

大
岩

松
限

り
／

西
は

谷
川

ヨ
リ

釣
鐘

松
へ

見
通

し
／

南
は

横
手

限
り

／
北

は
川

限
り

0.1960�
0.10410�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
×

―
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00399�

根
来

谷
日

本
原

76【
20】

→
78

な
し

26.83�

東
は

虎
尾

道
3

丁
ば

か
り

手
前

ま
で

／
西

は
釣

鐘
松

ヨ
リ

3
丁

目
小

谷
見

通
し

限
り

／
北

は
西

東
見

通
し

□
□

な
り

／
形

三
角

0.2020�
0.10720�

北
田

中
納

花
出

合
冨

与
茂

森
六

次
郎

○
0.0075�

0.00400�

（13）



近代移行期の泉州槙尾山施福寺所有山林における永代宛地契約

地番
字

小
字

証
券

*
１

永
代

宛
地

証
券

（
1878

年
／

80
年

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

反
別

（
反

）
四

方
際

目
毛

代
金

（
円

）
*２

宛
米

（
石

）
宛

金
（

円
）

請
主

反
別

（
反

）
四

方
際

目
小

作
金

（
円

）
小

作
米

（
石

）
小

作
人

小
作

証
文

07
清

水
清

水

78
請

証
券

78
証

券
対

応
あ

り

383.23�

東
は

巡
礼

道
尾

限
り

／
西

は
大

野
村

の
内

側
河

山
尾

限
り

／
南

は
同

村
山

并
瀧

之
畑

村
□

山
尾

限
り

／
北

は
寅

尾
道

筋
峯

釣
鐘

松
ヨ

リ
見

下
し

、
下

モ
は

九
鬼

村
長

尾
茂

三
郎

宛
地

見
通

し
川

水
流

限
り

、
尚

亦
際

目
筋

古
松

瀧
之

両
原

森
古

木
は

槙
尾

山
支

配
に

こ
れ

あ
る

べ
き

也

200.000�
3.25000�

14.3740�

大
野

上
坂

金
十

郎
383.09�

東
は

順
礼

道
尾

限
り

／
西

は
大

野
村

の
う

ち
側

河
山

尾
限

り
／

南
は

同
村

山
な

ら
び

に
瀧

の
畑

持
山

尾
限

り
／

北
は

虎
尾

道
す

じ
峯

釣
鐘

松
ヨ

リ
見

下
し

、
下

モ
は

九
鬼

村
長

尾
儀

三
郎

宛
山

見
通

し
川

水
流

限
り

／
尚

亦
際

目
す

じ
古

松
な

ら
び

に
瀧

の
両

原
□

森
古

木
は

槙
尾

山
施

福
寺

支
配

に
あ

る
べ

き
な

り

2.8810�
1.53210�

大
野

上
坂

徳
太

郎
○

0.522�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

10
シ

デ
原

塩
降

78
証

券
21.08�

東
は

大
川

限
り

／
西

は
槙

尾
山

寺
中

持
山

横
際

目
／

南
は

寺
中

持
山

限
り

／
北

は
岸

脇
楠

太
郎

宛
地

限
り

10.500�
0.17880�

0.8170�
善

正
岸

脇
善

三
郎

藤
原

長
三

郎
×

0.498�
0.00848�

0.0388�

塩
降

78
証

券
14.49�

東
は

辻
林

米
治

郎
宛

地
限

り
／

西
は

福
瀬

村
小

川
孫

一
宛

地
限

り
／

南
は

峯
尾

限
り

／
北

は
谷

水
流

限
り

也

7.500�
0.12300�

0.5440�
善

正
上

野
惣

治
14.49�

東
は

辻
林

米
治

郎
宛

地
小

谷
限

り
／

西
は

福
瀬

村
小

川
孫

市
宛

地
限

り
／

南
は

峯
尾

限
り

／
北

は
谷

水
流

限
り

0.1090�
0.05770�

善
正

上
野

嘉
市

○
0.517�

0.00854�
0.0375�

0.0075�
0.00400�

塩
降

78
証

券
14.49�

東
は

上
野

与
八

郎
宛

地
限

り
／

西
は

上
野

惣
治

宛
地

限
り

／
南

は
峯

限
り

／
北

は
谷

水
流

限
り

7.500�
0.12300�

0.5440�
善

正
辻

林
米

治
郎

14.49�
東

は
上

野
与

八
郎

宛
地

限
り

／
西

は
上

野
嘉

市
宛

地
限

り
／

南
は

峯
限

り
／

北
は

谷
水

流
限

り

0.1090�
0.05770�

善
正

辻
林

米
治

郎
○

0.517�
0.00849�

0.0375�
0.0075�

0.00398�

塩
降

78
証

券
22.99�

東
は

峯
水

流
限

り
／

西
は

谷
限

り
／

南
は

辻
林

米
治

郎
宛

地
限

り
／

北
は

上
井

戸
ノ

谷
峯

限
り

／
下

は
北

田
中

村
宛

地
際

目
松

限
り

也

11.500�
0.19500�

0.8630�

善
正

上
野

与
八

郎
22.99�

東
は

峯
水

流
限

り
／

西
は

谷
限

り
／

南
は

辻
林

米
次

郎
宛

地
尾

限
り

／
北

は
上

井
戸

ノ
谷

限
り

、
下

は
北

田
中

村
宛

地
境

目
松

限
り

0.1730�
0.09170�

善
正

上
野

与
八

郎
○

0.500�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00399�

塩
降

78
証

券
6.00�

東
は

道
限

り
／

西
は

川
限

り
／

南
も

川
限

り
／

北
は

谷
限

り
也

3.000�
0.05100�

0.2250�
善

正
上

野
与

八
郎

6.00�
東

は
尾

限
り

／
西

南
は

川
限

り
／

北
は

谷
限

り
0.0450�

0.02370�
善

正
上

野
与

八
郎

○
0.500�

0.00850�
0.0375�

0.0750�
0.00395�

五
味

坂
78

証
券

78.87�
東

河
内

国
境

限
り

／
西

は
大

川
限

り
／

南
は

五
味

坂
峯

尾
限

り
／

北
は

峯
尾

限
り

也

40.000�
0.66900�

2.9600�
福

瀬
小

川
孫

一
天

堀
佐

市
78.87�

東
は

河
内

国
境

限
り

／
西

は
大

川
限

り
／

南
は

五
味

坂
峯

尾
限

り
／

北
は

峯
尾

限
り

0.5930�
0.31530�

福
瀬

天
堀

柳
造

○
0.507�

0.00848�
0.0375�

0.0075�
0.00400�

七
廻

り
上

下
78

証
券

14.18�
東

は
大

川
限

り
／

西
は

寺
中

持
山

限
り

／
南

は
小

谷
限

り
／

北
は

惣
山

限
り

也

7.100�
0.12020�

0.5320�
福

瀬
小

川
孫

一
14.18�

東
は

大
川

限
り

／
西

は
寺

中
持

山
限

り
／

南
は

小
谷

限
り

／
北

は
寺

中
持

山
限

り

0.1070�
0.05650�

福
瀬

小
川

孫
市

○
0.501�

0.00848�
0.0375�

0.0750�
0.00399�

追
分

岩
屋

川
東

*
茶

畑
付

属
78

証
券

24.91�
東

は
善

正
村

宛
地

限
り

／
西

は
大

道
限

り
／

南
は

五
味

坂
尾

見
通

し
／

北
は

塩
降

川
谷

限
り

也

12.500�
0.21120�

0.9350�
福

瀬
小

川
孫

一
24.91�

東
は

善
正

村
宛

地
限

り
／

西
は

大
道

限
り

／
南

は
五

味
坂

尾
見

通
し

／
北

は
塩

降
川

谷
限

り

0.1870�
0.09960�

福
瀬

小
川

孫
市

○
0.502�

0.00848�
0.0375�

0.0075�
0.00400�

（14）



桃山学院大学総合研究所紀要　第49巻第 2号

地番
字

小
字

証
券

*
１

永
代

宛
地

証
券

（
1878

年
／

80
年

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

反
別

（
反

）
四

方
際

目
毛

代
金

（
円

）
*２

宛
米

（
石

）
宛

金
（

円
）

請
主

反
別

（
反

）
四

方
際

目
小

作
金

（
円

）
小

作
米

（
石

）
小

作
人

小
作

証
文

10
シ

デ
原

甲
斐

庄
谷

78
証

券
31.04�

東
南

は
谷

限
り

／
西

は
光

太
郎

宛
地

限
り

／
北

は
峯

限
り

也
15.500�

0.26330�
1.1640�

北
田

中
辻

喜
八

31.04�
東

南
は

谷
限

り
／

西
は

納
家

光
太

郎
宛

地
限

り
／

北
は

峯
限

り
0.2330�

0.12400�
北

田
中

辻
喜

八
○

0.499�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00399�

甲
斐

庄
谷

78
証

券
33.57�

東
は

峯
限

り
／

南
は

丸
山

尾
限

り
／

西
は

川
限

り
／

北
は

光
太

郎
宛

地
限

り
也

17.000�
0.28470�

貼
紙

な
し

北
田

中
出

合
治

平
33.57�

東
は

峯
限

り
／

西
は

川
限

り
／

南
は

丸
山

尾
限

り
／

北
は

納
家

光
太

郎
宛

地
限

り

0.2520�
0.13410�

北
田

中
葛

城
治

平
○

0.506�
0.00848�

―
0.0075�

0.00399�

丸
山

幷甲
斐

庄
谷

78
証

券
65.07�

字
丸

山
東

南
は

志
で

原
山

限
り

／
西

川
限

り
／

北
は

甲
斐

庄
尾

限
り

／
甲

斐
庄

壱
ヶ

所
は

東
は

峯
限

り
／

南
は

治
平

宛
地

限
り

／
西

は
谷

限
り

／
亦

壱
ヶ

所
は

東
は

喜
八

宛
山

限
／

南
は

川
谷

限
り

／
西

は
五

味
坂

福
瀬

村
小

川
氏

宛
地

限
り

／
北

は
尾

限
り

也

記
載

な
し

0.55190�
貼

紙
な

し

北
田

中
納

家
光

太
郎

65.07� 〈
字

丸
山

〉
東

南
は

椎
出

原
山

限
り

／
西

川
限

り
／

北
は

甲
斐

庄
谷

限
り

／
一

ヶ
所

は
東

は
峯

限
り

／
南

は
治

平
宛

地
限

り
／

西
北

は
谷

限
り

／
〈

字
甲

斐
庄

〉
一

ヶ
所

は
東

は
喜

八
宛

地
限

り
／

南
は

川
谷

限
り

／
西

は
五

味
坂

福
瀬

村
小

川
孫

市
宛

地
限

り
／

北
は

尾
限

り

0.4890�
0.26010�

北
田

中
納

家
光

太
郎

○

―
0.00848�

―
0.0075�

0.00400�

椎
出

原
78

証
券

81.42�

東
は

河
内

国
堺

／
西

は
川

限
／

南
は

寺
中

持
山

限
り

、
際

□
マ

ケ
尾

見
通

し
／

北
は

丸
山

木
下

シ
よ

り
峯

へ
見

通
し

也

40.500�
0.69500�

3.0548�
北

田
中

納
家

伊
三

郎
81.42�

東
は

河
内

国
境

／
西

は
大

川
限

り
／

南
は

寺
中

持
山

限
り

際
尾

見
通

し
／

北
は

丸
山

東
道

ヨ
リ

峯
へ

見
通

し

0.6120�
0.32580�

北
田

中
納

家
伊

三
郎

×
0.497�

0.00854�
0.0375�

0.0075�
0.00400�

16
川

東
国

見

井
戸

谷
78

証
券

66.41�

東
は

七
郷

山
限

り
／

西
は

大
峠

并
南

面
利

村
井

上
十

一
郎

宛
地

限
り

／
南

は
北

田
中

村
宛

地
尾

限
り

／
北

は
谷

向
い

尾
限

り

33.200�
0.56330�

2.4920�
河

内
国

天
野

山
小

林
道

造
66.41�

東
は

七
郷

山
限

り
／

西
は

大
峠

并
井

上
十

一
郎

宛
山

限
り

／
南

は
谷

峯
尾

限
り

／
北

は
峯

尾
限

り

0.4990�
0.26560�

善
正

井
上

徳
次

郎
○

0.500�
0.00848�

0.0375�
執

次
人

南
面

利
　

藤
林

与
八

郎
0.0075�

0.00400�

国
見

78
証

券
23.79�

東
は

小
野

田
村

宛
地

峯
尾

見
通

し
／

西
大

川
限

り
／

南
は

塩
降

辻
ヨ

リ
尾

見
通

し
松

印
／

北
は

右
犬

鳴
よ

り
峯

尾
見

通
し

限
り

也

12.000�
0.20180�

0.8930�

福
瀬

小
川

孫
一

23.79�

東
は

北
田

中
村

宛
地

峯
尾

見
通

し
限

り
／

西
は

大
川

限
り

／
南

は
塩

降
辻

ゟ
尾

見
通

し
松

印
／

北
は

犬
鳴

森
ゟ

尾
峯

見
通

し
限

り
な

り

0.1790�
0.09490�

福
瀬

小
川

孫
市

○

0.504�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00399�

鬼
火

谷
78

証
券

123.83�

東
は

南
面

利
村

宛
地

限
り

／
西

は
大

川
限

り
／

南
は

犬
鳴

森
よ

り
尾

見
通

し
／

北
は

大
峠

尾
水

流
限

り
也

62.000�
1.05000�

4.6462�

北
田

中

壺
井

健
吾

壺
井

源
吾

城
前

彦
五

郎
片

山
源

四
郎

藤
原

保
二

郎
横

山
宗

二
郎

出
合

久
造

123.83�

東
は

南
面

利
村

宛
地

限
り

／
西

は
大

川
限

り
／

南
は

犬
鳴

森
よ

り
尾

見
通

し
／

北
は

大
峠

尾
水

流
限

り

0.9310�
0.49520�

北
田

中
壺

井
源

吾
外

六
名

○

0.501�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

大
畑

（
茶

畑
）

78
証

券
10.73�

東
北

は
尾

限
り

／
南

は
小

谷
限

り
／

西
は

茶
畑

草
葉

限
り

也
5.500�

0.09100�
0.4030�

南
面

利
井

上
十

一
郎

10.73�
東

北
は

尾
限

り
／

南
は

谷
限

り
／

西
は

茶
畑

の
草

場
限

り
0.0810�

0.04280�
南

面
利

井
上

十
一

郎
×

0.513�
0.00848�

0.0376�
0.0075�

0.00398�

（15）



近代移行期の泉州槙尾山施福寺所有山林における永代宛地契約

地番
字

小
字

証
券

*
１

永
代

宛
地

証
券

（
1878

年
／

80
年

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

反
別

（
反

）
四

方
際

目
毛

代
金

（
円

）
*２

宛
米

（
石

）
宛

金
（

円
）

請
主

反
別

（
反

）
四

方
際

目
小

作
金

（
円

）
小

作
米

（
石

）
小

作
人

小
作

証
文

16
川

東
国

見

国
見

78
証

券
32.19�

東
は

南
面

利
村

山
尾

限
り

／
西

は
川

限
り

／
南

は
井

上
十

一
郎

宛
地

峯
尾

限
り

／
北

は
善

正
村

農
山

限
り

也

16.100�
0.27300�

1.2000�
南

面
利

大
谷

長
十

郎
32.19�

東
は

南
面

利
村

山
尾

限
り

／
西

は
川

限
り

／
南

は
井

上
十

一
郎

宛
地

峯
尾

限
り

／
北

は
善

正
村

野
山

限
り

0.2420�
0.12850�

南
面

利
大

谷
彦

太
郎

×
0.500�

0.00848�
0.0373�

0.0075�
0.00399�

国
見

78
な

し
25.00�

東
は

谷
限

り
／

西
は

南
面

利
村

井
上

十
一

郎
持

山
限

り
／

南
は

井
戸

谷
尾

限
り

／
北

は
谷

限
り

0.1880�
0.10000�

善
正

畑
中

新
太

郎
○

0.0075�
0.00400�

国
見

78
な

し
16.39�

東
は

河
内

山
尾

限
り

／
西

は
南

面
利

村
受

山
尾

限
り

／
南

は
大

谷
南

取
上

り
限

り
／

北
は

南
面

利
山

尾
限

り

0.1230�
0.06530�

善
正

岸
脇

楠
三

郎
○

0.0075�
0.00398�

塩
降

谷
口

請
原

76【
19】

→
78

証
券

59.78�

東
谷

瀧
[��]松

へ
見

通
、

善
正

請
道

西
塩

売
の

辻
尾

□
上

へ
見

通
す

、
こ

れ
よ

り
鬼

灯
谷

峯
へ

見
通

し
／

南
谷

限
り

／
北

鬼
火

谷
井

戸
ノ

谷
尾

限
り

30.000�
0.50700�

2.2500�

北
田

中
納

家
勘

七
納

家
吉

太
郎

出
合

冨
与

茂
59.78�

東
は

東
道

限
り

／
下

ノ
切

は
川

限
り

／
西

原
九

尺
通

り
ば

か
り

上
は

原
□

ヨ
リ

安
養

院
限

り
／

南
は

安
養

院
古

畑
石

垣
限

り
／

北
は

観
音

院
古

畑
石

垣
限

り
な

り

0.4500�
0.23890�

北
田

中
納

家
弥

太
郎

納
家

吉
次

郎
出

合
冨

与
茂

○

0.502�
0.00848�

0.0376�
0.0075�

0.00400�

16・17

川
東

国
見・

布
引

大
畑

（
茶

畑
）

78
証

券
5.36�

東
南

北
は

道
限

り
／

西
は

川
限

り
也

10.000�
0.04510�

0.2210�
南

面
利

井
上

十
一

郎
5.36�

東
南

北
は

道
限

り
／

西
は

川
限

り

0.0400�
0.02130�

南
面

利
井

上
十

一
郎

×
1.866�

0.00848�
0.0412�

0.0075�
0.00397�

大
畑

（
茶

畑
）

78
証

券
31.81�

東
は

茶
畑

よ
り

12間
草

場
付

／
西

南
は

川
限

り
／

北
は

瀬
限

り

16.000�
0.26980�

1.1630�
南

面
利

大
谷

長
十

郎
外

4
人

中
31.81�

東
は

茶
畑

ヨ
リ

十
二

間
草

場
限

り
／

西
南

は
川

限
り

／
北

は
瀬

限
り

0.2390�
0.12720�

南
面

利
大

谷
彦

太
郎

×
0.503�

0.00848�
0.0366�

0.0075�
0.00400�

大
畑

（
茶

畑
）

78
な

し
11.50�

東
は

尾
限

り
／

西
は

川
限

り
／

南
は

峠
限

り
／

北
は

川
限

り
0.0860�

0.04570�
南

面
利

畑
中

嘉
吉

○
0.0075�

0.00398�

23
岩

屋
谷

川
西

ボ
フ

ズ
ノ

コ
よ

り
蛇

谷
78

証
券

74.53�

東
は

大
川

限
り

／
西

は
峯

尾
限

り
／

南
は

岡
村

宛
地

尾
限

り
／

北
は

善
正

村
上

野
与

八
郎

宛
地

限
り

也

37.500�
0.63210�

2.7960�
善

正
岸

脇
三

郎
平

74.53�

東
は

大
川

限
り

／
西

は
峯

尾
限

り
／

南
は

岡
村

宛
地

尾
限

り
／

北
は

善
正

村
上

野
与

八
郎

宛
地

尾
限

り

0.5600�
0.29800�

善
正

岸
脇

三
郎

平
○

0.503�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

ボ
フ

ズ
ノ

コ
札

場
78

証
券

22.99�
東

は
川

限
り

／
西

は
峯

水
流

限
り

／
南

は
岸

脇
三

郎
平

宛
地

尾
限

り
／

北
は

善
正

村
領

限
り

也

10.750�
0.19500�

0.8630�
善

正
上

野
与

八
郎

22.90�
東

は
川

限
り

／
西

は
峯

水
流

限
り

／
南

は
岸

脇
三

郎
平

宛
地

尾
限

り
／

北
は

善
正

村
領

境
限

り

0.1730�
0.09170�

善
正

上
野

与
八

郎
○

0.468�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00399�

（16）



桃山学院大学総合研究所紀要　第49巻第 2号

地番
字

小
字

証
券

*
１

永
代

宛
地

証
券

（
1878

年
／

80
年

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

反
別

（
反

）
四

方
際

目
毛

代
金

（
円

）
*２

宛
米

（
石

）
宛

金
（

円
）

請
主

反
別

（
反

）
四

方
際

目
小

作
金

（
円

）
小

作
米

（
石

）
小

作
人

小
作

証
文

23
岩

屋
谷

川
西

深
た

わ
78

証
券

72.05�

東
は

善
正

村
宛

山
限

り
／

西
は

小
野

田
村

宛
山

道
限

り
見

通
し

／
南

は
唐

戸
谷

岡
村

宛
尾

限
り

／
北

は
岡

・
九

鬼
野

山
限

り

36.000�
0.61100�

2.7032�

岡

神
倉

藤
太

郎
神

倉
宇

八
藤

原
久

米
治

神
倉

久
太

郎
藤

原
弥

五
郎

葛
城

三
十

郎
葛

城
武

次
郎

田
中

喜
三

次
郎

笹
井

幾
太

郎
神

倉
佐

次
郎

仲
藤

太
郎

72.05�

東
は

善
正

村
宛

山
限

り
／

西
は

小
野

田
村

宛
山

道
限

り
、

北
小

見
通

し
／

南
は

唐
戸

谷
岡

村
宛

地
尾

限
り

／
北

は
岡

村
九

鬼
村

野
山

限
り

0.5420�
0.28810�

岡
神

倉
藤

太
郎

○

0.500�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

唐
戸

谷
78

証
券

42.08�

東
は

岡
村

弥
五

郎
宛

山
限

り
／

西
は

同
人

宛
山

小
谷

ゟ
東

へ
見

通
し

／
南

は
谷

限
り

／
北

は
小

野
田

村
宛

山
峯

限
り

也

21.000�
0.35690�

1.5727�
岡

神
倉

藤
太

郎
42.08�

東
は

岡
村

楠
三

郎
宛

山
限

り
／

西
は

同
人

宛
山

小
谷

ゟ
東

へ
見

通
し

／
南

は
谷

限
り

／
北

は
小

野
田

村
宛

山
峯

限
り

0.3160�
0.16810�

岡
神

倉
藤

太
郎

○
0.499�

0.00848�
0.0374�

0.0075�
0.00400�

唐
戸

谷
78

証
券

14.03�
東

西
岡

村
弥

五
郎

宛
山

限
り

／
南

は
谷

限
り

／
北

は
岡

村
宛

山
道

限
り

也

7.000�
0.11900�

0.5265�
岡

神
倉

藤
太

郎
14.03�

東
西

は
岡

村
楠

三
郎

宛
山

限
り

／
南

は
谷

限
り

／
北

は
岡

村
宛

山
限

り

0.1060�
0.05600�

岡
神

倉
藤

太
郎

○
0.499�

0.00848�
0.0375�

0.0076�
0.00399�

唐
戸

谷
78

証
券

14.03�

東
は

岡
村

久
太

郎
宛

山
限

り
／

西
は

同
村

弥
五

郎
宛

山
限

り
／

南
は

谷
限

り
／

北
は

岡
村

宛
山

限
り

な
ら

び
に

善
正

村
宛

山
の

道
限

り
也

7.000�
0.11900�

0.5065�

岡
神

倉
藤

太
郎

14.03�

東
は

神
倉

久
太

郎
宛

山
限

り
／

西
は

藤
原

角
太

郎
宛

山
限

り
／

南
は

尾
限

り
／

北
は

岡
村

宛
山

道
限

り
／

善
正

村
宛

山
尾

限
り

0.1060�
0.05600�

岡
神

倉
藤

太
郎

○

0.499�
0.00848�

0.0361�
0.0076�

0.00399�

唐
戸

谷
78

証
券

7.89�

東
北

は
大

川
橋

詰
よ

り
善

正
村

宛
見

通
し

／
西

は
岡

村
神

倉
佐

太
郎

宛
山

限
り

／
南

は
谷

限
り

也

4.000�
0.06700�

0.2961�
岡

神
倉

久
太

郎
7.89�

東
北

は
大

川
橋

詰
ヨ

リ
善

正
村

宛
地

尾
見

通
し

限
り

／
西

は
岡

村
神

倉
藤

太
郎

宛
地

限
り

／
南

は
谷

限
り

0.0590�
0.03130�

岡
神

倉
佐

十
郎

○
0.507�

0.00849�
0.0375�

0.0075�
0.00397�

唐
戸

谷
78

証
券

14.03�
東

西
は

岡
村

神
倉

佐
太

郎
宛

山
限

り
／

南
は

谷
限

り
／

北
は

岡
村

宛
山

限
り

也

7.000�
0.11900�

0.5265�
岡

藤
原

弥
五

郎
14.03�

東
西

は
岡

村
神

倉
藤

太
郎

宛
地

限
り

／
南

は
谷

限
り

／
北

は
岡

村
宛

地
限

り

0.1060�
0.05600�

岡
藤

原
楠

三
郎

○
0.499�

0.00848�
0.0375�

0.0076�
0.00399�

唐
戸

谷
78

証
券

14.03�

東
は

岡
村

神
倉

佐
太

郎
宛

山
小

谷
よ

り
東

へ
見

通
し

／
西

は
槙

尾
山

寺
中

持
山

限
／

南
は

谷
限

り
／

北
は

小
野

田
村

宛
山

峯
限

り
也

7.000�
0.11900�

0.5265�

岡
藤

原
弥

五
郎

14.03�

東
は

岡
村

神
倉

藤
太

郎
宛

山
小

谷
ヨ

リ
東

へ
見

通
し

／
西

は
寺

中
持

山
限

り
／

南
は

谷
限

り
／

北
は

小
野

田
村

宛
山

峯
限

り
な

り

0.1060�
0.05600�

岡
藤

原
楠

三
郎

○

0.499�
0.00848�

0.0375�
0.0076�

0.00399�

唐
戸

谷
78

証
券

7.59�
東

は
岡

村
神

倉
佐

太
郎

宛
山

限
り

／
西

も
同

人
宛

山
限

り
／

北
は

岡
村

宛
山

限
り

4.000�
0.06440�

0.2820�
岡

藤
原

弥
五

郎
7.59�

東
は

神
倉

藤
太

郎
宛

山
限

り
／

西
は

同
人

宛
山

限
り

／
北

は
岡

村
宛

地
道

限
り

0.0570�
0.03010�

岡
藤

原
楠

三
郎

○
0.527�

0.00848�
0.0372�

0.0075�
0.00397�

（17）



近代移行期の泉州槙尾山施福寺所有山林における永代宛地契約

地番
字

小
字

証
券

*
１

永
代

宛
地

証
券

（
1878

年
／

80
年

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

反
別

（
反

）
四

方
際

目
毛

代
金

（
円

）
*２

宛
米

（
石

）
宛

金
（

円
）

請
主

反
別

（
反

）
四

方
際

目
小

作
金

（
円

）
小

作
米

（
石

）
小

作
人

小
作

証
文

24
犬

鳴
川

西

芋
谷

ヨ
リ

猿
岩

迄
78

証
券

69.75�

東
は

大
川

限
り

／
南

は
寺

中
持

山
尾

限
り

幷
ニ

上
は

福
瀬

村
小

川
孫

市
宛

山
限

り
／

西
は

小
川

孫
市

宛
地

限
り

中
筋

通
横

手
限

り
／

北
は

猿
ヶ

岩
谷

水
流

／
上

は
大

岩
限

り
よ

り
同

村
岸

脇
楠

三
郎

辻
野

治
安

宛
地

限
り

也

45.000�
0.59100�

2.6170�

善
正

岸
脇

楠
太

郎
69.75�

東
は

大
川

限
り

／
西

は
横

手
限

り
／

南
は

寺
中

持
尾

水
流

限
り

并
に

小
川

孫
市

宛
地

際
面

松
見

通
し

／
北

は
猿

ヶ
岩

ゟ
谷

水
流

限
り

見
通

し
限

り

0.5240�
0.27890�

善
正

岸
脇

楠
太

郎
○

0.645�
0.00847�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

猿
岩

ヨ
リ

犬
鳴

迄
78

証
券

29.89�

東
は

大
川

限
り

／
西

は
尾

水
流

限
り

／
南

は
岸

脇
楠

太
郎

宛
地

谷
水

流
／

上
岩

根
限

り
／

北
は

犬
鳴

森
寺

中
持

山
限

也

15.000�
0.25350�

1.1210�
善

正
岸

脇
楠

三
郎

辻
野

治
安

13.89�
東

は
大

川
限

り
／

西
は

峯
尾

限
り

／
南

は
岸

脇
楠

三
郎

受
山

限
り

／
北

は
犬

鳴
寺

中
□

限
り

0.1040�
0.05530�

善
正

辻
野

治
安

×
0.502�

0.00848�
0.0375�

0.0075�
0.00398�

芋
谷

78
証

券
25.29�

南
は

峯
尾

限
り

／
西

は
横

手
限

り
／

北
は

善
正

村
岸

脇
宛

地
限

り
／

東
は

同
人

宛
地

限
り

75.000�
0.21450�

0.9490�
福

瀬
小

川
孫

一
25.29�

東
は

岸
脇

受
際

面
松

迄
見

通
し

限
り

／
西

は
横

手
限

り
／

南
は

尾
井

上
持

限
り

／
北

は
岸

脇
受

際
限

り

0.1900�
0.10090�

福
瀬

小
川

孫
市

○
2.966�

0.00848�
0.0375�

0.0075�
0.00399�

芋
谷

跡
請

80
証

券
-a

9.00�

東
は

横
手

限
り

／
西

は
峯

水
流

限
り

／
南

は
尾

水
流

蓮
華

院
持

山
限

り
／

北
は

岸
脇

宛
地

境
よ

り
中

央
西

ノ
峯

へ
見

通
し

25.000�
記

載
な

し
0.3380�

福
瀬

小
川

孫
市

9.00�
東

は
横

手
限

り
／

西
は

峯
水

流
限

り
／

南
は

奥
蓮

花
院

持
山

限
り

／
北

は
寺

中
持

山
限

り

0.0680�
0.03600�

福
瀬

小
川

孫
市

○
2.778�

―
0.0376�

0.0076�
0.00400�

杉
が

た
わ

78
請

証
券⑧

26.83�

東
は

谷
限

り
／

西
は

尾
際

目
／

南
は

横
手

な
ら

び
に

黒
石

村
請

地
限

り
／

北
は

尾
際

目
松

上
下

へ
見

通
し

限
り

也

記
載

な
し

0.22750�
1.0070�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
26.83�

東
は

谷
限

り
／

西
は

尾
限

り
／

南
は

横
手

并
に

黒
石

村
宛

地
限

り
／

北
は

尾
際

目
松

上
下

へ
見

通
し

限
り

0.2020�
0.10720�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
×

―
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

杉
が

た
わ

78
請

証
券

78
証

券
対

応
あ

り

5.75�
東

は
寺

中
柴

山
限

り
／

西
は

平
谷

限
り

／
南

は
峯

尾
限

り
／

北
は

谷
限

り
也

3.000�
0.04880�

0.2160�
三

林
辻

林
潤

一
郎

5.75�
東

は
寺

中
柴

山
限

り
／

西
は

平
谷

限
り

／
南

は
峯

尾
限

り
／

北
は

尾
限

り

0.0430�
0.02290�

三
林

辻
林

欽
逸

郎
○

0.522�
0.00849�

0.0376�
0.0075�

0.00398�

杉
が

た
わ

78
な

し
3.83�

東
は

道
限

り
／

西
は

□
□

森
限

り
／

南
は

尾
限

り
／

北
は

長
尾

儀
三

郎
宛

山
限

り

0.0290�
0.01520�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
×

0.0076�
0.00397�

杉
が

た
わ

78
な

し
5.36�

西
南

は
□

□
森

限
り

／
東

は
尾

限
り

／
北

は
元

受
山

地
限

り
0.0400�

0.02130�
九

鬼
長

尾
儀

三
郎

×
0.0075�

0.00397�

猿
ヶ

岩
78

な
し

16.00�
東

は
谷

限
り

／
西

は
峯

尾
水

流
限

り
／

南
は

猿
ヶ

岩
松

限
り

／
北

は
辻

野
治

安
受

山
限

り

0.1230�
0.06530�

善
正

岸
脇

楠
三

郎
○

0.0075�
0.00398�

（18）



桃山学院大学総合研究所紀要　第49巻第 2号

地番
字

小
字

証
券

*
１

永
代

宛
地

証
券

（
1878

年
／

80
年

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

反
別

（
反

）
四

方
際

目
毛

代
金

（
円

）
*２

宛
米

（
石

）
宛

金
（

円
）

請
主

反
別

（
反

）
四

方
際

目
小

作
金

（
円

）
小

作
米

（
石

）
小

作
人

小
作

証
文

24
犬

鳴
川

西

長
草

□
78

な
し

12.64�
東

南
は

大
川

限
り

／
西

は
大

道
限

り
／

北
は

岸
脇

楠
太

郎
受

山
地

限
り

0.0950�
0.05050�

善
正

岸
脇

善
三

郎
○

0.0075�
0.00399�

長
草

□
78

な
し

8.43�
東

は
大

道
限

り
／

西
南

は
寺

中
持

山
限

り
／

北
は

尾
水

流
限

り
際

面
松

見
通

し

0.0630�
0.03360�

善
正

藤
原

萬
治

郎
○

0.0075�
0.00398�

25
大

谷
深

タ
ワ

札
場

78
請

証
券⑫

27.59�

東
は

峯
尾

限
り

／
西

川
限

り
／

南
は

小
谷

中
道

迄
／

同
上

は
小

野
田

村
永

蔵
請

地
限

り
／

北
は

株
杭

上
下

へ
見

通
し

限
り

也

記
載

な
し

0.23400�
1.0350�

九
鬼

池
辺

吉
治

郎
27.59�

東
は

峯
尾

限
り

／
西

は
川

限
り

／
南

は
小

谷
中

道
迄

、
及

上
は

小
野

田
村

元
永

蔵
宛

地
限

り
／

北
は

株
杭

上
下

へ
見

通
し

限
り

0.2080�
0.11030�

九
鬼

池
辺

吉
三

郎
×

―
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

大
谷

76【
37】

→
78

証
券

29.89�
東

は
九

鬼
長

尾
義

三
郎

宛
山

限
り

／
西

は
西

川
清

三
郎

宛
地

限
り

／
南

は
川

限
り

也

15.000�
0.25360�

1.1250�
小

野
田

岩
間

政
吉

29.89�
東

は
九

鬼
村

長
尾

儀
三

郎
宛

山
限

り
／

西
は

西
川

安
松

宛
地

限
り

／
南

は
川

限
り

0.2250�
0.11930�

小
野

田
岩

間
政

吉
○

0.502�
0.00848�

0.0376�
0.0075�

0.00399�

26
大

谷

大
谷

78
証

券
15.33�

東
は

川
限

り
／

北
は

寺
中

持
限

り
／

南
は

寺
中

持
山

限
り

／
西

尾
限

り
也

7.500�
0.13000�

0.5752�
下

宮
葛

城
藤

太
郎

15.33�
東

北
は

谷
川

限
り

／
南

は
寺

中
持

山
限

り
／

西
は

尾
限

り

0.1150�
0.06120�

下
宮

葛
城

藤
太

郎
×

0.489�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00399�

大
谷

口
（

茶
畑

）
78

証
券

26.83�

東
は

五
大

尾
限

り
／

西
は

大
道

限
り

／
南

は
溝

限
り

／
北

は
峯

尾
限

り
也

／
但

し
大

谷
口

辻
ヨ

リ
上

へ
見

通
し

、
下

は
寺

中
持

之

13.500�
0.22750�

1.0065�

下
宮

米
本

茂
十

郎
26.83�

東
は

五
大

尾
限

り
／

西
は

大
道

限
り

／
南

は
溝

限
り

／
北

は
尾

限
り

0.2020�
0.10720�

下
宮

葛
城

藤
太

郎
×

0.503�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

大
谷

岩
尾

78
証

券
76.65�

東
北

尾
限

り
／

西
は

喜
蔵

宛
地

限
り

／
南

は
仏

並
村

文
五

郎
宛

地
限

也
*

毛
代

金
「

四
円

」
と

あ
る

が
誤

り
か

40.000�
0.65000�

2.8755�

岡
神

倉
藤

太
郎

76.65�
東

北
は

尾
限

り
／

西
は

喜
蔵

宛
地

限
り

／
南

は
仏

並
村

文
五

郎
宛

地
限

り
な

り

0.5760�
0.30650�

岡
神

倉
藤

太
郎

○

0.522�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

大
谷

原
三

ヶ
道

78
証

券
11.50�

東
は

峯
限

り
／

西
は

谷
限

り
／

南
は

寺
中

北
室

院
・

観
音

院
両

院
の

持
山

限
り

／
北

は
寺

中
惣

山
小

谷
限

り

6.000�
0.09750�

0.4312�
岡

神
倉

藤
太

郎
11.50�

東
北

は
谷

限
り

／
西

南
は

寺
中

持
山

限
り

0.0860�
0.04570�

岡
神

倉
藤

太
郎

○
0.522�

0.00848�
0.0375�

0.0075�
0.00398�

サ
ン

シ
ョ

谷
口

78
証

券
7.66�

東
原

道
限

り
／

西
北

は
谷

限
り

／
南

は
大

道
限

り
4.000�

0.06500�
0.2880�

小
野

田
小

野
林

永
蔵

7.66�
東

原
は

尾
限

り
／

南
は

大
道

限
り

／
西

北
は

谷
限

り
0.0580�

0.03050�
小

野
田

西
川

平
治

○
0.522�

0.00848�
0.0376�

0.0076�
0.00398�

ご
と

ぎ
78

証
券

15.33�
東

南
は

尾
限

り
／

西
は

仏
並

村
仁

左
衛

門
宛

地
限

り
／

北
は

谷
限

り
也

7.500�
0.13000�

0.5750�
小

野
田

西
川

平
治

15.33�
東

南
は

尾
限

り
／

西
は

仏
並

村
元

仁
左

衛
門

宛
地

限
り

／
北

は
谷

限
り

0.1150�
0.06120�

小
野

田
西

川
平

治
○

0.489�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00399�
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地番
字

小
字

証
券

*
１

永
代

宛
地

証
券

（
1878

年
／

80
年

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

反
別

（
反

）
四

方
際

目
毛

代
金

（
円

）
*２

宛
米

（
石

）
宛

金
（

円
）

請
主

反
別

（
反

）
四

方
際

目
小

作
金

（
円

）
小

作
米

（
石

）
小

作
人

小
作

証
文

26
大

谷

兜
卒

裏

78
請

証
券

78
証

券
対

応
あ

り

5.75�

東
は

持
光

院
山

限
り

／
西

は
寺

中
持

山
限

り
／

南
は

森
な

ら
び

に
観

音
院

山
限

り
／

北
は

横
手

小
道

限
り

也

3.000�
0.04870�

0.2150�
三

林
辻

林
潤

一
郎

5.75�

東
は

持
光

院
山

限
り

／
西

は
寺

中
持

山
尾

限
り

／
南

は
森

な
ら

び
に

観
音

院
山

限
り

／
北

は
横

手
小

道
限

り

0.0430�
0.02290�

三
林

辻
林

欽
逸

郎
○

0.522�
0.00847�

0.0374�
0.0075�

0.00398�

大
谷

原
78

請
証

券⑦
60.55�

東
は

尾
限

り
／

西
は

小
野

田
村

岩
間

政
吉

并
小

野
林

永
蔵

請
地

限
り

／
南

は
川

谷
限

り
／

北
は

尾
限

り
也

記
載

な
し

0.51350�
2.2720�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
60.55�

東
は

尾
限

り
／

西
は

小
野

田
村

岩
間

政
吉

・
小

野
林

永
蔵

宛
地

限
り

／
南

は
川

谷
限

り
／

北
は

尾
限

り

0.4550�
0.24210�

九
鬼

長
尾

儀
三

郎
×

―
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

は
じ

や
谷

78
な

し
34.49�

東
は

九
鬼

村
藤

五
郎

宛
地

限
り

／
西

は
川

限
り

／
南

は
寺

中
持

山
限

り
／

北
は

谷
限

り

0.2590�
0.13770�

槙
尾

山
智

積
院

○
0.0075�

0.00399�

大
谷

原
76【

32】
→

78
証

券
19.93�

東
南

は
神

倉
佐

太
郎

・
小

野
田

村
喜

蔵
・

甚
三

郎
宛

地
限

り
／

西
北

は
九

鬼
村

吉
平

宛
地

限
り

也

10.000�
0.16900�

0.7476�
岡

神
倉

藤
太

郎
19.93�

東
南

は
小

野
田

村
小

野
林

永
蔵

･
喜

蔵
･

甚
三

郎
宛

地
限

り
／

北
は

九
鬼

村
善

平
宛

地
限

り

0.1500�
0.07960�

岡
神

倉
藤

太
郎

○
0.502�

0.00848�
0.7476�

小
野

田
貝

渕
喜

八
0.0075�

0.00399�

大
谷

原
76【

33】
→

78
証

券
5.37�

西
は

川
限

り
／

南
は

同
村

喜
蔵

宛
限

り
／

北
は

尾
限

り
　

形
チ

三
角

也

2.800�
0.04550�

0.2010�
小

野
田

藤
原

甚
三

郎
5.37�

西
は

川
限

り
／

南
は

同
村

元
喜

蔵
宛

地
限

り
／

北
は

尾
限

り
、

た
だ

し
三

角

0.0400�
0.02130�

小
野

田
藤

原
甚

三
郎

○
0.522�

0.00848�
0.0375�

0.0075�
0.00397�

大
谷

原
　

*
４

76【
34】

→
78

証
券

10.73�
東

は
小

野
田

村
小

野
林

永
蔵

宛
峯

尾
限

り
／

西
は

川
限

り
／

北
は

同
村

甚
三

郎
宛

地
限

り
也

5.500�
0.09100�

0.4020�
岡

神
倉

藤
太

郎
10.73�

東
南

は
小

野
林

永
蔵

宛
地

峯
尾

限
り

／
西

は
川

限
り

／
北

は
岡

村
甚

三
郎

宛
地

限
り

な
り

0.0810�
0.04280�

岡
神

倉
藤

太
郎

○
0.513�

0.00848�
0.0375�

0.0075�
0.00399�

大
谷

76【
36】

→
78

証
券

39.86�
東

は
岩

間
政

吉
宛

地
限

り
／

西
南

は
川

限
り

／
北

は
峯

尾
限

り
也

20.000�
0.33800�

1.4950�
小

野
田

西
川

清
三

郎
39.86�

東
は

岩
間

政
吉

宛
地

限
り

／
西

南
は

川
限

り
／

北
は

峯
尾

限
り

0.3000�
0.15930�

小
野

田
西

川
安

松
○

0.502�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00400�

大
谷

志
う

ろ
の

谷

76【
38】

→
78

証
券

12.26�
東

は
尾

限
り

／
南

北
は

尾
限

り
／

西
は

川
限

り
也

6.000�
0.10400�

0.4600�
小

野
田

岩
間

政
吉

12.26�
東

は
尾

限
り

／
南

北
は

尾
限

り
／

西
は

川
限

り

0.0920�
0.04890�

小
野

田
岩

間
政

吉
○

0.489�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00399�

27
五

大
尾

峯
ヨ

リ
三

枡
谷

土
辺

ヶ
原

78
請

証
券

78
証

券
対

応
あ

り

15.33�

東
は

九
鬼

村
へ

行
く

道
ゟ

二
楷

岩
際

横
手

小
道

通
り

／
西

は
右

横
手

小
道

通
り

西
之

方
に

て
小

道
下

り
大

杉
木

よ
り

下
タ

平
腹

之
れ

有
り

、
大

楷
木

経
て

下
モ

谷
川

へ
見

通
し

／
南

は
右

横
手

小
道

限
り

／
北

は
九

鬼
村

へ
下

り
道

際
ゟ

南
西

請
原

平
谷

限
り

也

8.000�
0.13000�

0.5752�

三
林

辻
林

潤
一

郎
15.33�

東
は

九
鬼

村
へ

行
く

道
ヨ

リ
二

楷
岩

際
横

手
北

道
通

り
／

西
は

横
手

小
道

通
り

西
の

方
に

て
小

道
下

り
大

杉
木

ヨ
リ

下
タ

平
腹

こ
れ

有
り

大
楷

木
よ

り
下

モ
谷

川
見

通
し

／
南

は
右

横
手

小
道

限
り

／
北

は
九

鬼
村

へ
下

る
道

際
ヨ

リ
南

西
請

原
平

谷
限

り

0.1150�
0.06120�

三
林

辻
林

欽
逸

郎
○

0.522�
0.00848�

0.0375�
0.0075�

0.00399�
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地番
字

小
字

証
券

*
１

永
代

宛
地

証
券

（
1878

年
／

80
年

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

反
別

（
反

）
四

方
際

目
毛

代
金

（
円

）
*２

宛
米

（
石

）
宛

金
（

円
）

請
主

反
別

（
反

）
四

方
際

目
小

作
金

（
円

）
小

作
米

（
石

）
小

作
人

小
作

証
文

27
五

大
尾

峯
ヨ

リ
三

枡
谷

札
之

木
78

な
し

27.59�

東
は

寺
中

持
山

限
り

／
西

は
小

野
田

村
小

野
林

永
蔵

宛
地

限
り

／
南

は
尾

限
り

／
北

は
川

限
り

0.2080�
0.11010�

下
宮

前
田

宗
平

○
0.0075�

0.00399�

不明
―

カ
マ

谷
80

証
券

-c
3.83�

南
横

手
小

道
よ

り
岩

限
り

／
東

貴
殿

御
所

持
背

限
り

／
北

谷
限

り
／

南
谷

限
り

記
載

な
し

記
載

な
し

0.1430�
三

林
村

辻
林

欽
逸

郎
×

―
―

0.0373�

施
福

寺
所

蔵
文

書
よ

り
作

成
。

註
　

*
１

　「
76【

数
字

】」
は

表
１

の
表

記
と

対
応

し
て

い
る

。
78

請
証

券
（

九
鬼

）
に

付
さ

れ
た

丸
番

号
は

、
全

16
区

画
の

う
ち

何
番

目
に

記
載

さ
れ

て
い

る
か

を
示

す
。

　
　

*
２

　「
毛

代
金

」
の

ほ
か

、
２

段
に

記
載

し
た

箇
所

の
下

段
は

、
１

反
当

た
り

の
数

値
を

示
す

。
　

　
*

３
　

こ
の

区
画

は
九

鬼
請

主
作

成
「

78
請

証
券

」
の

筆
頭

に
掲

載
（

請
主

葛
城

源
衛

）
さ

れ
た

が
、

何
ら

か
の

事
情

で
78

証
券

に
よ

っ
て

岩
間

久
蔵

に
宛

て
つ

け
ら

れ
た

。
　

　
*

４
　

史
料

１
・

３
・

７
は

こ
の

区
画

に
関

す
る

証
券

で
あ

る
。

（21）
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表
２
を
作
成
し
た
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
現
在
確
認
で
き
る
七
八
証

券
・
八
〇
証
券
群
は
、
明
治
一
〇
年
代
の
施
福
寺
が
主
に
横
山
谷
村
々
の
住
人

を
中
心
と
す
る
信
徒
と
の
間
に
取
り
結
ん
だ
永
代
宛
地
契
約
の
全
体
像
を
（
一

部
判
明
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
は
い
え
）
示
す
こ
と
で
あ
る
。
七
六
証
券
は
、

後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
七
八
証
券
の
一
部
の
前
身
に
位
置
付
け
ら
れ
る
（
そ

の
旨
も
表
２
に
表
示
し
た
）。
し
た
が
っ
て
表
２
の
左
半
分
は
、
表
１
に
示
し

た
永
代
宛
地
証
券
群
の
全
点
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
証
券
に
記
さ
れ
た
小
字
と
施
福
寺
所
有
山
林
一
筆
（
左
端
の

地
番
）
ご
と
と
の
対
応
関
係
が
判
明
す
る
（
し
た
が
っ
て
地
籍
図
上
の
空
間

的
な
位
置
も
明
ら
か
と
な
る
）。
以
下
、
本
項
で
は
、
こ
れ
ら
の
証
券
群
を

一
八
八
四
年
の
名
寄
帳
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
一
〇
年
代
の

永
代
宛
地
契
約
の
全
体
像
を
解
明
す
る
。
以
下
、
三
つ
の
論
点
を
挙
げ
る
。

　

第
一
は
、
永
代
宛
地
証
券
に
記
さ
れ
た
山
林
の
反
別
と
、
地
租
改
正
の
結
果

と
の
関
係
で
あ
る
（
表
３
）。
一
八
八
四
年
時
点
の
永
代
宛
地
契
約
は
、
名
寄

帳
に
よ
る
と
合
計
三
二
二
・
五
町
歩
余
の
山
林
に
わ
た
っ
て
取
り
結
ば
れ
て
い

た
。
こ
の
時
点
で
の
施
福
寺
所
有
山
林
の
約
五
五
％
に
当
た
る
面
積
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
地
番
ご
と
に
見
る
と
、
個
別
契
約
面
積
の
合
計
が
山
林
一
筆
の
面
積

（
三
六
町
歩
余
）
を
超
過
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
永
代
宛
地
契
約
は
必
ず
し
も
地
租
改
正
の
枠
組
み
に
基
づ
い

て
取
り
結
ば
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
永
代
宛
地
契
約
に
お
け

る
山
林
の
明
示
に
あ
た
っ
て
小
字
や
四
方
際
目
と
い
う
慣
習
的
な
土
地
の
把
握

を
用
い
て
い
る
の
は
、
地
租
改
正
期
の
地
域
に
お
け
る
土
地
把
握
の
実
態
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
永
代
宛
地
契
約
が
施
福
寺
に
と
っ
て
持
っ
た
経
済
的
意
味
を
考
察

し
た
い
。
証
券
群
か
ら
個
々
の
契
約
に
つ
い
て
反
当
た
り
毛
代
金
を
算
出
す
る

と
、
い
ず
れ
の
契
約
も
毛
代
金
は
反
当
た
り
約
五
〇
銭
で
取
り
結
ば
れ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
契
約
で
も
、
七
八
証
券
の
宛
米
（
石
高
）

に
貼
紙
を
施
し
て
宛
金
（
金
額
）
を
書
い
て
い
る
。
本
来
、
七
八
証
券
は
宛
米

を
記
入
し
て
作
成
さ
れ
て
い
た
が
、
あ
る
時
点
で
宛
金
に
修
正
（
変
更
）
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
宛
米
と
宛
金
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
反
当
た
り
八
合

四
勺
八
才
と
三
銭
七
厘
五
毛
と
い
う
一
定
の
基
準
で
契
約
が
取
り
結
ば
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
本
来
、
山
林
は
土
質
、
植
生
、
日
照
と
い
っ
た
多
様
な
自
然
的
・

人
為
的
要
素
が
複
合
的
に
作
用
し
て
そ
の
価
値
が
決
ま
る
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で

の
契
約
条
件
で
は
、
山
林
ご
と
の
生
産
性
や
価
値
を
捨
象
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
毛
代
金
や
宛
米
・
宛
金
は
、
何
を
基
準
と
し
て
定
め
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
毛
代
金
と
宛
米
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
宛
金
に
つ
い
て
、
地
租
改
正
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
宛
金
は
反

当
た
り
三
銭
七
厘
五
毛
と
い
う
基
準
で
設
定
さ
れ
た
。「
宛
金
」の
意
味
を
、「
宛

米
」
に
倣
っ
て
租
税
（
地
租
）
と
地
主
取
り
分
（
小
作
料
）
を
合
わ
せ
た
金
額

と
理
解
す
る�（

15
）と
、
こ
の
基
準
を
ど
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

史
料
１
を
例
に
取
る
と
、
字
大
谷
原
が
属
す
る
地
番
二
六
「
大
谷
」
の
反
当
た

り
地
租
は
七
厘
八
毛
で
あ
る
（
土
地
台
帳
に
よ
る
）。
こ
の
証
券
に
よ
っ
て
村

田
喜
蔵
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
宛
金
を
反
当
た
り
で
見
る
と
、
地
租
分
と
ほ

ぼ
同
等
の
七
厘
五
毛（
宛
金
の
五
分
の
一
）と
、地
主
施
福
寺
の
取
り
分
三
銭（
宛

金
の
五
分
の
四
）
か
ら
成
る
と
把
握
で
き
る
。
こ
こ
に
宛
金
設
定
の
根
拠
が
あ

（22）
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表
３

　
施

福
寺

所
有

山
林

と
山

林
永

代
宛

地
契

約
の

対
応

関
係

地
券

及
び

土
地

台
帳

永
代

宛
地

証
券

（
78

証
券

・
80

証
券

）
永

代
宛

名
寄

帳
（

1884
年

）

地
番

字
反

別
（

反
）

地
価

（
円

）
地

租
（

円
）

区
画数

宛
地

反
別

（
反

・
歩

）
充

足
率

（
%

）
毛

代
金

（
円

）
宛

米
（

石
）

宛
金

（
円

）
宛

地
反

別
（

反
・

歩
）

小
作

金
（

円
）

小
作

米
（

石
）

壱
本

谷
川

西
367.0�

113.770�
2.844�

4
40.4�

7�
11.0�

15.700�
0.2600�

1.5164�
71.9�

12�
0.5400�

0.2871�
弐

本
谷

拾
五

丁
川

西
367.0�

113.783�
2.845�

12
430.2�

3�
117.2�

130.100�
3.4206�

14.6995�
431.8�

26�
3.2490�

1.7280�
参

本
谷

拾
五

丁
川

東
368.0�

114.080�
2.852�

7
534.4�

2�
145.2�

72.000�
4.5283�

20.0466�
532.7�

14�
4.0080�

2.2956�
四

根
来

谷
川

西
367.0�

113.770�
2.844�

2
26.8�

8�
7.3�

13.500�
0.2275�

1.0070�
36.0�

7�
0.2710�

0.1437�
五

佛
ガ

嶽
瀧

ガ
谷

367.0�
113.770�

2.844�
2

26.0�
18�

7.1�
不

明
0.2210�

0.9780�
52.8�

26�
0.3980�

0.2113�
七

清
水

368.0�
114.080�

2.852�
1

383.2�
8�

104.1�
200.000�

3.2500�
14.3740�

383.0�
28�

2.8810�
1.5321�

八
葛

原
368.0�

114.080�
2.852�

0
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
九

青
谷

367.0�
113.770�

2.844�
0

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

拾
シ

デ
原

368.0�
114.080�

2.852�
12

408.1�
6�

110.9�
172.600�

3.4660�
11.6188�

387.0�
13�

2.9090�
1.5462�

拾
六

河
東

国
見

367.0�
113.770�

2.844�
11

353.9�
3�

96.4�
184.800�

3.0208�
13.1772�

406.7�
28�

3.0580�
1.6284�

二
十

三
岩

屋
谷

川
西

368.0�
114.080�

2.852�
10

283.2�
18�

77.0�
141.250�

2.4019�
10.5990�

283.2�
18�

2.1310�
1.1313�

弐
拾

四
犬

鳴
川

西
367.0�

113.770�
2.844�

11
166.5�

1�
45.4�

163.000�
1.3352�

6.2480�
196.7�

23�
1.4810�

0.7871�
弐

拾
五

大
谷

深
タ

ワ
368.0�

114.080�
2.852�

2
57.4�

25�
15.6�

15.000�
0.4876�

2.1600�
57.4�

25�
0.4330�

0.2296�
弐

拾
六

大
谷

366.0�
113.460�

2.837�
14

303.7�
1�

83.0�
125.800�

2.6098�
11.5440�

342.2�
7�

2.5720�
1.5730�

弐
拾

七
五

大
尾

ヨ
リ

三
枡

谷
367.0�

113.770�
2.844�

2
15.3�

9�
4.2�

8.000�
0.1300�

0.5752�
42.9�

7�
0.3230�

0.1713�
四

拾
弐

脇
ノ

谷
馬

場
367.0�

113.770�
2.844�

0
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
合

計
―

5,877.0�
1,708.113�

42.702�
90

3,032.6�
10�

51.6�
1,241.750�

25.3587�
108.5437�

3,225.0�
24�

24.2540�
13.2647�

施
福

寺
所

蔵
文

書
お

よ
び

土
地

台
帳

（
大

阪
法

務
局

岸
和

田
支

部
所

蔵
）

よ
り

作
成

。
註

）
地

番
弐

の
反

別
は

、
地

券
及

び
土

地
台

帳
で

は
36

町
７

反
13

歩
で

あ
る

が
、

表
で

は
省

略
し

た
。

　
　

永
代

宛
地

証
券

に
つ

い
て

は
、

判
明

す
る

限
り

の
数

値
を

掲
げ

た
。

こ
の

他
、

地
番

が
不

明
な

１
件

が
存

在
す

る
（

表
２

参
照

）。
　

　
永

代
宛

名
寄

帳
の

小
作

金
と

小
作

米
の

合
計

は
、

史
料

に
記

す
合

計
値

と
一

致
し

な
い

。
史

料
は

合
計

値
を

20
円

91
銭

２
厘

、
11

石
３

斗
５

升
４

合
と

記
す

。

（23）



近代移行期の泉州槙尾山施福寺所有山林における永代宛地契約

る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
永
代
宛
地
契
約
に
よ
っ
て
、
地
主
施
福
寺
は
、
自

ら
の
取
り
分
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
請
主
（
小
作
人
）
に
地
租
を
肩
代
わ
り

さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

永
代
宛
地
契
約
の
全
体
に
戻
る
と
、
毛
代
金
の
合
計
は
一
二
四
一
円
七
五
銭

と
な
る
（
表
３
）。
こ
れ
は
確
認
で
き
る
証
券
か
ら
判
明
す
る
限
り
の
金
額
で

あ
る
が
、
明
治
一
〇
年
代
初
頭
の
槙
尾
山
に
と
っ
て
、
一
時
に
一
二
〇
〇
円
以

上
の
収
入
が
得
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る�（

16
）。
宛
米

の
合
計
は
二
五
石
三
斗
五
升
八
合
七
勺
、
宛
金
の
合
計
は
一
〇
八
円
五
四
銭
三

厘
七
毛
と
な
る
。
宛
金
に
つ
い
て
は
、
請
主
に
よ
る
地
租
の
肩
代
わ
り
を
考
慮

す
る
と
、
合
計
の
五
分
の
四
、
つ
ま
り
八
六
円
八
三
銭
五
厘
を
、
施
福
寺
は
毎

年
の
収
入
と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
に
確
認
し
た
、
一
時
的
収

入
と
し
て
の
毛
代
金
と
、
毎
年
の
収
入
と
し
て
の
宛
米
・
宛
金
の
確
保
が
、
施

福
寺
が
永
代
宛
地
契
約
を
広
範
に
取
り
結
ぶ
動
機
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う

（
こ
の
動
機
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
は
、
後
述
す
る
納
税
問
題
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
）。

　

第
三
に
、
請
主
の
属
す
る
村
と
山
林
の
空
間
的
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き

た
い
。
永
代
宛
地
契
約
の
対
象
と
な
っ
た
山
林
は
、
地
番
八
・
九
・
四
二
を
除
く

全
て
の
筆
（
区
画
）
に
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
契
約
地
は
、
明
治
一
〇
年
代
の

段
階
で
の
施
福
寺
所
有
山
林
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
っ
て
空
間
的
に
散
在
し
て
い

た
と
把
握
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
山
林
を
小
作
請
す
る
者
は
、
仏
並
・
坪

井
を
除
く
横
山
谷
村
々
の
旧
庄
屋
ク
ラ
ス
の
有
力
者
た
ち
が
中
心
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
範
囲
は
横
山
谷
外
部
の
有
力
者
、
例
え
ば
三
林
の
辻
林
氏
や
和
田

の
荒
木
氏
の
よ
う
に
旧
関
宿
藩
領
の
大
庄
屋
ク
ラ
ス
を
含
ん
で
い
た
。
彼
ら
は

横
山
谷
有
力
者
よ
り
も
経
済
的
・
社
会
的
上
層
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
広
が
り

は
、
施
福
寺
信
徒
の
地
域
的
分
布
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
横
山
谷
の
村
々
に
つ
い
て
、
請
主
の
居
村
の
空
間
的
位
置
と
契
約
地

の
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
表
２
に
よ
る
と
、
永
代
宛
地
契
約
の
対
象
と

な
っ
た
施
福
寺
所
有
山
林
の
各
区
画
と
横
山
谷
村
々
の
対
応
関
係
は
、地
番
壱
・

弐
・
参
は
小
野
田
・
九
鬼
・
三
林*

・
和
田*

、
地
番
七
は
大
野*

、
地
番
拾
は
福
瀬
・

北
田
中
・
善
正
、
地
番
拾
六
・
拾
七
は
南
面
利
、
地
番
二
十
三
は
岡
、
地
番
弐

拾
四
は
福
瀬
・
善
正
・
九
鬼
、
地
番
弐
拾
五
・
弐
拾
六
は
小
野
田
・
九
鬼
・
岡
、

と
把
握
で
き
る
。
つ
ま
り
、
契
約
地
の
位
置
関
係
に
は
、
施
福
寺
所
有
地
（
山

林
）
を
取
り
巻
く
村
の
空
間
的
配
置
と
の
対
応
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る�（

17
）。

請
人
は
、
自
ら
の
属
す
る
村
と
接
す
る
部
分
の
山
林
に
お
い
て
永
代
宛
地
契
約

を
取
り
結
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、
表
２
を
読
み
込
ん
で
、
明
治
一
〇
年
代
に
取
り
結
ば
れ
た
永
代
宛
地

契
約
の
全
体
像
に
関
わ
る
論
点
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
は
、
量
的
に
多

数
を
占
め
、
か
つ
請
主
が
毛
代
金
支
払
い
と
宛
米
・
宛
金
納
付
の
対
価
と
し
て

毛
上
の
所
有
権
を
獲
得
す
る
と
い
う
契
約
内
容
が
明
確
な
七
八
証
券
に
つ
い
て

検
討
し
て
き
た
。
次
項
以
降
で
は
、
表
１
と
表
２
を
構
成
す
る
永
代
宛
地
証
券

群
の
う
ち
、
七
八
証
券
以
外
の
小
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
検
討
を
加
え
る
。

（
３
）
一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
）

　
　

 
「
永
代
宛
地
証
券
」「
永
代
請
地
証
券
」
に
つ
い
て　

―
八
〇
証
券
―

　

本
項
で
は
八
〇
証
券
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
八
〇
証
券
は
、
以
下
の
四
件
の

契
約
に
関
わ
る
も
の
が
確
認
さ
れ
る
（
表
２
も
参
照
）。

（24）



桃山学院大学総合研究所紀要　第49巻第 2号
　
（
ａ
）
施
福
寺
、
字
芋
谷
跡
請
の
山
林
反
別
九
反
歩
を
小
川
孫
市
（
福
瀬
）

に
永
代
宛
て
付
け
。
永
代
宛
地
証
券
（
八
〇
年
一
月
）
は
、「
毛
上
代
金
」

二
五
円
と
、「
宛
米
代
金
」
三
三
銭
八
厘
（
年
）
を
定
め
る
。「
宛
米
代
金
」
の

反
当
た
り
三
銭
七
厘
六
毛
は
先
に
見
た
よ
う
に
地
租
分
と
施
福
寺
取
り
分
か
ら

構
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
毛
上
代
金
」
の
反
当
た
り
二
円
七
八

銭
は
、
七
八
証
券
の
基
準
よ
り
重
い
。

　
（
ｂ
）
施
福
寺
、
字
サ
ジ
ヤ
ガ
マ
（
ま
た
は
釜
ノ
谷
）
の
山
林
反
別
九
反
七

畝
二
〇
歩
を
辻
林
欽
一
郎（
三
林
）に
永
代
宛
て
付
け
。
永
代
宛
地
証
券（
八
〇

年
一
月
）
は
「
宛
米
代
金
」
三
六
銭
六
厘
（
年
）
を
定
め
る
。
こ
の
反
当
た
り

三
銭
七
厘
六
毛
は
、（
ａ
）
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
八
〇
証
券
に

は
毛
代
金
に
関
す
る
文
言
が
な
い
。

　
（
ｃ
）
施
福
寺
、字
カ
マ
谷
の
山
林
反
別
三
反
八
畝
九
歩
を
辻
林
欽
逸
郎
（
三

林
）
に
永
代
宛
て
付
け
。
永
代
宛
地
証
券
（
八
〇
年
一
一
月
）
は
、「
宛
米
代
金
」

一
四
銭
三
厘
（
年
）
を
定
め
る
。
こ
の
反
当
た
り
三
銭
七
厘
三
毛
に
つ
い
て
も
、

（
ａ
）（
ｂ
）
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
八
〇
証
券
に
も
毛
代
金
に

関
す
る
文
言
が
な
い
。

　
（
ｄ
）
施
福
寺
、
字
見
妙
三
人
山
の
山
林
反
別
二
町
六
反
八
畝
二
五
歩
を
荒

木
吉
治
郎
（
和
田
）
に
永
代
宛
て
付
け
。
施
福
寺
が
荒
木
に
対
し
て
発
し
た
永

代
宛
地
証
券
（
ｄ
01
と
す
る
）
に
は
作
成
年
月
の
記
載
が
な
い
が
、
対
応
す
る

永
代
請
地
証
券
（
荒
木
か
ら
施
福
寺
宛
て
に
契
約
を
請
け
負
っ
た
も
の
。
ｄ
02

と
す
る
）は
八
〇
年
一
月
付
で
あ
る
。
本
件
に
関
す
る
宛
証
券
と
請
証
券
に
は
、

と
も
に
「
宛
米
代
金
」「
請
米
代
金
」
の
文
言
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
金
額
の

記
載
が
な
い
。
ま
た
い
ず
れ
に
も
「
毛
代
金
」
の
文
言
が
な
い
。
な
お
、「
見
妙
」

は
、
享
保
年
間
の
絵
図
（
池
辺
家
文
書
。
前
掲
註
２
の
拙
稿
を
参
照
）
で
は
西

側
の
山
中
に
あ
る
「
見
明
」
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

八
〇
証
券
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
請
主
三
名
を
契
約
相
手
と
す
る
理
由

を
明
記
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
、
証
券
か
ら
引
用
す
る
。

【
史
料
２
】

　

�〈
ａ
〉
明
治
元
年
頃
、
地
税
米
特
別
之
高
価
ニ
付
収
納
ニ
差
詰
リ
、
他

借
金
補
助
ト
シ
テ
金
六
拾
円
五
拾
銭
ヲ
以
テ
其
許
ヘ
永
代
宛
ニ
致
シ
…

　

�〈
ｂ
〉
去
ル
明
治
元
年
頃
山
税
米
特
別
之
高
価
ニ
付
収
納
ニ
差
詰
リ
、

他
借
金
補
助
ノ
タ
メ
金
三
円
六
十
九
銭
三
厘
ニ
テ
其
許
江
永
代
宛
渡

　

�〈
ｃ
〉
去
ル
明
治
元
年
頃
山
税
額
特
別
之
高
価
ニ
付
御
収
納
ニ
差
詰
リ
、

他
借
金
補
助
ノ
タ
メ
金
壱
円
九
銭
四
厘
ニ
テ
其
許
江
永
代
宛
済
、

　

�〈
ｄ
01
〉
去
明
治
元
年
頃
、
山
税
米
特
別
之
高
価
ニ
付
収
納
ニ
差
詰
リ
、

他
借
金
補
助
ノ
タ
メ
金
拾
円
三
拾
三
銭
五
厘
ニ
テ
其
許
江
永
代
宛
渡

シ
…

　

�〈
ｄ
02
〉
相
対
ヲ
以
金
［
空
白
］
相
渡
申
候
ニ
付
書
面
之
請
地
米
代
金

ト
相
定
メ
永
代
我
等
ヘ
宛
渡
被
下
、
正
ニ
請
地
仕
候
…

　

史
料
２
に
よ
る
と
、
明
治
元
年
頃
、
施
福
寺
は
政
府
へ
の
「
山
税
米
」
納
付

（
納
税
）
に
苦
し
ん
で
い
た
（
以
下
、「
納
税
問
題
」
と
呼
ぶ
）。
こ
の
と
き
小
川
・

辻
林
・
荒
木
が
施
福
寺
を
経
済
的
に
援
助
し
た
こ
と
で
、
寺
は
苦
境
を
脱
し
た
。

こ
の
援
助
へ
の
対
価
と
し
て
、
施
福
寺
は
毎
年
の
宛
米
代
金
を
設
定
し
て
山
林

を
永
代
宛
し
た
、と
い
う
経
過
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
小
川
・

（25）
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辻
林
・
荒
木
を
施
福
寺
が
永
代
宛
契
約
の
相
手
と
し
た
理
由
と
し
て
、
明
治
初

年
の
施
福
寺
に
対
す
る
三
名
に
よ
る
経
済
的
援
助
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
八
〇
証
券
か
ら
、
次
の
二
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
八
〇
証
券
は
明
治
初
年
に
施
福
寺
を
援
助
し
た
有
力
信
徒
三
名
に

報
償
を
与
え
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
辻
林
と
荒

木
に
つ
い
て
は
毛
代
金
の
受
領
を
伴
わ
な
い
契
約
で
あ
り
、
そ
の
性
格
が
強
い

と
思
わ
れ
る
。
小
川
の
場
合
は
毛
代
金
納
付
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
負
担
は

七
八
証
券
よ
り
も
重
い
も
の
で
あ
っ
た
。
横
山
に
属
す
る
小
川
の
場
合
は
、
施

福
寺
を
援
助
す
る
対
価
と
し
て
山
林
に
関
わ
る
権
利
を
得
る
こ
と
へ
の
利
害
が

発
生
し
う
る
と
い
う
点
で
横
山
外
部
の
有
力
者
で
あ
る
辻
林
・
荒
木
と
は
異
質

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
一
定
の
負
担
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
は
、
請
主
に
よ
る
毛
代
金
納
付
の
意
味
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

七
八
証
券
と
八
〇
証
券
を
対
比
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
対
比
と

は
、個
々
の
請
主
を
契
約
相
手
と
す
る
理
由
に
関
す
る
文
言
が
「
従
前
の
由
縁
」

と
曖
昧
で
、
毛
代
金
受
け
取
り
を
明
記
す
る
七
八
証
券
と
、
明
治
初
年
の
納
税

問
題
に
際
し
て
の
経
済
的
援
助
と
い
う
具
体
的
前
提
を
請
主
と
の
間
に
持
ち
、

毛
代
金
の
受
領
を
伴
わ
な
い
八
〇
証
券
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
従
前
の
由
縁
」

と
は
、
近
世
以
来
の
寺
と
信
徒
の
関
係
そ
の
も
の
が
、
そ
の
相
手
を
請
主
と
す

る
理
由
だ
と
す
る
文
言
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
毛
代
金
の
受
領
が
伴
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
八
〇
証
券
は
、
明
治
初
年
に
寺
へ
の
具
体
的
な
援
助
を
受
け
た
こ

と
を
、
小
川
・
辻
林
・
荒
木
と
契
約
を
結
ぶ
理
由
と
し
て
お
り
、
毛
代
金
受
領

が
伴
わ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

（
４
）
一
八
七
八
年
（
明
治
一
一
）「
山
地
永
代
請
証
券
」
に
つ
い
て

　

本
項
で
は
、「
山
地
永
代
請
地
証
券
」（
以
下
「
請
証
券
」
と
記
す
）
三
点
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

　

一
点
目
は
、
字
清
水
の
山
林
三
八
町
歩
余
に
つ
い
て
、
一
八
七
八
年
（
明
治

一
一
）
八
月
に
上
阪
金
十
郎
（
大
野
）
が
施
福
寺
に
差
し
出
し
た
証
券
で
あ
る
。

こ
の
請
証
券
に
は
、
対
応
す
る
永
代
宛
地
証
券
（
以
下
「
宛
証
券
」
と
記
す
。

七
八
証
券
の
一
点
で
あ
る
）
が
存
在
す
る
（
表
１
・
２
）。
二
つ
の
証
券
の
内
容

は
、
請
証
券
に
毛
代
金
の
記
載
が
な
い
点
を
除
い
て
一
致
し
て
い
る
。

　

二
点
目
は
、
字
土
辺
ヶ
原
・
字
杉
が
た
わ
・
字
兜
卒
裏
の
山
林
三
区
画
に
つ

い
て
、
同
じ
く
七
八
年
八
月
付
で
辻
林
潤
一
郎
（
三
林
）
が
施
福
寺
に
差
し
出

し
た
証
券
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
請
証
券
に
記
さ
れ
た
三
区
画
に
関
す

る
宛
証
券
三
点
が
存
在
す
る（
表
１
・
２
）。
宛
証
券
三
点
と
請
証
券
の
内
容
は
、

請
証
券
に
毛
代
金
の
記
載
が
な
い
点
を
除
い
て
一
致
し
て
い
る
。

　

以
上
二
点
の
請
証
券
に
は
、
対
応
す
る
宛
証
券
が
存
在
し
、
永
代
宛
地
契
約

の
成
り
立
ち
が
把
握
可
能
で
あ
る
。
二
点
の
請
証
券
に
は
毛
代
金
の
記
載
が
な

い
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
請
主
に
よ
る
毛
代
金
の
支
払
い
は
一

回
限
り
で
あ
り
、
施
福
寺
が
受
領
し
た
旨
を
す
で
に
宛
証
券
に
記
し
て
い
る
以

上
、
請
証
券
に
書
く
必
要
は
な
か
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
請
証
券
は
、
今
後
毎

年
宛
米
な
い
し
宛
金
を
間
違
い
な
く
納
付
す
る
旨
を
約
束
す
れ
ば
よ
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
数
十
件
に
の
ぼ
る
永
代
宛
地
契
約
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て
は
、
請

証
券
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
請
証
券
の
存
在
す
る
契
約
の
方
が
例
外
的
な

の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
二
事
例
が
い
ず
れ
も
横
山
谷
外
部

（26）
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の
有
力
者
で
あ
る
（
上
阪
へ
の
永
代
宛
地
契
約
は
一
区
画
だ
け
で
あ
る
が
、
地

番
七
（
字
清
水
）
の
全
体
三
六
町
歩
余
に
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
相
当
な
経

済
力
の
持
ち
主
と
考
え
ら
れ
る
）
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
、

確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
請
証
券
は
、
永
代
宛
地
契
約
の
一
部
に
の

み
存
在
し
て
い
る
こ
と
へ
の
疑
問
が
残
る
史
料
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
請
証
券
の
三
点
目
も
ま
た
、
そ
の
存
在
理
由
の
理
解
が
困
難
な
史

料
で
あ
る
。
三
点
目
は
、
葛
城
源
衛
を
請
主
と
す
る
字
十
五
町
口
の
山
地
三
町

六
畝
一
七
歩
を
は
じ
め
と
す
る
一
六
区
画
に
つ
い
て
、「
九
鬼
村
請
主
」七
名（
葛

城
源
衛
・
葛
城
藤
五
郎
・
池
辺
甚
平
・
池
辺
林
治
・
長
尾
義
三
郎
・
久
保
丹
六
・

池
辺
吉
三
郎
）が
施
福
寺
に
対
し
て
差
し
出
し
た「
山
地
永
代
請
地
証
券
」（
七
八

年
八
月
）
で
あ
る
（
以
下
、「
九
鬼
請
主
」
と
表
記
す
る
）。
こ
の
証
券
は
一
六

件
の
永
代
宛
地
契
約
を
集
約
し
た
形
で
毎
年
の
宛
金
納
入
を
約
束
し
て
お
り
、

一
・
二
点
目
の
史
料
と
同
様
に
、
毛
代
金
の
記
載
は
な
い
。
こ
の
契
約
内
容
に

つ
い
て
は
、
請
証
券
作
成
者
の
一
人
で
あ
る
請
主
池
辺
氏
の
手
元
に
控
え
文
書

が
残
さ
れ
て
き
た�（

18
）。
本
証
券
と
池
辺
氏
の
手
元
に
残
さ
れ
た
控
え
文
書
の

内
容
は
一
致
す
る
。
た
だ
し
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
施
福
寺
所
蔵
文
書
に

宛
証
券
（
控
え
）
が
確
認
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
九
鬼
池
辺
氏
文
書
の
中
に
も
宛

証
券
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
宛
証
券
が
確
認
さ
れ
な
い
と
い
う
点
は
前

記
し
た
二
つ
の
ケ
ー
ス
と
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
請
証
券
に
あ
る
一
六
区
画
の

永
代
宛
地
契
約
に
つ
い
て
は
、
八
四
年
名
寄
帳
に
該
当
す
る
契
約
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
表
２
の
作
成
に
あ
た
り
、九
鬼
請
証
券
の
一
六
区
画
を
、

八
四
年
名
寄
帳
の
該
当
す
る
箇
所
に
対
応
さ
せ
て
記
載
し
た
。

　

九
鬼
請
主
の
ケ
ー
ス
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま

で
の
説
明
を
敷
衍
す
る
形
で
注
目
す
べ
き
点
を
挙
げ
て
み
た
い
。
第
一
は
、
宛

証
券
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
表
２
か
ら
判
断
し
て
、
現
在
確
認
し
う

る
七
八
・
八
〇
証
券
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
〇
年
代
の
永
代
宛
地
契
約
の
全
体

像
を
ほ
ぼ
復
元
し
う
る
。
つ
ま
り
証
券
群
は
、
一
部
の
所
在
が
確
認
で
き
な
い

も
の
の
、（
契
約
の
全
体
像
が
復
元
可
能
と
い
う
意
味
で
）
ほ
ぼ
全
点
が
残
っ

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
う
し
た
証
券
群
の
残
存
状
況
か
ら
見
て
、
九
鬼
村

請
主
へ
の
宛
証
券
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
は
、
宛
証
券
が
は
じ
め
か
ら
存
在
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
推
測
が
妥
当
で
あ

れ
ば
、
宛
証
券
に
代
わ
っ
て
、
施
福
寺
が
永
代
宛
地
契
約
を
九
鬼
村
請
主
に
提

示
す
る
手
続
き
は
、
何
ら
か
の
別
の
方
法
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
宛
証
券

が
存
在
せ
ず
、
毛
代
金
負
担
の
形
跡
が
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
相
当
す
る
経

済
行
為
が
近
世
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
は
、
証
券
の
形
態
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
請
証
券
は
、
差
出
人
の
総

称
（
自
称
）
と
し
て
「
九
鬼
村
請
主
」
と
記
し
、
請
主
七
名
に
よ
る
、
一
六
区

画
に
の
ぼ
る
契
約
を
一
点
の
証
券
に
ま
と
め
て
書
き
連
ね
て
い
る
。
七
名
の
者

が
「
九
鬼
村
請
主
」
を
自
称
し
て
い
る
こ
と
は
、契
約
主
体
は
個
人
で
あ
る
が
、

七
名
は
村
の
ま
と
ま
り
の
下
に
あ
る
と
い
う
側
面
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

以
上
二
点
か
ら
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
は
、
近
世
九
鬼
村
に
よ
る
槙
尾
山
山
年
貢

地
へ
の
関
わ
り
が
、契
約
の
歴
史
的
前
提
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
て
み
た
い
。

別
稿�（

19
）で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
九
鬼
村
と
小
野
田
村
（
及
び
岡
村
）、
す

な
わ
ち
施
福
寺
北
麓
に
位
置
す
る
三
ヶ
村
は
、
近
世
末
期
か
ら
近
代
移
行
期
に

か
け
て
、「
請
山
」
と
い
う
形
で
槙
尾
山
（
施
福
寺
）
か
ら
山
を
買
い
、
山
の

（27）
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用
益
に
止
ま
ら
ず
、
開
発
や
請
負
に
よ
る
経
済
基
盤
の
形
成
も
可
能
に
す
る
よ

う
な
、
山
林
に
対
す
る
所
有
関
係
を
形
成
し
て
い
た
。
明
治
一
〇
年
代
の
永
代

宛
地
契
約
は
、
寺
と
村
々
が
山
を
媒
介
と
し
て
育
ん
で
き
た
近
世
以
来
の
関
係

を
踏
ま
え
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
項
で
は
、
九
鬼
村
請
主
の
ケ
ー
ス
か

ら
、近
世
以
来
の
経
過
を
踏
ま
え
る
こ
と
の
必
要
性
と
い
う
点
を
引
き
出
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
検
討
す
る
。

（
５
）
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）「
永
代
宛
地
証
券
」
に
つ
い
て
〈
七
六
証
券
〉

　

表
１
は
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
八
月
付
「
永
代
宛
地
証
券
」（
七
六
証
券

と
呼
ぶ
）
一
三
点
を
含
む
。
う
ち
一
一
点
は
、小
野
田
の
住
民
が
請
主
で
あ
る
。

そ
の
他
の
一
点
は
北
田
中
住
民
が
請
主
、
も
う
一
点
は
北
田
中
と
納
花
住
民
が

連
名
で
請
主
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
請
主
の
地
域
的
偏
り
が
著
し
い
の

が
七
六
証
券
の
特
徴
で
あ
る
（
以
下
、こ
れ
ら
の
請
主
を
「
小
野
田
ほ
か
請
主
」

と
呼
ぶ
）。
表
４
に
一
覧
を
示
し
た
。

　

七
六
証
券
の
内
容
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
史
料
３
は
、
施
福
寺
が
、
字
大
谷

原
の
山
地
一
ヶ
所
を
、
七
六
年
八
月
付
け
で
小
野
田
村
の
村
田
喜
蔵
に
永
代
に

わ
た
っ
て
宛
て
付
け
た
証
券
で
あ
る
。

【
史
料
３
】

　
　
　
　
　

永
代
宛
地
証
券

〔
Ａ
〕
字
大
谷
原

第
三
十
四
ば
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

北
甚
三
郎
請
地
限
リ

一
、
山
地
壱
ケ
所　
　
　
　
　

四
方
際 

東
永
造
請
地
限
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

西
川
限
リ

〔
Ｂ
〕　　
　
　
（
付
箋
）

　

此
地
租
税
金　
　

�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

但
御
改
正
毎
ニ
相
改
メ

�

百
事
至
当
ニ
割
賦
可
致
候
事　

〔
Ｃ
〕
右
山
地
拙
寺
所
有
地
ニ
候
処
、
其
元
江
従
前
之
由
縁
ヲ
以
永
代
宛

地
致
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
者
向
後
其
元
勝
手
ニ
支
配
可
有
之
候
、
尤
地

税
上
納
之
儀
ハ
前
顕
之
通
リ
百
事
至
当
ニ
割
賦
シ
テ
毎
年
十
一
月
廿
日
限

リ
聊
無
滞
上
納
可
有
之
候
、
若
期
限
ニ
聊
ニ
テ
モ
淹
滞
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
、

毛
上
有
姿
之
侭
地
所
可
請
取
相
対
ニ
相
違
無
之
候
、
尤
地
所
戻
シ
度
節
ハ

何
時
ニ
テ
モ
地
税
皆
済
之
上
、
毛
上
伐
木
致
候
テ
、
地
所
請
取
可
申
候
、

尚
右
山
地
ニ
付
当
山
ハ
勿
論
、
他
ニ
何
等
差
構
毛
頭
無
之
、
依
而
山
地
永

代
宛
確
証
如
件

〔
Ｄ
〕
明
治
九
年
子
八
月�

所
有
人
施
福
寺
住
職　

山
本
豪
順
（
印
）

�

一
山
惣
代
中
之
坊
住
職　

上
杉
泰
賢
（
印
）

　
　

 

小
野
田
村　

村
田
喜
蔵
殿�（

20
）

※
付
箋
の
下
は
空
白
。

※
付
箋
に
あ
る
（
印
）
は
山
本
豪
順
の
も
の
。

　

史
料
３
を
素
材
と
し
な
が
ら
、
七
六
証
券
（
表
４
）
に
共
通
す
る
特
徴
を
、

以
下
に
挙
げ
て
い
く
。

�〔
Ａ
〕
山
林
の
表
示

　

七
六
証
券
に
お
い
て
、
山
林
の
表
示
に
小
字
名
と
四
方
際
を
用
い
て
い
る
点

は
、
七
八
証
券
と
同
様
で
あ
る
。
七
六
証
券
は
小
字
名
の
前
に
、
一
部
連
続
す

取
税
米　

九
升
壱
合　
（
印
）
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表
４

　
永

代
宛

地
証

券
の

う
ち

「
七

六
証

券
」

一
覧

（
施

福
寺

所
蔵

文
書

）

記
号

字
と

番
号

「
四

方
際

」
の

表
記

「
此

地
租

税
金

」
年

代
村

宛
先

備
考

文
書

番
号

【
19】

字
塩

降
谷

口
請

原
第

十
九

番

東
谷

ノ
瀬

戸
ヨ

リ
峯

松
ヘ

見
通

し
善

正
請

迄
西

塩
降

辻
尾

ヨ
リ

上
ノ

松
見

通
ス

、
是

ヨ
リ

鬼
灯

谷
峯

ヘ
見

通
し

／
南

谷
限

リ
北

鬼
火

谷
井

戸
谷

尾
限

リ

付
箋

な
し

（
外

れ
）

―
M

9.8
北

田
中

納
家

嘉
七

納
家

吉
二

郎
出

合
冨

与
茂

378-11

【
20】

字
根

来
谷

第
弐

十
番

東
寅

尾
辺

三
丁

斗
手

前
迄

西
釣

鐘
松

ゟ
三

丁
目

小
谷

見
下

シ
北

西
東

見
下

シ
行

合
迄

　
形

三
角

付
箋

な
し

（
外

れ
）

―
M

9.8
北

田
中

納
花

出
合

冨
与

茂
森

六
治

郎
8

【
25】

字
十

五
丁

三
人

山
第

弐
十

五
番

西
峯

尾
限

北
大

畑
伊

三
郎

請
限

リ
南

か
ら

す
□

リ
小

野
田

喜
造

請
限

東
ハ

谷
川

限
リ

８
斗

３
升

４
合

６
夕

0.8346�
M

9.8
小

野
田

岩
間

久
造

「
小

野
田

喜
造

請
」は

字
か

ら【
34】

に
該

当
し

な
い

378-7

【
28】

字
十

五
町

ツ
エ

ノ
尾

谷
第

弐
十

八
番

西
永

造
請

地
限

リ
南

尾
限

リ
東

ハ
清

三
郎

請
地

限
リ

８
斗

４
升

２
合

４
夕

0.8424�
M

9.8
小

野
田

貝
渕

喜
八

「
清

三
郎

請
地

」
は

【
36】

に
該

当
か

378-6

【
29】

字
十

五
丁

升
二

之
谷

第
弐

十
九

番

西
南

喜
八

請
地

限
リ

東
尾

限
リ

北
ハ

仏
并

伊
作

請
限

リ
４

斗
９

升
４

合
0.4980�

M
9.8

小
野

田
西

川
清

三
郎

「
仏

并
」

は
「

仏
並

」
か

。「
伊

作
請

地
」

の
南

北
に

【
29】

と
【

30】
が

位
置

す
る

378-8

【
30】

字
十

五
丁

谷
第

三
十

番

南
仏

并
伊

作
請

地
限

リ
北

永
造

請
地

限
リ

東
尾

限
リ

西
川

限
リ

４
斗

４
合

３
夕

0.4043�
M

9.8
小

野
田

仲
谷

勝
太

郎
378-10

【
32】

字
大

谷
原

第
三

十
弐

番

西
北

九
鬼

村
吉

平
持

山
限

リ
峯

尾
限

リ
南

東
永

造
喜

造
甚

三
郎

持
山

限
リ

１
斗

６
升

９
合

0.1690�
M

9.8
小

野
田

小
野

林
永

造
貝

渕
喜

八
378-5
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記
号

字
と

番
号

「
四

方
際

」
の

表
記

「
此

地
租

税
金

」
年

代
村

宛
先

備
考

文
書

番
号

【
33】

字
大

谷
原

第
三

十
三

番

北
永

造
喜

八
請

地
限

リ
南

喜
造

請
山

限
リ

西
ハ

川
限

リ
４

升
５

合
５

夕
0.0455�

M
9.8

小
野

田
藤

原
甚

三
郎

「
永

造
喜

八
請

地
」

は
【

32】
に

該
当

か
378-12

【
34】

字
大

谷
原

第
三

十
四

番

北
甚

三
郎

請
地

限
リ

東
永

造
請

地
限

リ
西

川
限

リ
９

升
１

合
0.0910�

M
9.8

小
野

田
村

田
喜

蔵
【

33】
と

は
南

北
の

位
置

関
係

に
あ

り
378-13

【
36】

字
大

谷
原

第
三

十
六

番

西
仏

并
文

五
郎

請
地

限
リ

峯
尾

筋
限

リ
東

久
造

請
地

限
リ

南
川

谷
限

リ

３
斗

３
升

８
合

0.3380�
M

9.8
小

野
田

西
川

清
三

郎
【

36】
と

【
37】

は
西

・
東

の
位

置
関

係
か

378-9

【
37】

字
大

谷
原

第
三

十
七

番

西
清

三
郎

請
地

限
リ

東
九

鬼
鵜

八
請

地
限

リ
南

川
限

リ
２

斗
５

升
３

合
５

夕
0.2535�

M
9.8*

小
野

田
岩

間
久

蔵
「

九
鬼

鵜
八

」
は

「
宇

八
」（

明
治

2
年

庄
屋

）
で

あ
ろ

う
378-4

【
38】

字
大

谷
シ

ュ
ロ

ノ
谷

第
三

拾
八

番

南
尾

限
リ

東
道

限
リ

北
尾

限
リ

１
斗

４
合

0.1040�
M

9.8
小

野
田

岩
間

久
蔵

378-3

【
41】

字
ナ

キ
尾

第
四

十
壱

番

南
尾

限
リ

北
東

ハ
谷

見
通

し
北

坪
井

禄
永

請
１

斗
６

升
２

合
５

夕
0.1625�

M
9.8

小
野

田
岩

間
久

蔵
378-2
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る
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
四
方
際
を
読
み
取
る
と
、
番
号
が
連
続
し
た
宛
地

が
、南
北
や
東
西
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（
表
１
・
２
・
４
）。ま
た
、「
山

地
壱
ヶ
所
」
と
い
う
書
き
方
は
、
地
租
改
正
以
前
の
山
の
把
握
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

〔
Ｂ
〕
請
主
の
義
務

　

七
六
証
券
に
は
、「
毛
代
金
」
に
関
す
る
記
述
が
な
い
。
ま
た
、「
地
租
税
金
」

の
文
言
は
あ
る
が
、
金
額
の
記
入
が
な
い
。「
地
租
税
金
」
の
金
額
を
記
す
べ

き
場
所
に
は
貼
り
紙
が
施
さ
れ
、「
取
税
米
」
の
文
字
と
石
高
に
、
施
福
寺
住

職
の
印
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
下
方
の
但
し
書
き
は
七
八
証
券
と
同
様
で

あ
る
。

〔
Ｃ
〕
本
文

　

本
文
は
七
八
証
券
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
七
八
証
券
と
対
比
す
る
な
ら

ば
、
七
六
証
券
の
請
主
は
毛
代
金
を
支
払
っ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
伐
木

の
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

〔
Ｄ
〕
作
成
年
月
、
差
し
出
し
と
あ
て
先

　

七
六
証
券
は
明
治
九
年
八
月
、
土
地
所
有
者
で
あ
る
施
福
寺
の
住
職
と
一
山

総
代
（
中
之
坊
住
職
）
が
作
成
者
と
し
て
署
名
し
て
い
る
。
史
料
３
の
宛
て
先

は
小
野
田
村
の
村
田
喜
蔵
で
あ
る
。
奥
書
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
七
六
証
券
は
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
永
代
宛

地
契
約
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
字
名
と
請
主
を

手
が
か
り
に
、
七
六
証
券
と
七
八
証
券
の
対
応
（
接
続
）
関
係
を
明
ら
か
に

で
き
る
。
七
六
証
券
一
三
点
の
う
ち
一
二
点
に
つ
い
て
は
七
八
証
券
（
及
び

七
八
請
証
券
）
へ
の
接
続
（
更
新
）
が
確
認
さ
れ
る
。
残
り
一
点
（
Ｂ
）
は
、

八
四
年
名
寄
帳
の
一
件
に
対
応
す
る
（
つ
ま
り
七
八
証
券
が
確
認
さ
れ
な
い
）。

こ
の
点
を
七
八
証
券
の
側
か
ら
見
る
と
、
小
野
田
ほ
か
請
主
へ
の
七
八
証
券

は
、
七
六
証
券
と
い
う
前
提
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
表
２
の
う
ち
、
該
当
す

る
七
八
証
券
に
は
、
こ
の
旨
を
書
き
込
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
契
約
に
つ
い
て
は
、

七
六
証
券
か
ら
七
八
証
券
へ
の
接
続
関
係
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

第
二
に
、
こ
の
接
続
関
係
を
手
が
か
り
に
、
七
六
証
券
の
「
取
税
米
」
を
、

接
続
す
る
七
八
証
券
や
名
寄
帳
の
反
別
で
除
す
と
、
反
当
た
り
「
取
税
米
」
は

八
合
四
勺
八
才
（
〇
・
〇
〇
八
四
八
石
）
で
一
定
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
取
税
米
＝
宛
米
な
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
七
六
証
券
に
は
毛
代
金
の
記
載
が
な
い
。
こ
の
点
を
、
九
鬼
村
請

主
の
請
証
券
と
の
、
形
式
面
の
み
な
ら
ず
歴
史
的
前
提
に
も
及
ぶ
共
通
点
と
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
七
六
証
券
が
小
野
田
村
住
民
へ
の
発
行
分

に
比
重
が
あ
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
推
測
を
支
え
る
要
素
で
あ
る
。
小
野
田
に

つ
い
て
も
、
七
六
証
券
の
前
提
と
な
る
、
毛
代
金
支
払
い
を
伴
う
山
林
の
宛
地

契
約
（
毛
代
金
支
払
い
に
相
当
す
る
、
ま
た
は
同
等
の
経
済
関
係
）
が
存
在
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
七
六
証
券
群
を
、
永
代
宛
地
契
約
の
展
開
過
程
に
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
永
代
宛
地
契
約
の
検
討
か

ら
、近
代
移
行
期
の
寺
と
村
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
検
討
す
る
前
に
、
施
福
寺
に
お
け
る
地
租
改
正
の
プ
ロ
セ

ス
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
次
節
で
は
施
福
寺
に
お
け
る
地
租
改
正
、
す

な
わ
ち
山
年
貢
か
ら
金
納
地
租
へ
の
再
編
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
踏
ま
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え
て
永
代
宛
地
契
約
の
歴
史
的
性
格
を
検
討
す
る
。

　

本
節
の
議
論
を
整
理
し
て
お
く
。

　
（
１
）
七
八
証
券
に
よ
っ
て
、
横
山
谷
村
々
の
請
主
（
信
徒
）
は
、
毛
代
金

支
払
い
と
毎
年
の
宛
米
（
金
）
納
付
に
よ
っ
て
、
立
木
を
含
む
毛
上
の
所
有
権

を
施
福
寺
か
ら
譲
り
渡
さ
れ
た
。
契
約
は
、
施
福
寺
所
有
山
林
一
六
筆
の
う
ち

一
三
筆
に
お
い
て
、
村
々
の
生
活
空
間
と
接
す
る
区
画
を
分
割
す
る
形
で
取
り

結
ば
れ
た
。

　
（
２
）
七
八
証
券
に
八
〇
証
券
を
加
え
た
個
別
契
約
の
集
積
は
、
一
八
八
四

年
（
明
治
一
七
）
時
点
で
施
福
寺
が
ま
と
め
た
「
名
寄
帳
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
、

明
治
一
〇
年
代
に
お
け
る
永
代
宛
地
契
約
の
全
体
像
を
示
し
て
い
る
。

　
（
３
）
八
〇
証
券
に
よ
る
契
約
は
、
明
治
初
年
に
施
福
寺
を
経
済
的
に
支
援

し
た
横
山
谷
内
外
の
有
力
者
に
報
償
を
与
え
る
意
味
を
持
っ
た
（
な
ぜ
八
〇
年

に
な
さ
れ
た
の
か
は
不
明
）。こ
れ
に
対
し
、一
般
請
主
と
の
永
代
宛
地
契
約
は
、

近
世
以
来
の
施
福
寺
と
信
徒
と
の
関
係
に
基
づ
き
、
立
木
を
含
む
毛
上
を
請
主

へ
売
却
す
る
（
つ
ま
り
毛
代
金
受
領
を
伴
う
）
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
４
）
地
主
と
し
て
の
施
福
寺
は
、
所
有
山
林
の
五
五
％
に
お
い
て
永
代
宛

地
契
約
を
取
り
結
ん
だ
こ
と
で
、
毛
代
金
一
二
四
一
円
七
五
銭
、
毎
年
の
宛
米

二
五
石
三
斗
五
升
八
合
余
（
宛
金
一
〇
八
円
五
四
銭
余
）
を
確
保
し
た
が
、
こ

う
し
た
経
済
的
動
機
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
は
何
で
あ
っ
た
か
。
明
治
初
年
の

納
税
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
永
代
宛
地
契
約
は
土
地
所

有
権
の
確
立
を
要
件
と
し
、
金
納
地
租
と
の
密
接
な
関
係
も
窺
わ
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
七
六
証
券
か
ら
七
八
証
券
へ
の
展
開
や
、
七
八
証
券
に
お
け
る
宛
米
か

ら
宛
金
へ
の
記
載
の
変
更
を
地
租
改
正
の
進
行
と
の
関
係
で
位
置
付
け
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
点
を
第
三
節
で
検
討
す
る
。

　
（
５
）「
九
鬼
村
請
主
」
七
名
に
つ
い
て
は
、
毛
代
金
負
担
の
形
跡
が
確
認
さ

れ
ず
、
相
当
す
る
経
済
行
為
が
近
世
に
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
七
六
証
券

に
よ
る
契
約
で
も
小
野
田
ほ
か
請
主
は
毛
代
金
の
負
担
な
し
に
毛
上
（
立
木
）

の
所
有
権
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、
九
鬼
村
請
主
と
同
様
の
前
提
が
存
在
し
た

の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
小
野
田
ほ
か
請
主
も
毛
代
金
を
七
八
年
時
点
で
支

払
っ
て
い
る
こ
と
が
七
八
証
券
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
九
鬼
と
小
野
田
ほ

か
の
間
に
は
共
通
す
る
前
提
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
後
の
経
緯
が
分
か
れ
た

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
を
第
四
節
で
検
討
す
る
。

三
　
山
年
貢
か
ら
金
納
地
租
へ
の
再
編
を
通
し
て
見
た

�

永
代
宛
地
契
約

　

施
福
寺
が
所
有
山
林
の
永
代
宛
地
契
約
を
取
り
結
ぶ
動
機
を
抱
く
に
至
っ
た

要
因
は
何
で
あ
っ
た
か
。
ま
た
施
福
寺
は
、
永
代
宛
地
契
約
の
前
提
で
あ
る
山

林
の
近
代
的
土
地
所
有
権
（
金
納
地
租
の
負
担
が
伴
う
）
を
ど
の
よ
う
に
し
て

確
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
、
七
六
証
券
と

七
八
証
券
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
施
福
寺
に
関
す
る
地
租
改
正

の
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
す
る
。
検
討
に
あ
た
り
、
施
福
寺
に
固
有
の
歴
史
的
諸
条

件
に
即
し
て
、
山
年
貢
か
ら
金
納
地
租
へ
の
再
編
過
程
を
具
体
的
に
明
ら
か
に

す
る
よ
う
心
が
け
た
い
。

　

明
治
初
年
な
い
し
前
期
に
お
い
て
、
施
福
寺
が
直
面
し
た
納
税
問
題
と
地
租

改
正
の
結
果
は
、
次
の
三
段
階
に
よ
っ
て
把
握
で
き
る
。
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Ａ　

明
治
初
年
の
納
税
問
題

　

史
料
２
は
、
明
治
初
年
の
施
福
寺
が
「
地
税
米
」「
山
税
米
」
の
高
騰
に

苦
し
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
。
明
治
政
府
成
立
後
の
施
福
寺
は
、
旧
山
年
貢

四
一
・
五
石
に
一
石
あ
た
り
五
円
の
米
価
（
時
価
）
を
乗
じ
た
金
額
二
七
〇
円

五
〇
銭
を
毎
年
の
租
税
と
し
て
上
納
し
て
い
た�（

21
）。
こ
の
納
税
が
滞
っ
た
こ

と
か
ら
施
福
寺
は
山
林
を
一
時
的
に
政
府
に
没
収
さ
れ
て
い
た
（
一
八
七
五
年

（
明
治
八
）
以
前
の
こ
と
と
推
定
）
が
、
有
力
信
徒
の
経
済
的
援
助
を
受
け
て

納
税
を
完
了
し
た
結
果
、
旧
山
年
貢
地
を
所
有
山
林
と
し
て
継
承
で
き
た
の
で

あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
明
治
初
年
に
始
ま
っ
た
施
福
寺
に
よ
る
納
税
を
、
旧
山

年
貢
ベ
ー
ス
の
納
税
と
呼
ぶ
。

　

一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
当
時
、
地
券
交
付
の
事
務
を
進
め
て
い
た
大
蔵
省

租
税
寮
は
、
近
世
に
高
請
さ
れ
て
い
た
山
林
に
つ
い
て
は
「
券
面
へ
現
実
の
地

所
反
別
及
至
当
の
代
価
並
に
石
高
を
記
し
、
税
額
旧
の
侭
据
え
置
き
申
す
べ
き

事
」と
指
令
し
て
い
た�（

22
）。
こ
の
指
令
は
、明
治
初
年
時
点
で
は
旧
山
年
貢
ベ
ー

ス
で
納
税
し
て
い
た
と
の
施
福
寺
の
言
明�（

23
）と
整
合
す
る
。
明
治
初
年
の
施

福
寺
は
、
近
世
に
お
け
る
山
林
の
高
請
（
山
年
貢
の
負
担
）
を
継
続
す
る
形
で

納
税
し
て
い
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

Ｂ　

地
券
の
交
付

　

第
二
段
階
と
し
て
、
地
券
の
交
付
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
一
八
七
六
年
（
明

治
九
）
一
〇
月
、
施
福
寺
は
当
時
の
住
職
山
本
豪
順
名
義
で
地
券
の
交
付
を
受

け
た
。
そ
の
後
、
無
住
と
な
っ
た
施
福
寺
は
地
券
書
換
を
堺
県
に
申
請
（
年
月

日
不
明
）
し
、
七
九
年
一
〇
月
二
九
日
に
聞
き
届
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地
券

に
は
山
中
に
散
在
す
る
畑
二
五
筆
と
山
一
六
筆
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
山
一
六
筆
は
朱
印
引
外
部
空
間
に
広
が
る
五
八
七
町
歩
余
の
山
林
で
あ
る
。

券
面
に
は
後
の
土
地
台
帳
と
一
致
す
る
山
の
反
別
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
地
価

の
記
載
は
な
い�（

24
）。
こ
の
よ
う
に
七
六
年
一
〇
月
交
付
の
地
券
は
、
反
別
は

設
定
し
た
も
の
の
地
価
の
設
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
（
し
た
が
っ
て
金
納
地
租

は
未
決
定
）
段
階
の
、租
税
当
局
に
よ
る
山
林
把
握
を
示
す
史
料
と
い
え
よ
う
。

Ｃ　

地
価
の
設
定

　

し
た
が
っ
て
第
三
段
階
と
し
て
、
地
価
の
設
定
＝
金
納
地
租
が
確
定
す

る
段
階
が
、
い
ず
れ
か
の
時
点
に
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
下
限
は
、

一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）
と
推
定
さ
れ
る
。
施
福
寺
作
成
の
「
決
算
表
」�（

25
）

に
よ
る
と
、
施
福
寺
は
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
以
降
（
施
福
寺
は
「
地
租
改

正
後
」
と
表
現
す
る
）
八
四
年
（
明
治
一
七
）
に
至
る
ま
で
、
旧
山
年
貢
ベ
ー

ス
の
納
税
を
継
続
し
た
と
い
う
。
地
価
が
決
定
し
、
金
納
地
租
に
よ
る
納
税
が

始
ま
っ
た
の
は
、
八
五
年
（
明
治
一
八
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
整
理
を
も
と
に
、
施
福
寺
所
有
山
林
に
お
け
る
、
山
年
貢
か
ら
金
納

地
租
へ
の
再
編
過
程
を
三
段
階
で
把
握
す
る
。第
一
段
階
は
明
治
初
年
で
あ
る
。

明
治
政
府
成
立
後
か
ら
、
施
福
寺
は
旧
山
年
貢
ベ
ー
ス
の
納
税
に
苦
し
ん
だ
。

有
力
信
徒
の
援
助
を
受
け
納
税
問
題
を
解
決
し
、
山
林
の
所
有
権
を
確
保
す
る

に
至
っ
た
。
第
二
段
階
は
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
一
〇
月
、
山
林
を
区
画

し
反
別
を
明
記
し
た
地
券
が
交
付
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
。
た
だ
し

こ
の
段
階
で
は
地
価
は
未
決
定
で
あ
り
、山
年
貢
ベ
ー
ス
の
納
税
が
継
続
し
た
。

（33）
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第
三
段
階
は
、
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）
を
下
限
と
し
て
地
価
が
決
定
さ
れ

た
、
そ
れ
以
降
の
段
階
で
あ
る
。
施
福
寺
は
八
五
年
か
ら
金
納
地
租
の
納
税
を

開
始
す
る
。

　

以
上
、
槙
尾
山
施
福
寺
に
お
け
る
山
年
貢
か
ら
金
納
地
租
へ
の
再
編
過
程
を

三
段
階
に
分
け
て
把
握
し
た
。
こ
の
再
編
過
程
を
通
し
て
永
代
宛
地
証
券
を
検

討
す
る
と
、
そ
の
歴
史
的
性
格
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
一
に
、
七
六
証
券
は
、
施
福
寺
が
明
治
初
年
の
納
税
問
題
を
解
決
し
て
山

林
所
有
権
を
確
保
（
山
年
貢
地
の
う
ち
朱
印
引
外
部
空
間
を
継
承
）
し
た
後
、

山
一
六
筆
の
反
別
を
明
記
し
た
地
券
が
交
付
さ
れ
る
直
前
の
段
階
で
作
成
さ
れ

た
。
七
六
証
券
が
地
券
交
付
以
前
の
発
行
で
あ
る
こ
と
と
、「
山
地
壱
ヶ
所
」

と
い
う
反
別
を
伴
わ
な
い
表
記
や
、「
四
方
際
」
に
よ
る
空
間
の
慣
習
的
把
握

と
は
整
合
す
る
。
ま
た
、
対
応
す
る
七
八
証
券
の
反
別
か
ら
取
税
米
の
反
当
た

り
石
高
を
割
り
出
す
と
〇
・
〇
〇
八
四
八
石
で
一
定
と
い
う
結
果
と
な
る�（

26
）。

こ
う
し
た
七
六
証
券
の
特
徴
を
踏
ま
え
る
と
、
地
租
改
正
に
よ
る
反
別
の
設
定

と
は
別
に
、
地
主
施
福
寺
が
所
有
山
林
を
管
理
す
る
限
り
で
の
反
別
把
握
が
、

取
税
米
設
定
の
時
点
で
は
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
七
六
証
券

に
お
い
て
請
主
は
立
木
の
伐
採
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
近
世
以
来
の
山
林
所
有
関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お

き
た
い
（
第
四
節
を
参
照
）。

　

第
二
に
、
七
八
証
券
に
よ
る
永
代
宛
地
契
約
は
、
毛
代
金
に
よ
る
一
時
的
な

収
入
と
、
宛
米
（
金
）
に
よ
る
毎
年
の
収
入
を
施
福
寺
に
も
た
ら
し
た
。
施
福

寺
へ
の
地
券
交
付
時
点
（
七
六
年
一
〇
月
）
で
は
地
価
の
設
定
に
至
ら
ず
、
明

治
初
年
に
は
じ
ま
っ
た
山
年
貢
ベ
ー
ス
の
納
税
が
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

明
治
初
年
以
来
、
施
福
寺
を
苦
し
め
て
き
た
税
負
担
の
継
続
が
、
七
八
証
券
に

よ
る
永
代
宛
地
契
約
へ
と
施
福
寺
を
向
か
わ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
毛
上
（
立
木
）
を
地
盤
か
ら
分
離
さ
せ
て
売
却
す
る
と
い

う
契
約
が
、地
券
交
付
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
反
別
を
め
ぐ
っ
て
は
、
証
券
の
反
別
を
区
画
ご
と
に
合
計
す
る
と
一
筆

の
反
別
三
六
町
六
反
乃
至
七
反
を
超
過
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ

で
も
地
租
改
正
と
は
別
個
の
土
地
管
理
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
地
券
に
は
一
筆
ご
と
の
反
別
は
明
記
さ
れ
た
（
た
だ
し
形
式

的
な
も
の
）
も
の
の
、
地
価
の
決
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
七
八
証
券
は
七
六

証
券
の
「
取
税
米
」
を
引
き
継
い
で
お
り
、
地
租
改
正
の
中
途
段
階
の
産
物
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

第
三
に
、
七
八
証
券
に
「
宛
金
」
の
貼
紙
が
施
さ
れ
た
の
は
、
地
価
決
定
後

の
段
階
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
金
納
地
租
を
請
主
（
小
作
人
）
に
肩
代
わ
り
さ

せ
る
形
が
成
立
し
た
。
す
な
わ
ち
地
租
改
正
後
段
階
に
お
け
る
、
永
代
宛
地
契

約
の
完
成
形
に
近
づ
い
た
と
い
え
よ
う
。
筆
者
は
、
そ
の
年
代
は
八
四
年
（
明

治
一
七
）
を
下
限
と
す
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
年
は
表
２
の
右
半
分
に
示

し
た
よ
う
に
、
地
主
施
福
寺
が
永
代
宛
地
契
約
の
全
体
像
を
把
握
し
た
年
で
も

あ
り
、
同
年
に
は
契
約
ご
と
に
小
作
証
文
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
金
納

地
租
の
設
定
、
宛
米
か
ら
宛
金
へ
の
再
編
、
小
作
証
文
の
作
成
は
、
ほ
ぼ
同
時

期
に
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
第
五
節
で

論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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四
　
一
九
世
紀
半
ば
の
小
野
田
村
と
九
鬼
村
に
よ
る
請
山

　

本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
永
代
宛
地
契
約
と
は
、
地
主
施
福
寺

に
対
す
る
、
請
主
に
よ
る
毛
代
金
支
払
い
と
毎
年
の
宛
米
（
金
）
納
入
を
条
件

と
し
て
、
施
福
寺
が
請
主
に
毛
上
の
所
有
権
を
譲
り
渡
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
個
別
の
契
約
条
件
を

記
し
た
文
書
の
な
か
に
は
、
請
主
に
よ
る
毛
代
金
支
払
い
の
事
実
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
①
九
鬼
請
主
が
施
福
寺
に

差
し
出
し
た
「
山
地
永
代
請
証
券
」（
一
八
七
八
年
八
月
）
と
、
②
小
野
田
ほ

か
請
主
に
対
し
て
施
福
寺
が
交
付
し
た
七
六
証
券
一
三
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

ケ
ー
ス
で
は
、
山
林
の
永
代
宛
地
契
約
を
成
り
立
た
せ
る
要
件
の
一
つ
で
あ
る

毛
代
金
支
払
い
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

節
で
は
、
毛
代
金
支
払
い
に
相
当
す
る
経
済
的
・
社
会
的
行
為
が
近
世
に
す
で

に
実
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
明
治
期
永
代
宛
地
契
約
の
前
提
を
な
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
の
下
、
近
世
（
一
九
世
紀
）
に
お
け
る
槙
尾
山
施
福

寺
と
九
鬼
村
・
小
野
田
村
と
の
山
林
所
有
や
用
益
を
め
ぐ
る
関
係
に
つ
い
て
検

討
し
た
い
。

（
１
）
請
山
α　

―
永
代
宛
地
契
約
の
直
接
の
前
提
―

　

近
世
の
村
々
が
領
主
に
差
し
出
し
た
明
細
帳
か
ら
、
横
山
谷
の
村
々
が
村
名

請
の
山
を
用
益
す
る
一
方
で
、
施
福
寺
の
山
年
貢
地
の
一
部
を
小
作
し
、
あ
る

い
は
買
い
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
用
益
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
。
近
世
槙
尾
山
の
山
年
貢
地
は
、
横
山
谷
村
々
の
生
活
や
経
済
に
組
み
込
ま

れ
て
い
た�（

27
）。

　

こ
う
し
た
中
、
九
鬼
村
の
百
姓
の
中
に
は
、「
請
山
」
と
呼
ば
れ
る
土
地
所

有
関
係
を
槙
尾
山
施
福
寺
と
取
り
結
ぶ
者
が
い
た
。
そ
の
特
徴
は
、
次
の
史
料

か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
史
料
４
】

　
　
　
　
　

譲
リ
渡
シ
申
証
文
之
事

字
五
斗
木

一
、
槙
尾
請
山
壱
ヶ
所　
　

�

但
シ
際
面
東
川
限
リ
、
西
北
は
坪
井
野
山
限

リ
、
南
茂
吉
請
山
限
リ
也

右
之
山
林
地
所
我
等
請
山
ニ
而
所
持
仕
リ
候
所
、
此
度
無
拠
銀
子
入
用
ニ

付
、
毛
地
代
銀
八
百
八
拾
匁
ニ
売
渡
シ
、
則
銀
子
慥
ニ
請
取
申
所
実
正
也
、

然
ル
上
は
貴
殿
御
勝
手
ニ
御
支
配
可
被
成
候
、
尤
山
年
貢
之
儀
は
拾
弐
匁

五
分
年
々
槙
尾
山
え
相
納
可
被
下
候
、
右
請
山
ニ
付
何
方
ゟ
も
差
構
申
者

毛
頭
無
之
候
、
為
後
日
請
山
譲
リ
渡
シ
証
文
、
依
而
如
件

　
　
　

文
久
三
年

　
　
　
　

亥
十
月�

大
畑
村　

利
助
（
印
）

　
　
　

く
き
村　

甚
兵
衛
殿�（

28
）

　

こ
れ
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
一
〇
月
に
大
畑
村
利
助
か
ら
九
鬼
村
甚
兵

衛
に
対
し
、
字
五
斗
木
の
「
槙
尾
請
山
壱
ヶ
所
」
が
譲
り
渡
さ
れ
た
こ
と
を
証

す
る
文
書
で
あ
る
。
こ
の
山
は
、以
下
の
内
容
か
ら
近
世
槙
尾
山
の
名
請
地（
山

年
貢
地
）
と
判
断
さ
れ
る
。
譲
り
主
で
あ
る
利
助
は
、
こ
の
「
山
林
地
所
」
を
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毛
地
代
銀
八
八
〇
匁
で
甚
兵
衛
に
譲
り
渡
し
た
。そ
し
て
甚
兵
衛
か
ら
見
る
と
、

こ
の
譲
り
渡
し
は
銀
の
支
払
い
で
完
結
せ
ず
、「
山
年
貢
」
一
二
匁
五
分
を
毎

年
槙
尾
山
に
納
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
山
林
は
槙
尾
山
名
請
の
土
地
に

属
す
。「
毛
地
代
銀
」
八
八
〇
匁
を
以
て
譲
り
渡
さ
れ
た
の
は
毛
上
（
た
だ
し

現
金
化
の
容
易
な
副
産
物
は
槙
尾
山
支
配
の
下
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
で
あ

り
、
こ
の
土
地
を
期
限
の
定
め
な
く
使
用
し
続
け
る
こ
と
に
対
し
、
甚
兵
衛
は

毎
年
の
「
山
年
貢
」
を
槙
尾
山
に
納
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
証
文
の
「
我
等

請
山
に
て
所
持
仕
り
候
」
と
い
う
文
言
は
、
槙
尾
山
名
請
（
近
世
身
分
制
の
下

で
の
土
地
編
成
）
の
下
で
の
事
実
上
の
所
有
関
係
（
所
有
権
の
所
在
）
に
対
す

る
認
識
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
「
字
五
斗
木
」
山
林
は
、
請
主
（
小
作
人
）
と
四
方
際
目
を
手
が
か
り

に
す
る
と
、
九
鬼
の
七
八
請
証
券
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
山
林
の
一
区
画
「
字
ゴ

ト
ギ
」
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
（
表
２
）。
そ
し
て
こ
の
山
林
の
場
合
、
毛

代
金
は
す
で
に
文
久
三
年
時
点
で
利
助
か
ら
槙
尾
山
に
支
払
い
済
み
な
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
七
八
請
証
券
に
毛
代
金
が
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

一
点
か
ら
の
推
測
と
な
る
が
、
九
鬼
に
つ
い
て
は
「
字
五
斗
木
」
同
様
に
、
近

世
に
請
山
契
約
を
槙
尾
山
と
村
民
が
取
り
結
ん
で
き
た
山
林
が
存
在
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
明
治
初
年
に
、
近
世
以
来
の
請
山
契
約
を
永
代
宛

地
契
約
に
再
編
す
る
こ
と
に
な
り
（
あ
る
い
は
請
山
を
も
と
に
し
て
永
代
宛
地

契
約
が
構
想
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）、地
租
改
正
前
に
宛
米（
反
当
た
り
〇
・

〇
〇
八
四
八
石
）
を
い
っ
た
ん
設
定
し
た
あ
と
で
、
地
価
設
定
後
に
宛
金
（
反

当
た
り
〇
・
〇
〇
三
七
五
円
）
に
切
り
換
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
請
山
契
約
に
お
い
て
は
利
助
、
の
ち
甚
兵
衛
が
寺
に
対

し
て
負
担
し
た
「
毛
地
代
銀
」
と
「
山
年
貢
」
の
二
点
セ
ッ
ト
が
、
永
代
宛
地

契
約
に
お
い
て
は
毛
代
金
は
納
付
済
み
（
そ
れ
ゆ
え
請
証
券
に
は
記
載
さ
れ
な

い
）、「
山
年
貢
」
は
宛
米
、
金
納
地
租
が
確
定
し
た
後
に
宛
金
に
設
定
し
直
し
、

池
辺
甚
平
が
寺
へ
毎
年
納
め
る
こ
と
を
約
束
す
る
、
と
い
う
形
に
再
編
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
史
料
４
と
七
八
請
証
券
の
存
在
か
ら
、
九
鬼
に
つ
い
て
は
請
山
が

永
代
宛
契
約
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
事
情
で
、
九
鬼
の
七
八
請
証
券
に
は
毛
代
金
が
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　

本
項
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
近
世
槙
尾
山
名
請
の
下
で
の
、
毛
上
の
所
有
権

移
転
と
、
請
主
に
よ
る
山
年
貢
負
担
か
ら
な
る
請
山
契
約
が
、
地
租
改
正
後
に

お
い
て
、
施
福
寺
が
所
有
権
を
有
す
る
地
盤
か
ら
の
毛
上
所
有
権
の
分
離
・
移

転
と
、
請
主
（
小
作
人
）
に
よ
る
宛
米
（
後
に
宛
金
）
負
担
か
ら
な
る
永
代
宛

地
契
約
へ
再
編
さ
れ
る
と
い
う
構
図
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
史
料
４
に
表
れ
た

請
山
は
、
七
八
証
券
に
よ
る
永
代
宛
地
契
約
の
直
接
の
前
提
に
位
置
づ
け
ら
れ

よ
う
。
こ
の
形
態
の
請
山
を
本
稿
で
は
請
山
α
と
呼
ぶ
。

（
２
）
柴
山
の
買
い
請
け

　

前
項
で
明
ら
か
に
し
た
請
山
α
は
、
歴
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
し
て
形
作

ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
史
料
を
検
討
す

る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
施
福
寺
所
蔵
文
書
に
伝
わ
る
、
柴
山
の
買
い
請
け
を

証
す
る
文
書
の
一
点
で
あ
る
。
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【
史
料
５
】

　
　
　
　
　

買
請
申
柴
山
之
事

一　

字
十
五
丁
つ
ゑ
の
尾
ニ
而
柴
山
壱
ヶ
所　

但
シ
杉
檜
不
残
立
木

右
之
柴
山
代
銀
五
百
八
拾
七
匁
九
分
ニ
買
請
申
所
実
正
也
、
然
ル
上
者
右

之
代
銀
来
未
之
五
月
廿
日
限
リ
無
滞
壱
度
ニ
急
度
相
立
可
申
候
、
万
一
本

人
切
月
ニ
至
リ
不
埒
仕
候
ハ
ヽ
左
之
請
人
ゟ
埒
明
少
も
貴
院
ヘ
御
損
難
相

懸
申
間
敷
候
、
山
年
限
者
当
午
年
ゟ
来
ル
申
年
迄
三
ヶ
年
ニ
伐
取
地
所
明

渡
可
申
候
、
際
面
者
御
引
渡
之
通
類
地
ヘ
少
も
伐
込
申
間
敷
候
、
為
後
日

柴
山
買
請
証
文
如
件

　

弘
化
三
午
年
十
月

�

山
買
請
主
小
野
田
村　

宇
兵
衛
（
印
）

�

請
人
同
村　
　
　
　
　

治
兵
衛
（
印
）

　

槙
尾
山
観
音
院
御
納
所�（

29
）

　

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
小
野
田
村
の
宇
兵
衛
は
柴
山
代
銀
と
し
て
槙
尾
山
へ

五
八
七
匁
九
分
を
支
払
い
、
杉
・
檜
の
立
木
を
三
年
間
に
限
っ
て
伐
採
す
る
権

利
を
得
た
。「
字
十
五
丁
つ
ゑ
の
尾
谷
」
の
所
在
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
地
番
三
「
拾
五
丁
川
東
」
に
含
ま
れ
る
小
字
で
あ
り
（
表
２
）、
槙

尾
山
の
山
年
貢
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
柴
山
買
い
請
け
は
有
期
限
で

あ
る
が
、
下
草
の
刈
り
取
り
や
柴
の
採
取
と
は
レ
ベ
ル
の
異
な
る
、
立
木
（
杉
・

檜
）
の
伐
採
権
に
も
及
ぶ
権
利
が
売
り
渡
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、
例
え
ば
福
瀬

村
が
瀧
畑
村
や
槙
尾
山
の
山
を
買
い
取
っ
て
い
た
（
薪
や
柴
を
商
品
に
仕
立
て

て
大
津
や
岸
和
田
へ
販
売
に
出
る
）�（

30
）の
と
は
異
質
な
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
権

利
を
「
山
買
請
主
」
に
認
め
る
契
約
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
柴
山
買
い
請
け

も
ま
た
、
明
治
初
期
の
永
代
宛
地
契
約
の
前
提
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

　

施
福
寺
に
伝
わ
る
柴
山
買
い
請
け
証
文
（
天
保
末
期
か
ら
弘
化
年
間
、
お
よ

び
文
久
年
間
）
を
請
主
の
村
で
分
類
す
る
と
、
小
野
田
五
点
、
九
鬼
三
点
、
仏

並
一
点
と
な
る
。
小
野
田
が
中
心
で
あ
り
、
九
鬼
が
こ
れ
に
次
ぐ
比
重
と
な
っ

て
い
る
。
山
の
字
も
根
来
谷
、
十
五
丁
、
大
谷
の
よ
う
に
、
九
鬼
の
七
八
請
証

券
（
①
）
や
七
六
証
券
群
（
②
）
に
記
さ
れ
る
字
と
共
通
す
る
も
の
が
目
立
つ
。

こ
の
点
か
ら
も
、
一
九
世
紀
半
ば
の
柴
山
買
い
請
け
契
約
は
、
明
治
初
期
の
永

代
宛
契
約
と
の
関
連
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
九
鬼
・
小
野
田
・
岡
三
ヶ
村
に
よ
る
請
山
の
展
開
―
請
山
β

　

近
世
横
山
谷
の
村
々
は
、
施
福
寺
と
の
請
山
契
約
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な

土
地
所
有
関
係
を
取
り
結
び
、
ま
た
い
か
な
る
土
地
利
用
を
実
現
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
一
九
世
紀
前
半
の
九
鬼
・
小
野
田
・
岡
三
ヶ
村
に
よ
る

請
山
契
約
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
、
永
代
宛
地
契
約
と
の
連
関
を
明
ら

か
に
し
て
み
よ
う
。

　

史
料
６
―
Ａ
は
、三
ヶ
村
が
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
か
ら
一
〇
ヶ
年
の
間
、

施
福
寺
山
年
貢
地
の
う
ち
字
一
ノ
嶽
山
を
年
貢
銀
二
二
五
匁
で
小
作
請
す
る
旨

の
証
文
で
あ
る
。

【
史
料
６
―
Ａ
】

　
　
　
　

請
申
一
ノ
嶽
山
之
事

一
、
際
目
者　

北
ハ
岡
村
境　

西
ハ
九
鬼
村
境

（37）
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但
シ
分
杭
之
通

　
　
　
　

但
シ
か
も
め
が
塚
ゟ
中
腰
西
之
傍
示
ヘ
見
通
し

右
之
山
、
当
寅
之
暮
ゟ
来
ル
亥
之
年
迄
拾
ヶ
年
之
間
御
年
貢
と
し
て
壱
ヶ

年
ニ
銀
弐
百
弐
拾
五
匁
宛
ニ
請
申
処
実
正
也
、
然
ル
上
者
右
之
銀
子
十
月

廿
五
日
切
無
相
違
相
立
可
申
候
、
此
山
ニ
付
か
く
い
堀
取
申
間
敷
候
、
際

目
之
儀
ハ
御
引
渡
之
通
外
山
壱
本
も
伐
取
申
間
敷
候
、
若
シ
少
々
ニ
而
も

猥
ニ
伐
取
者
有
之
候
ハ
ヽ
如
何
様
共
制
法
ニ
可
被
成
候
、
為
其
請
証
文
仍

而
如
件

　

文
政
元
年
寅
十
二
月�

九
鬼
村
年
寄　
　

弥
太
夫
（
印
）

�
同
村
同
断　
　
　

源
兵
衛
（
印
）

�
小
野
田
村
庄
屋　

久　

蔵
（
印
）

�

同
村
年
寄　
　

利
右
衛
門
（
印
）

�

岡
村
庄
屋　
　

三
右
衛
門
（
印
）

�

同
村
年
寄　
　
　

善
兵
衛
（
印
）

槙
尾
山
御
寺
中�（

31
）

　

史
料
６
―
Ａ
に
は
三
ヶ
村
の
村
役
人
が
署
名
・
捺
印
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

三
ヶ
村
が
小
作
請
の
主
体
と
考
え
ら
れ
る
。「
一
ノ
嶽
」
や
、
境
界
の
目
印
と

さ
れ
る
「
か
も
め
が
塚
」
は
、
享
保
年
間
の
「
泉
州
泉
郡
槙
尾
山
絵
図
」�（

32
）に

描
か
れ
た
山
の
北
端
付
近
に
「
一
ノ
タ
ケ
」「
カ
モ
メ
ツ
カ
」
と
記
さ
れ
る
地

名
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
請
山
は
、
槙
尾
山
の
山
年
貢
地
の
う
ち
村
々
の
生

活
領
域
と
接
す
る
空
間
に
設
け
ら
れ
た
。

　

史
料
に
は
、
小
作
人
に
よ
る
行
為
の
制
限
と
し
て
、「
か
く
い
」（
刈
杭
、
木

の
切
り
株
）
の
堀
取
り
を
し
な
い
こ
と
、
請
地
の
外
部
で
は
一
本
の
木
も
伐
り

取
ら
な
い
旨
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
三
ヶ
村
は
、
請
地
の
範
囲
内

で
は
「
伐
取
」
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
毛
代
金
に
関
す

る
記
載
が
な
く
、
ま
た
切
り
株
の
掘
り
取
り
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
合
わ

せ
る
と
、立
木
を
含
む
毛
上
の
所
有
権
移
転
に
つ
い
て
は
確
証
が
得
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、期
限
を
区
切
っ
た
立
木
の
伐
採
を
槙
尾
山
は
請
主
に
認
め
る
が
、

請
主
に
よ
る
毛
代
金
支
払
い
が
確
認
さ
れ
な
い
形
態
を
請
山
β
と
呼
ん
で
お
こ

う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
請
山
β
の
特
徴
は
、
前
項
で
検
討
し
た
柴
山
の
買

い
請
け
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

　

文
政
元
年
に
一
〇
ヶ
年
限
り
で
始
ま
っ
た
三
ヶ
村
に
よ
る
一
ノ
嶽
山
の
小
作

請
は
、
当
初
定
め
ら
れ
た
年
限
を
超
え
て
営
ま
れ
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。
続
い

て
史
料
６
―
Ｂ
を
検
討
す
る
。
九
鬼
・
小
野
田
・
岡
の
「
三
ヶ
村
請
山
」
で
あ

る
一
ノ
嶽
の
用
益
を
め
ぐ
る
、
嘉
永
年
間
に
お
け
る
村
同
士
の
交
渉
結
果
の
記

録
で
あ
る
。

【
史
料
６
―
Ｂ
】

　
　
　
　
　

定
書
之
事

一
、
槙
尾
山
一
ノ
嶽
、
古
来
ゟ
九
鬼
村
・
小
野
田
村
・
岡
村
三
ヶ
村
請
山

ニ
仕
来
ル
候
処
、
是
迄
山
年
貢
弐
百
廿
五
匁
ニ
請
申
候
、
此
度
年
貢
上
呉

候
様
槙
尾
山
ゟ
申
［
出
］
シ
有
之
候
ニ
而
、
度
々
引
合
之
上
、
永
々
請
之
、

相
対
ニ
而
四
百
七
拾
匁
ニ
相
定
メ
申
候
、
右
之
通
リ
御
座
候
、
是
ニ
付
小

野
田
ゟ
左
様
年
貢
上
リ
候
而
、
永
々
之
事
ニ
候
得
は
、
何
貫
目
ニ
も
相
成

候
得
共
、
何
ニ
而
入
合
セ
可
致
様
も
無
之
候
、
是
ニ
付
請
山
筋
牛
通
シ
申

（38）



桃山学院大学総合研究所紀要　第49巻第 2号

候
得
は
、
入
合
セ
ニ
も
相
成
候
歟
、
度
々
九
鬼
村
え
引
合
有
之
候
、
是
ニ

付
戌
五
月
十
四
日
小
野
田
村
・
九
鬼
村
両
村
、
当
村
阿
弥
陀
寺
方
ニ
而
出

会
仕
、
談
じ
申
候
、
九
鬼
村
ゟ
返
答
ニ
、
此
処
は
先
年
ゟ
槙
尾
山
と
道
論

有
之
候
ニ
而
、
此
度
始
め
牛
通
シ
候
而
は
、
又
々
槙
尾
山
え
請
山
上
地
仕

候
節
ニ
牛
迄
も
通
候
而
は
於
後
々
差
支
ニ
も
相
成
候
哉
、
申
候
得
は
、
小

野
田
村
ゟ
此
儀
実
ニ
尤
ニ
存
仕
候
、
左
様
候
得
は
九
鬼
村
ニ
は
槙
尾
山
弐

か
い
岩
筋
山
を
買
、
請
山
筋
え
通
り
申
候
、
此
儀
も
牛
通
す
義
同
用
ニ
御

座
候
哉
、
此
儀
御
止
被
下
候
様
、
小
野
田
村
ゟ
申
候
、
九
鬼
村
ニ
申
ニ
ハ
、

左
様
候
得
は
、
二
か
い
岩
筋
ニ
而
山
を
買
申
候
共
、
請
山
筋
え
は
取
不
申

候
、
猶
又
請
山
深
谷
え
木
柴
取
申
間
敷
候
得
は
、
深
谷
山
用
心
ニ
も
相
成

候
得
ハ
、
御
年
貢
上
リ
候
入
合
セ
ニ
も
相
成
候
哉
、
申
ニ
付
、
右
之
通
リ

相
談
仕
候
、
又
々
間
谷
請
山
筋
牛
之
儀
は
、
先
年
之
通
リ
牛
通
シ
間
敷
候

筈
相
対
ニ
而
御
座
候
処
、
右
之
通
り
為
後
日
書
し
る
し
置
申
候
、
以
上

　

嘉
永
三
年
戌
五
月
日

�

九
鬼
村　

甚
兵
衛
・
常
三
郎　

書
置
申
候

右
前
同
之
通
リ
九
鬼
村
・
小
野
田
村
役
人
幷
組
頭
惣
代
共
立
会
対
談
仕
候
事

�

九
鬼
村
役
人　

宇
八�　

�

〃　
　

藤
五
郎�　

�

惣
代
中�（

33
）

　

史
料
６
―
Ａ
と
Ｂ
を
突
き
合
わ
せ
る
と
、
槙
尾
山
の
山
年
貢
地
の
う
ち
一
ノ

嶽
山
を
三
ヶ
村
が
二
二
五
匁
の
年
貢
で
小
作
請
す
る
と
い
う
契
約
が
、
文
政
元

年
か
ら
嘉
永
三
年
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
た
（
た
だ
し
中
断
は
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
）
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
嘉
永
三
年
段
階
で
は
期
限
を
定
め
な
い

こ
と
を
、
槙
尾
山
と
三
ヶ
村
で
約
束
し
た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
槙

尾
山
と
三
ヶ
村
の
関
係
の
持
続
と
深
ま
り
と
と
も
に
、
史
料
６
―
Ｂ
か
ら
は
請

山
を
め
ぐ
る
村
同
士
の
関
係
を
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

三
ヶ
村
の
交
渉
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に

槙
尾
山
か
ら
山
年
貢
二
二
五
匁
の
引
き
上
げ
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
ヶ
村
（
と
槙
尾
山
？
）
が
相
対
で
交
渉
を
重
ね
た
結
果
、
期
限
の
定
め
を
設

け
ず
山
年
貢
を
四
七
〇
匁
と
す
る
こ
と
が
申
し
合
わ
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
小
野

田
村
か
ら
、「
こ
の
よ
う
に
年
貢
が
上
が
っ
て
は
、
期
限
の
定
め
が
な
い
こ
と

で
も
あ
り
、
年
貢
は
何
貫
目
に
も
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
な
の
に
何
ら
か
の
代

償
が
提
供
さ
れ
る
様
子
も
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
請
山
筋
へ
牛
を
通
し
た

な
ら
ば
（
将
来
の
利
益
に
も
な
り
）
埋
め
合
わ
せ
に
な
る
の
で
は
」
と
九
鬼
村

へ
た
び
た
び
打
診
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
五
月
一
四
日
、
九
鬼
と
小
野
田
の
村
役

人
な
ら
び
に
組
頭
・
惣
代
は
九
鬼
の
阿
弥
陀
寺
で
相
談
し
た
。
九
鬼
村
か
ら
返

答
と
し
て
、「
こ
の
場
所
で
は
、
先
年
よ
り
槙
尾
山
と
の
間
で
道
を
め
ぐ
る
争

論
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
た
び
牛
を
通
し
て
は
、
後
に
槙
尾
山
へ
請
山
を
返

上
す
る
と
き
に
差
し
支
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
懸
念
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
小

野
田
よ
り
「
尤
も
で
あ
る
。
で
は
、九
鬼
に
て
槙
尾
山
弐
か
い
岩
筋
山
を
買
い
、

請
山
筋
へ
通
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
牛
を
通
す
の
と
同
様
で
は
な
い
か
。
こ
れ

も
取
り
や
め
ら
れ
た
い
」と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。九
鬼
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
、「
で

は
、
二
か
い
岩
筋
に
て
山
を
買
っ
た
と
し
て
も
、
請
山
筋
へ
の
通
り
道
と
し
て

は
使
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
な
お
ま
た
請
山
深
谷
に
て
は
、
木
柴
を
取
っ
て
は

い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。（
二
か
い
岩
筋
を
買
う
こ
と
で
）
深
谷
山
の

（39）
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用
心
に
も
な
る
の
で
、
年
貢
引
き
上
げ
の
代
償
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と

述
べ
、
こ
れ
が
結
論
と
な
っ
た
。
以
上
の
や
り
と
り
を
記
録
し
た
上
で
、
先
年

の
と
お
り
間
谷
に
は
牛
を
通
さ
な
い
こ
と
を
相
対
で
決
め
る
こ
と
に
つ
い
て
確

認
が
記
さ
れ
て
記
録
が
終
わ
っ
て
い
る
。
記
録
者
は
九
鬼
村
甚
兵
衛
と
常
三
郎

で
あ
り
、
九
鬼
の
村
役
人
が
奥
書
し
て
い
る
。

　

こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
槙
尾
山
か
ら
山
年
貢
の
引
き
上
げ
を
求
め
ら
れ
た
こ

と
が
村
同
士
の
利
害
を
対
立
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
嘉
永
三
年
段
階
で

は
、
槙
尾
山
と
三
ヶ
村
の
山
年
貢
を
媒
介
と
し
た
経
済
関
係
に
加
え
、
三
ヶ
村

の
う
ち
主
に
九
鬼
と
小
野
田
の
間
に
請
山
の
用
益
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
形
態
の

矛
盾
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

史
料
６
―
Ｂ
は
、
毛
代
金
の
記
載
は
な
い
も
の
の
、
三
ヶ
村
が
期
限
を
定
め

な
い
請
山
契
約
に
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
表
れ
た

土
地
所
有
関
係
に
も
、
永
代
宛
地
契
約
の
前
提
を
見
出
し
う
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
一
ノ
嶽
山
に
お
い
て
槙
尾
山
は
、
文
政
段
階
で
は
年
限
を
定
め
な
が

ら
も
三
ヶ
村
に
「
伐
取
」
を
認
め
て
い
た
。
嘉
永
段
階
で
は
人
や
牛
の
通
行
路

を
伐
り
開
く
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
行
為
は
原

状
回
復
が
困
難
に
な
る
ほ
ど
の
開
発
と
な
る
こ
と
を
当
事
者
は
認
識
し
て
い

た
。
請
山
は
、
こ
の
よ
う
な
踏
み
込
ん
だ
土
地
利
用
を
も
可
能
に
す
る
小
作
請

な
の
で
あ
る
。
こ
の
側
面
を
重
視
す
れ
ば
、
毛
代
金
と
い
う
要
素
を
欠
く
も
の

の
、
明
治
初
年
の
永
代
宛
地
契
約
の
前
提
（
請
山
β
）
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
検
討
結
果
を
整
理
し
て
、
山
林
永
代
宛
地
契
約
の
前
提
を
近
世
に
求

め
う
る
こ
と
や
、
近
世
の
請
山
契
約
を
明
治
期
に
再
編
し
た
も
の
が
永
代
宛
地

契
約
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

史
料
４
に
見
た
よ
う
に
、
請
山
α
に
お
い
て
請
主
は
、
毛
地
代
銀
の
支
払
い

と
毎
年
の
山
年
貢
納
入
に
よ
っ
て
請
山
壱
ヶ
所
を
買
い
、
期
限
を
定
め
る
こ
と

な
く
使
用
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
筆
者
の
調
査
で
は
請
山
α
に
該
当
す
る

個
別
契
約
は
こ
の
一
件
の
み
確
認
し
た
に
止
ま
る
が
、
字
五
斗
木
の
山
林
を
対

象
に
取
り
結
ば
れ
た
契
約
内
容
が
「
九
鬼
村
請
主
」
七
名
の
請
証
券
に
引
き
継

が
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
九
鬼
村
請
主
」
七
名
と
槙
尾
山
の
間
に
は
、
字
五
斗

木
と
共
通
す
る
内
容
（
毛
代
銀
支
払
い
と
年
々
の
使
用
料
納
入
を
セ
ッ
ト
と
す

る
）
を
持
っ
た
契
約
の
取
り
交
わ
し
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
ゆ
え
、
支
払
い
済
み
の
毛
代
金
に
つ
い
て
は
、
明
治
期
の
史
料
に
記
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

九
鬼
と
小
野
田
、
及
び
岡
の
三
ヶ
村
が
槙
尾
山
と
取
り
結
ん
で
い
た
請
山
契

約
（
請
山
β
）
は
、
毛
代
金
支
払
い
の
痕
跡
を
見
い
だ
せ
な
い
も
の
の
、
嘉
永

段
階
で
は
期
限
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
道
普
請
の
よ
う
な
原
状
変
更
を
伴
う
開

発
も
可
能
と
す
る
よ
う
な
（
た
だ
し
契
約
解
除
、
請
山
返
上
の
場
合
に
は
原
状

復
旧
が
必
要
と
村
側
は
認
識
し
て
お
り
、
こ
の
認
識
は
開
発
を
抑
制
す
る
要
因

と
な
っ
て
い
た
）
契
約
へ
と
深
ま
り
を
見
せ
て
い
た
。
本
稿
で
は
こ
の
請
山
β

も
、
明
治
期
永
代
宛
地
契
約
の
前
提
の
一
つ
と
位
置
付
け
た
い
。

　

し
か
し
こ
こ
で
考
慮
を
要
す
る
の
は
、
明
治
期
に
九
鬼
と
小
野
田
の
間
に
分

岐
が
生
じ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
小
野
田
ほ
か
請
主
の
場
合
は
施
福

寺
か
ら
七
六
証
券
の
交
付
を
受
け
、
地
券
未
発
行
段
階
で
請
主
に
伐
採
権
が
確

認
さ
れ
た
（
七
六
証
券
）
が
、
七
八
証
券
で
小
野
田
ほ
か
請
主
は
毛
代
金
を
支

払
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
毛
代
金
支
払
い
へ
の
小
野
田
ほ
か
請
主
の
関
わ
り
方

（40）



桃山学院大学総合研究所紀要　第49巻第 2号

は
、
九
鬼
村
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
な
ぜ
生
じ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
を
直
接
解
明
し
う
る
史
料
に
は
接
し
て
い
な
い
。
以
下
に
推
測
を

交
え
て
考
察
を
述
べ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
一
ノ
嶽
請
山
の

近
代
に
お
け
る
再
編
が
、
地
番
二
五
・
二
六
を
分
割
し
て
設
定
さ
れ
た
永
代
宛

地
契
約
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
ノ
嶽
の
所
在
地
は
、
前
稿

で
検
討
し
た
享
保
四
年
絵
図
と
明
治
期
地
籍
図
を
手
が
か
り
に
す
る
と
、
地
番

二
五
・
二
六
付
近
に
該
当
し
て
い
る
。
そ
し
て
地
番
二
五
・
二
六
に
は
、
九
鬼
・

小
野
田
・
岡
三
ヶ
村
住
民
に
対
し
て
施
福
寺
が
七
八
証
券
を
発
行
し
て
永
代
宛

地
契
約
を
取
り
結
ん
だ
区
画
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の
推
測
が
妥

当
で
あ
れ
ば
、
地
番
二
五
・
二
六
に
お
け
る
永
代
宛
地
契
約
の
展
開
は
、
地
主

施
福
寺
が
一
ノ
嶽
請
山
の
土
地
所
有
関
係
を
近
代
に
お
い
て
再
編
（
そ
れ
は
地

租
改
正
に
適
合
さ
せ
る
意
図
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
）
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
三
ヶ

村
の
間
で
の
前
提
条
件
の
違
い
に
よ
っ
て
、
異
な
る
経
路
を
た
ど
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
再
編
過
程
で
小
野
田
ほ
か
請
主
に
向
け
て
七
六
証
券
が

発
行
さ
れ
た
の
は
、
地
租
改
正
に
伴
う
村
請
の
解
体
と
地
租
負
担
者
と
し
て
の

個
人
の
自
立
へ
の
対
応
と
し
て
、
契
約
の
相
手
を
村
か
ら
個
人
に
再
編
し
よ
う

と
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
九
鬼
の
場
合
は
史
料
４
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
す
で
に
近
世
段
階
で
個
人
が
主
体
と
な
る
請
山
α
の
契
約
が
取
り
結
ば
れ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
請
山
β
の
請
主
は
村
で
あ
っ
た
。
小
野
田
に
は
九
鬼
に

お
け
る
請
山
α
の
よ
う
な
個
人
が
契
約
主
体
と
な
る
契
機
が
、
何
ら
か
の
理
由

で
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う�（

34
）。
こ
の
点
で
、
九
鬼
と
小
野
田
の
間
に

は
、
前
提
条
件
の
差
異
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
九
鬼
村
・
小
野

田
村
（
及
び
岡
村
）
を
請
主
と
す
る
請
山
β
を
永
代
宛
地
契
約
へ
と
再
編
す
る

過
程
に
は
、
地
租
改
正
へ
の
対
応
を
意
図
し
た
契
約
主
体
の
村
か
ら
個
人
へ
の

転
換
、
す
な
わ
ち
村
請
制
の
解
体
へ
の
対
応
が
介
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。五

　
金
納
地
租
の
設
定
と
永
代
宛
地
契
約
の
再
編

　

第
四
節
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
永
代
宛
地
契
約
の
前
提
に
は
近
世
槙
尾
山

が
九
鬼
請
主
と
の
間
に
取
り
結
ん
だ
請
山
α
と
、
同
じ
く
近
世
槙
尾
山
が
九

鬼
・
小
野
田
・
岡
三
ヶ
村
と
取
り
結
ん
だ
請
山
β
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

九
鬼
請
主
が
施
福
寺
に
差
し
出
し
た
七
八
請
証
券
や
、
施
福
寺
が
小
野
田
ほ
か

請
主
に
交
付
し
た
七
六
証
券
は
、
近
世
の
請
山
を
地
租
改
正
後
の
土
地
所
有
と

税
負
担
の
あ
り
方
に
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
地
主
施
福
寺
に
よ
る
再
編
の
産

物
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
施
福
寺
は
、
旧
山
年
貢
ベ
ー
ス
の
納
税
へ
の
対
応

と
い
う
動
機
に
基
づ
き
、
地
券
交
付
後
の
時
点
で
、
所
有
す
る
地
盤
か
ら
分
離

さ
せ
た
山
林
（
毛
上
）
を
横
山
谷
村
々
の
信
徒
に
売
却
す
る
永
代
宛
地
契
約
を

七
八
証
券
に
よ
っ
て
取
り
結
ん
だ
。
こ
の
と
き
、
近
世
以
来
の
寺
と
信
徒
と
の

関
係
を
根
拠
と
し
て
、
九
〇
件
以
上
の
契
約
が
取
り
結
ば
れ
た
。
ま
た
八
〇
年

に
は
、
明
治
初
年
の
寺
へ
の
援
助
に
対
す
る
報
償
と
し
て
、
横
山
谷
内
外
の
有

力
信
徒
を
相
手
と
す
る
永
代
宛
地
契
約
四
件
が
取
り
結
ば
れ
た
。

　

表
２
に
、
明
治
一
〇
年
代
に
お
け
る
永
代
宛
地
契
約
の
全
体
像
を
示
し
た
。

こ
の
表
は
、
七
八
証
券
（
そ
の
一
部
は
七
六
証
券
を
前
身
と
す
る
）・
七
八
請

証
券
お
よ
び
八
〇
証
券
か
ら
読
み
取
り
う
る
山
林
区
画
ご
と
の
個
別
契
約
の
集

積
が
、
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）
に
施
福
寺
が
作
成
し
た
「
永
代
宛
地
名
寄

（41）
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帳
」
と
対
応
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

八
四
年
は
、
施
福
寺
が
金
納
地
租
に
よ
る
納
税
を
開
始
す
る
前
年
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
年
を
下
限
と
し
て
、
施
福
寺
所
有
山
林
一
筆
ご
と
の
地
価
が
設
定

さ
れ
た
。
こ
こ
ま
で
の
検
討
で
永
代
宛
地
契
約
を
地
租
改
正
と
の
関
係
で
捉
え

る
こ
と
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
七
八
証

券
に
お
け
る
宛
米
が
、
貼
紙
に
よ
っ
て
宛
金
に
変
更
さ
れ
る
事
実
に
表
れ
て
い

る
。
第
二
節
（
２
）
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
宛
金
は
当
該
区
画
分
の
地
租
と
ほ

ぼ
同
等
の
部
分
と
、
地
主
施
福
寺
の
取
り
分
か
ら
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
宛
米
か
ら
宛
金
へ
の
変
更
と
金
納
地
租
の
設
定
は
、
密
接
に
連
関
し

て
い
る
と
本
稿
で
は
判
断
す
る
。

　

以
上
の
把
握
に
基
づ
き
、
本
節
で
は
①
七
八
証
券
に
お
け
る
宛
米
か
ら
宛
金

へ
の
変
更
と
、
②
八
四
年
に
お
け
る
永
代
宛
地
契
約
の
再
編
を
検
討
し
、
金
納

地
租
へ
の
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
永
代
宛
地
契
約
の
完
成
形
態
を
明
ら
か

に
す
る
。

　

ま
ず
②
か
ら
議
論
を
は
じ
め
る
。
八
四
年
六
月
一
日
付
け
で
、
小
作
人
（
旧

請
主
）
は
施
福
寺
に
あ
て
て
「
小
作
証
文
之
事
」
と
題
す
る
請
書
（
以
下
「
八
四

証
文
」
と
呼
ぶ
）
を
差
し
出
し
て
お
り
、永
代
宛
地
契
約
の
ほ
ぼ
全
件
に
わ
た
っ

て
対
応
す
る
証
文
を
確
認
で
き
る
（
表
２
）�（

35
）。
史
料
７
は
、
史
料
３
（
七
六

証
券
）
か
ら
史
料
１
（
七
八
証
券
）
へ
と
接
続
す
る
、
地
番
二
六
（
字
大
谷
）

の
う
ち
小
字
大
谷
原
に
関
す
る
小
作
証
文
の
一
節
で
あ
る
。
引
用
で
は
省
略
し

た
が
、
こ
の
八
四
証
券
は
神
倉
藤
太
郎
（
岡
）
へ
の
宛
地
八
区
画
を
書
き
上
げ

る
形
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
７
】

　
　
　
　
　

小
作
証
文
之
事

　
　
〔
中
略
〕

第
二
十
六
番
ノ
内
字
〃
〔
大
谷
原
〕��

一
、
山
地
壱
町
七
畝
九
歩

　
　
　
　

四
方
際
目　

東
南
ハ
小
の
林
永
蔵
宛
地
峯
尾
限
リ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
ハ
川
限
リ
、
北
ハ
同
村
甚
三
郎
宛
地
限
リ
ナ
リ

　
　
　
　

小
作
金　
　

八
銭
壱
厘

　
　
　
　

小
作
米　
　

四
升
二
合
八
夕

　
　
〔
中
略
〕

右
者
泉
郡
槙
尾
山
施
福
寺
所
有
之
山
林
従
来
ヨ
リ
受
来
リ
有
之
候
処
、
当

明
治
十
七
年
証
文
改
正
仕
リ
我
等
永
代
小
作
致
処
実
正
也
、
尤
モ
御
租
税

諸
役
其
元
ゟ
御
勤
可
被
降
候
、
前
書
小
作
金
毎
年
十
一
月
二
十
五
日
限
リ

無
相
違
相
渡
可
申
候
、
若
し
相
滞
候
得
ハ
右
山
林
毛
上
有
姿
之
侭
御
引
上

相
成
候
と
も
一
言
ノ
申
分
な
く
直
ニ
相
戻
し
可
申
候
、
為
后
日
小
作
証
文

依
テ
如
件

　

明
治
十
七
年
六
月
一
日　
　
　
　
　

和
泉
国
泉
郡
岡
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
作
人　

神
倉
藤
太
郎（
印
）

槙
尾
山
施
福
寺
住
職
森
嶋
常
厳
殿�（

36
）

　

書
き
上
げ
に
続
く
本
文
を
解
釈
し
て
お
こ
う
。「
右
の
山
林
は
槙
尾
山
施
福

寺
所
有
山
林
で
あ
り
、
我
々
が
従
来
か
ら
請
地
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
当
明
治

一
七
年
に
証
文
を
改
正
し
、
今
後
は
我
等
が
永
代
に
わ
た
り
小
作
す
る
こ
と
に

（42）
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間
違
い
は
な
い
。尤
も
租
税
や
諸
役
に
つ
い
て
は
施
福
寺
に
て
勤
め
ら
れ
た
い
。

前
書
小
作
金
は
毎
年
一
一
月
二
五
日
限
り
相
違
な
く
納
め
る
。
も
し
滞
っ
た
な

ら
ば
、
右
の
山
林
の
毛
上
は
そ
の
ま
ま
に
施
福
寺
が
お
引
き
上
げ
に
な
っ
て
も

一
言
の
申
し
分
な
く
た
だ
ち
に
お
戻
し
す
る
。
後
日
の
た
め
小
作
証
文
は
以
上

の
通
り
で
あ
る
」。
八
四
証
文
に
は
毛
代
金
の
記
載
が
な
い
。
今
回
の
改
正
は

従
来
の
契
約
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
毛
代
金
は
支
払
い
済
み
で
あ
る
た
め

記
載
が
な
い
と
理
解
で
き
よ
う
。
八
四
証
文
に
お
け
る
小
作
人
の
義
務
は
小
作

金
と
小
作
米
で
あ
る
。本
文
に
は
小
作
金
の
み
記
述
が
あ
る
が
、小
作
米
と
セ
ッ

ト
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
史
料
７
で
小
作
人
た
る
神
倉
藤
太
郎

は
、
字
大
谷
原
の
山
林
を
期
限
の
定
め
な
く
使
用
し
続
け
る
た
め
に
小
作
金
と

小
作
米
を
毎
年
一
一
月
二
五
日
限
り
で
納
め
る
こ
と
を
、
地
主
施
福
寺
に
約
束

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
八
四
証
券
の
記
載
内
容
は
、同
年
の
「
名
寄
帳
」

の
記
載
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
、
八
四
証
券
の
存
在
す
る
全
て
の
契
約
に
つ

い
て
確
認
で
き
る
（
表
２
）。

　

続
い
て
、
七
八
証
券
に
お
け
る
宛
米
か
ら
宛
金
へ
の
変
更
が
、
八
四
年
に
お

け
る
永
代
宛
地
契
約
の
再
編
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
。
第
二
節
で
七
八
証
券
を
検
討
し
た
際
、
宛
米
が
貼
り
紙
に
よ
っ
て
宛

金
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
、
宛
金
は
当
該
区
画
の
地
租
と
ほ
ぼ
同
等
の
部
分
（
宛

金
の
五
分
の
一
）
と
地
主
施
福
寺
の
取
り
分
（
宛
金
の
五
分
の
四
）
を
構
成
要

素
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
変
更
が
な
さ
れ
た
年
代
は
不
明
で
あ
り
、

現
時
点
で
は
八
四
年
を
下
限
と
す
る
に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　

で
は
、
八
四
証
文
に
お
け
る
小
作
金
と
小
作
米
は
、
七
八
証
券
の
宛
金
と
ど

の
よ
う
に
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
１
と
史
料
７
の
区
画
（
地
番
二
六

字
大
谷
の
う
ち
小
字
大
谷
原
）
を
事
例
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
七
八
証
券
に
お

け
る
宛
金
四
〇
銭
二
厘
の
反
当
た
り
三
銭
七
厘
五
毛
は
反
当
た
り
地
租
と
ほ
ぼ

同
等
の
七
厘
五
毛
と
、
地
主
取
り
分
三
銭
と
か
ら
な
る
。
八
四
証
文
の
小
作
金

八
銭
一
厘
は
反
当
た
り
七
厘
五
毛
と
な
り
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
地
租
分
に
当
て

は
ま
る
。
小
作
米
四
升
二
合
八
勺
は
反
当
た
り
四
合
と
な
り
、
こ
れ
が
地
主
取

り
分
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
七
八
証
券
と
八
四
証
文
に
記
さ
れ
た
小
作
人
の
義
務

は
、
七
八
証
券
に
お
け
る
宛
金
の
１
／
５
（
反
当
た
り
七
厘
五
毛
）
は
八
四
証

文
に
お
け
る
小
作
金
と
、
七
八
証
券
に
お
け
る
宛
金
の
４
／
５
（
反
当
た
り
三

銭
）は
八
四
証
文
に
お
け
る
小
作
米（
反
当
た
り
四
合
）と
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
七
八
証
券
に
お
け
る
宛
米
か
ら
宛
金
へ
の
変
更
は
、
八
四
証
文
に
お

け
る
永
代
宛
地
契
約
の
再
編
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

八
四
年
の
再
編
は
、
七
八
証
券
へ
の
貼
紙
に
よ
る
修
正
で
は
宛
金
に
内
包
さ
れ

て
い
た
地
租
分
と
地
主
取
り
分
を
分
離
し
、
地
租
分
を
小
作
金
と
し
て
自
立
さ

せ
る
と
と
も
に
、
地
主
取
り
分
を
石
建
て
の
小
作
米
に
変
更
す
る
と
い
う
二
つ

の
側
面
を
持
っ
た
。
第
一
の
側
面
に
よ
り
、
金
納
地
租
を
小
作
人
が
肩
代
わ
り

す
る
と
い
う
永
代
宛
地
契
約
の
特
徴
が
、
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
。
史
料
７
で
小

作
人
が
述
べ
る
よ
う
に
租
税
・
諸
役
は
地
主
施
福
寺
に
お
い
て
勤
め
る
と
い
う

建
前
で
あ
っ
た
が
、
信
徒
が
施
福
寺
を
支
え
る
と
い
う
あ
り
方
を
地
租
改
正
後

に
も
形
づ
く
る
た
め
の
媒
介
と
位
置
付
け
ら
れ
た
の
が
、
永
代
宛
地
契
約
な
の

で
あ
っ
た
。

　

第
二
の
側
面
で
あ
る
地
主
取
り
分
の
石
建
て
小
作
米
化
は
評
価
が
難
し
い
。

こ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
農
業
を
生
活
の
基
盤
と
す
る
小
作
人
に
と
っ
て
は
、
現

金
負
担
の
軽
減
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
永
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代
宛
地
契
約
再
編
の
翌
八
五
年
に
施
福
寺
住
職
森
嶋
常
巌
及
び
寺
中
惣
代
と
小

作
人
と
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
「
約
定
書
」�（

37
）と
セ
ッ
ト
で
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
内
容
は
、
反
当
た
り
小
作
米
四
合
の
う

ち
二
合
は
小
作
人
か
ら
施
福
寺
へ
毎
年
納
付
し
、
残
り
二
合
に
つ
い
て
は
時
価

の
売
却
代
金
に
て
施
福
寺
か
ら
小
作
人
へ
貸
し
渡
し
、
利
子
金
に
よ
っ
て
反
当

た
り
四
合
を
充
た
す
見
込
み
に
達
し
て
か
ら
小
作
米
を
完
納
す
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
約
定
の
下
で
施
福
寺
が
小
作
米
を
確
保
で
き
た
か
否
か
は

不
詳
で
あ
る
が
、
小
作
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

　

七
八
証
券
に
貼
紙
を
施
し
て
の
変
更
は
、
地
租
改
正
の
結
果
、
所
有
山
林
に

地
価
が
設
定
さ
れ
て
地
租
の
金
納
が
始
ま
る
こ
と
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
点
で
は
宛
金
一
本
で
あ
っ
た
も
の
を
、
八
四
年
の
契
約
再
編
で
は
小
作
金
と

小
作
米
に
分
離
し
た
。
こ
の
分
離
の
結
果
、
地
租
分
の
小
作
金
と
し
て
の
自
立

に
よ
り
小
作
人
に
よ
る
地
租
の
肩
代
わ
り
が
よ
り
鮮
明
に
な
り
、
同
時
に
小
作

米
に
つ
い
て
は
軽
減
に
つ
な
が
る
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

近
代
移
行
期
の
施
福
寺
所
有
山
林
に
お
け
る
永
代
宛
地
契
約
の
設
定
は
、
い

か
な
る
歴
史
的
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
、
い
か
な
る
歴
史
的
性
格
を
持
つ
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
初
年
の
施
福
寺
を
経
営
面
で
規
定
し
て
い
た
の

は
山
年
貢
ベ
ー
ス
の
納
税
の
重
さ
で
あ
り
、
有
力
信
徒
に
よ
る
経
済
的
支
援
が

欠
か
せ
な
か
っ
た
。
こ
の
過
渡
的
な
形
態
で
の
納
税
は
、
旧
山
年
貢
が
金
納
地

租
へ
と
再
編
さ
れ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
の
第
一
段
階
で
あ
り
、
施
福
寺
は
納
税
に

よ
り
旧
山
年
貢
地
の
継
承
を
確
保
し
た
。
こ
れ
に
続
い
て
地
租
改
正
、
す
な
わ

ち
地
券
交
付
（
一
八
七
六
年
一
〇
月
）
か
ら
地
価
決
定
へ
の
プ
ロ
セ
ス
が
進
行

し
、
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
）
に
は
施
福
寺
は
地
租
の
金
納
を
開
始
す
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
施
福
寺
は
、
山
年
貢
ベ
ー
ス
の
納
税
と
い
う
過
渡
的

な
体
制
に
対
応
し
、
さ
ら
に
山
林
所
有
権
確
立
と
地
租
金
納
と
い
う
、
来
る
べ

き
地
租
改
正
後
の
体
制
に
備
え
て
、
山
林
を
経
済
的
基
盤
と
し
て
運
用
す
る
必

要
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
施
福
寺
が
依
拠
で
き
た
の

は
、
信
徒
へ
の
経
済
的
依
存
と
山
林
用
益
の
提
供
と
い
う
近
世
以
来
の
信
徒
と

の
関
係
（「
従
前
の
由
縁
」）
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
に
依
拠
し
た
、
納
税
へ
の

対
応
と
し
て
実
行
さ
れ
た
の
が
、
山
林
の
永
代
宛
地
契
約
な
の
で
あ
っ
た
。
永

代
宛
地
契
約
は
、
近
世
以
来
の
信
徒
と
の
関
係
に
依
拠
し
な
が
ら
、
山
林
所
有

権
確
立
と
地
租
金
納
と
い
う
地
租
改
正
後
の
体
制
に
対
応
し
て
、
山
林
を
経
済

的
基
盤
と
し
て
運
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
永
代
宛
地
契
約
の
歴
史
的
性
格
を
、
七
八
証
券
を

軸
と
す
る
検
討
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
七
八
証
券
は
請
主
の
義
務
と
し
て
毛
代

金
支
払
い
と
宛
米
（
後
に
宛
金
に
変
更
）
納
入
の
二
要
件
を
定
め
、
対
価
と
し

て
期
限
を
設
け
る
こ
と
な
く
山
林
の
小
作
を
請
主
に
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
要
件
に
沿
っ
て
、
本
稿
の
検
討
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

請
主
に
よ
る
毛
代
金
支
払
い
は
、
施
福
寺
が
土
地
所
有
権
を
前
提
に
、
地
盤

か
ら
毛
上
を
分
離
さ
せ
て
請
主
へ
売
り
渡
す
も
の
で
あ
っ
た
。
施
福
寺
は
永
代

宛
地
契
約
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
有
山
林
の
現
金
化
を
は
か
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

　

請
主
に
よ
る
毛
代
金
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
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第
一
に
、
請
主
に
よ
る
毛
代
金
支
払
い
は
、
横
山
谷
内
外
の
有
力
信
徒
に
よ

る
施
福
寺
に
対
す
る
経
済
的
支
援
の
意
味
を
持
っ
た
。
こ
の
点
は
、
請
主
を
契

約
相
手
と
し
て
選
定
す
る
理
由
（
経
済
的
支
援
に
対
す
る
報
償
）
を
明
記
し
て

毛
代
金
を
要
件
と
し
な
い
八
〇
証
券
と
、契
約
相
手
と
し
て
の
選
定
理
由
は「
従

前
の
由
縁
」
と
記
す
の
み
で
曖
昧
だ
が
毛
代
金
支
払
い
を
要
件
と
す
る
七
八
証

券
を
対
比
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

第
二
に
、
永
代
宛
地
契
約
の
前
提
と
し
て
、
近
世
槙
尾
山
が
山
年
貢
地
に
お

い
て
北
麓
三
ヶ
村（
九
鬼
・
小
野
田
・
岡
）と
の
間
に
取
り
結
ん
だ
請
山
契
約（
及

び
九
鬼
・
小
野
田
村
民
に
よ
る
柴
山
買
い
請
け
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
こ
れ
は
近
世
槙
尾
山
に
よ
る
、
山
年
貢
地
を
経
済
基
盤
と
し
て
運
用

す
る
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
文
政
元
年
に
一
〇
ヶ
年
限
、
年
貢
銀
二
二
五

匁
で
始
ま
り
、
嘉
永
三
年
に
は
期
限
を
定
め
ず
年
貢
銀
四
七
〇
匁
に
改
め
る
こ

と
で
寺
と
三
ヶ
村
が
合
意
し
た
字
一
ノ
嶽
で
の
請
山
契
約
は
、
毛
代
金
支
払
い

を
伴
わ
な
い
が
、
立
木
の
伐
採
や
開
発
と
い
っ
た
踏
み
込
ん
だ
用
益
を
可
能
と

す
る
契
約（
請
山
β
）で
あ
っ
た
。
こ
の
請
山
契
約
で
は
三
ヶ
村
が
請
主
と
な
っ

て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
九
鬼
村
に
つ
い
て
は
個
人
が
請
主
と
な
っ
て
毛
代
金
と

年
貢
を
槙
尾
山
に
支
払
う
形
態
の
請
山
契
約
（
請
山
α
）
が
成
立
し
て
い
た
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
請
山
契
約
の
展
開
を
、
永
代
宛
地
契
約
の
前
提
と
位
置
付

け
た
い
。
三
ヶ
村
は
一
九
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
共
同
で
請
山
を
営
ん

で
き
た
が
、
村
ご
と
の
諸
条
件
の
差
異
に
よ
り
用
益
の
深
度
や
村
民
に
よ
る
権

利
獲
得
の
面
で
異
な
る
経
緯
を
た
ど
っ
た
と
思
わ
れ
る
。九
鬼
と
小
野
田
は（
岡

に
つ
い
て
は
嘉
永
期
以
降
の
経
緯
が
追
跡
で
き
な
い
）
請
山
を
共
通
の
前
提
と

し
な
が
ら
も
、
永
代
宛
地
契
約
へ
の
再
編
プ
ロ
セ
ス
に
は
差
異
を
有
し
、
そ
の

こ
と
が
証
券
群
の
構
成
や
内
容
面
の
複
雑
さ
と
な
っ
て
表
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

宛
米
に
つ
い
て
は
、
七
八
証
券
を
確
認
し
う
る
全
て
の
区
画
で
同
一
の
水
準

で
あ
る
こ
と
、
七
六
証
券
か
ら
接
続
す
る
場
合
は
「
取
税
米
」
と
一
致
す
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
ま
た
近
世
と
の
関
係
で
は
、
宛
米
は
請
山
α
の
「
山
年
貢
」

を
受
け
継
ぐ
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
水
準
の
意
味
は
未
詳
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

七
八
証
券
へ
の
貼
り
紙
に
よ
っ
て
宛
米
が
宛
金
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を

考
察
し
た
。
宛
金
は
地
主
取
り
分
と
地
租
か
ら
成
り
、
地
主
施
福
寺
に
よ
る
宛

金
設
定
の
意
図
は
、
金
納
地
租
を
請
主
に
肩
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

さ
ら
に
施
福
寺
は
八
四
証
文
に
よ
っ
て
契
約
を
再
編
し
て
小
作
米
と
小
作
金
を

設
定
す
る
が
、
こ
の
二
者
は
地
主
取
り
分
と
地
租
に
該
当
す
る
。
こ
の
点
は
、

永
代
宛
地
契
約
そ
の
も
の
が
地
租
改
正
へ
の
対
応
と
し
て
計
画
、
実
施
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
検
討
を
経
て
、
施
福
寺
に
よ
る
所
有
山
林
の
永
代
宛
地
契
約
は
、
山

年
貢
か
ら
金
納
地
租
へ
の
国
家
に
よ
る
土
地
制
度
の
再
編
過
程
に
対
応
し
て
、

所
有
山
林
を
経
済
的
基
盤
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
横
山
谷
内
外
に
居
住

す
る
有
力
信
徒
の
経
済
力
を
動
員
す
る
方
策
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
本
稿
の
最
後
に
、
永
代
宛
地
契
約
を
、
施
福
寺
と
横
山
谷
内
外
有
力
信
徒

と
の
関
係
が
形
づ
く
る
在
地
社
会
の
近
代
移
行
過
程
に
位
置
付
け
る
二
つ
の
視

点
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
は
、
身
分
集
団
と
し
て
の
近
世
村
を
成
り
立
た
せ
る
原
理
で
あ
る
村
請

制
が
、
地
租
改
正
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
こ
と
と
の
関
係
で
あ
る
。
近
世
村
は

領
主
へ
の
年
貢
納
入
を
村
で
請
け
負
う
村
請
制
を
原
理
と
し
て
い
た
。
地
租
改

正
は
、
土
地
所
有
者
個
人
を
地
租
納
税
者
と
す
る
こ
と
で
、
村
請
制
を
解
体
し
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た
の
で
あ
る
。
永
代
宛
地
契
約
の
下
で
個
々
の
請
主
は
、
各
々
が
所
有
す
る
屋

敷
地
や
田
畑
の
地
租
負
担
者
と
な
る
と
と
も
に
、
施
福
寺
所
有
山
林
の
う
ち
宛

地
に
分
割
さ
れ
た
区
画
に
つ
い
て
は
実
質
的
な
地
租
負
担
者
と
な
っ
た
。
つ
ま

り
永
代
宛
地
契
約
は
、
地
租
改
正
で
成
立
し
た
土
地
所
有
者
個
人
に
よ
る
地
租

負
担
と
い
う
体
制
に
適
合
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
を
考
え
る
上
で
、近
世
の
請
山
α
が
、三
ヶ
村
を
請
主
と
し
て
い
た
（
つ

ま
り
対
地
主
関
係
で
村
請
の
原
理
が
機
能
し
て
い
た
）
請
山
β
と
異
な
り
、
個

人
を
請
主
と
し
て
析
出
す
る
と
い
う
面
で
永
代
宛
地
契
約
の
、
よ
り
直
接
の
前

提
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
山
林
と
い
う
空
間
を
経
済
基
盤
と
し

て
運
用
す
る
こ
と
（
現
金
化
を
含
む
）
に
は
、地
租
改
正
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

請
主
個
人
の
経
済
力
に
依
存
す
る
と
い
う
側
面
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
請
山
α
は
、
土
地
所
持
の
身
分
的
性
格
を
、
運
用
の
実
体
面
で

先
取
り
的
に
解
体
へ
導
く
と
い
う
側
面
を
持
ち
、
そ
の
意
味
で
永
代
宛
地
契
約

の
歴
史
的
前
提
た
り
え
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
永
代
宛
地
契
約
に
は
、
横
山
谷
内
外
の
有
力
信
徒
が
、
伝
統
的
一

山
寺
院
と
し
て
地
域
に
存
立
し
続
け
て
き
た
槙
尾
山
施
福
寺
を
信
仰
面
と
経
済

面
で
支
え
る
と
い
う
、
近
世
以
来
の
関
係
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
信
徒
の
経
済
力
を
動
員
す
る
と
い
う
施
福
寺
の
要
求
を
信
徒
は
受

け
入
れ
、
永
代
宛
地
契
約
を
取
り
結
ん
だ
。
施
福
寺
は
近
世
の
請
山
を
地
租
改

正
後
に
も
拡
大
し
て
継
続
す
る
こ
と
を
意
図
し
、
信
徒
た
ち
が
そ
れ
を
受
け
入

れ
た
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
槙
尾
山
と
横
山
谷
村
々
は
、
近
世
初
期
に
は
山

林
の
用
益
を
め
ぐ
っ
て
対
立
関
係
に
あ
っ
た（
前
掲『
横
山
と
槙
尾
山
の
歴
史
』）

が
、
近
世
中
期
以
降
に
は
横
山
谷
村
々
の
信
徒
が
信
仰
と
経
済
の
両
面
で
槙
尾

山
を
支
え
る
と
い
う
関
係
を
形
成
す
る
に
至
り
、
三
ヶ
村
に
よ
る
請
山
も
そ
の

中
で
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。近
代
移
行
期
に
お
け
る
永
代
宛
地
契
約
も
ま
た
、

槙
尾
山
施
福
寺
と
村
々
お
よ
び
信
徒
が
形
成
し
て
き
た
長
期
的
な
関
係
の
な
か

に
位
置
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

註（
1
）�

本
稿
で
は
吉
井
敏
幸
の
規
定
に
従
っ
て
槙
尾
山
施
福
寺
を
地
方
有
力
一
山
寺
院

と
捉
え
る
。
吉
井
敏
幸
「
近
世
初
期
一
山
寺
院
の
寺
僧
集
団
」『
日
本
史
研
究
』

二
六
六
号
、
一
九
八
四
年
。
こ
の
点
を
は
じ
め
、
本
稿
は
和
泉
市
史
編
さ
ん
委
員

会
編
『
和
泉
市
の
歴
史
１　

横
山
と
槙
尾
山
の
歴
史
』（
和
泉
市
、
二
〇
〇
五
年
）

に
多
く
を
学
ん
で
い
る
。
な
お
、
近
世
に
は
子
院
の
集
合
体
で
あ
る
一
山
寺
院
を

表
現
す
る
槙
尾
山
の
呼
称
が
一
般
的
で
あ
り
本
稿
で
も
こ
れ
に
従
う
が
、
近
代
に

入
る
と
施
福
寺
住
職
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
も
近
代
以
降

に
つ
い
て
は
施
福
寺
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

（
2
）�

拙
稿
「
近
代
移
行
期
の
泉
州
槙
尾
山
施
福
寺
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
獲
得
」『
桃
山

学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
四
八
巻
第
二
号
、
二
〇
二
二
年
一
二
月
、
所
収
。

（
3
）�

中
田
薫
『
法
制
史
論
集
第
二
巻　

物
権
法
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
。

（
4
）�

戒
能
通
孝
『
入
会
の
研
究
』
日
本
評
論
社
、
一
九
四
三
年
。
の
ち
増
補
改
訂
版
を

一
粒
社
よ
り
一
九
五
八
年
に
刊
行
。

（
5
）�

古
島
敏
雄
編
『
日
本
林
野
制
度
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
五
年
。
福

島
正
夫
『
地
租
改
正
の
研
究
』
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
。
渡
辺
洋
三
『
法
社
会
学

研
究
２　

入
会
と
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
。
丹
羽
邦
男
『
土
地
問

題
の
起
源
―
村
と
自
然
と
明
治
維
新
―
』
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
な
ど
。

（
6
）�

松
沢
裕
作
編
『
森
林
と
権
力
の
比
較
史
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
九
年
。

（
7
）�

前
掲
『
横
山
と
槙
尾
山
の
歴
史
』
二
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
8
）�

拙
稿
「
山
の
用
益
・
開
発
と
土
地
所
有
」
和
泉
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
和
泉
市

の
歴
史
８　

和
泉
市
の
近
現
代
』（
和
泉
市
、
二
〇
二
一
年
）
所
収
。
な
お
同
書
所

収
の
拙
稿
に
は
近
世
槙
尾
山
に
関
す
る
叙
述
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
に

訂
正
す
る
（
誤
っ
た
叙
述
と
な
っ
た
の
は
筆
者
の
責
任
で
あ
る
）。

　
　

 �「
近
世
の
槙
尾
山
は
、江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
六
石
分
の
朱
印
地
を
認
め
ら
れ
る
一
方
、

寺
を
取
り
囲
む
山
林
空
間
に
対
し
て
四
〇
石
の
山
年
貢
を
賦
課
さ
れ
て
い
た
（
延

（46）
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宝
検
地
で
四
一
・
五
石
に
増
高
と
な
り
、
幕
末
ま
で
継
続
す
る
）。」（
同
書
一
一
六

ペ
ー
ジ
、
三
行
目
か
ら
）

（
9
）�
註
７
に
同
じ
。

（
10
）�
施
福
寺
所
蔵
文
書
の
う
ち
鐘
楼
箱
１
―
419
―
34
―
２
。

（
11
）�

施
福
寺
所
蔵
文
書
の
う
ち
蔵
３
箱
７
―
13
。

（
12
）�「
奉
願
上
地
券
書
換
之
事
」。
施
福
寺
所
蔵
文
書
の
う
ち
蔵
１
箱
12
―
32
に
写
し
が

含
ま
れ
る
。

（
13
）�「
寺
院
明
細
帳　

泉
北
郡
（
そ
の
２
）」
大
阪
府
公
文
書
館
所
蔵
。

（
14
）�

大
阪
法
務
局
岸
和
田
支
部
所
蔵
。

（
15
）�『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館
、
一
九
七
二
年
。『
岩
波
日
本
史
辞
典
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
年
。

（
16
）�

や
や
時
期
は
降
る
が
、
施
福
寺
に
お
い
て
は
「
明
治
三
十
三
年
（
従
旧
十
一
月
一

日
至
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
）」
予
算
の
歳
入
を
一
二
九
四
円
六
〇
銭
と
見
積
っ

て
い
た
。
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
毛
代
金
の
売
却
に
よ
っ
て
お
よ
そ
半
年
分
の
収

入
が
臨
時
に
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。施
福
寺
所
蔵
文
書
の
う
ち
蔵
１
箱
33
―
３
―

２
。『
和
泉
市
史
紀
要
第
６
集　

槙
尾
山
施
福
寺
の
歴
史
的
総
合
調
査
研
究
』
第
二

分
冊
（
二
〇
〇
一
年
）、
三
八
三
ペ
ー
ジ
。

（
17
）�

前
掲
『
横
山
と
槙
尾
山
の
歴
史
』
は
近
世
槙
尾
山
の
信
徒
の
空
間
的
広
が
り
を
、

第
一
次
信
徒
圏
＝
和
泉
山
脈
北
麓
に
広
が
る
横
山
谷
村
々
、
第
二
次
信
徒
圏
＝
池

田
谷
村
々
や
河
州
瀧
畑
村
な
ど
、
と
把
握
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
大
般
若
経

転
読
の
施
主
で
あ
っ
た
村
々
で
あ
る
。
三
林
や
和
田
と
い
っ
た
池
田
谷
の
村
に
加

え
、
南
横
山
に
属
す
る
大
野
も
第
二
次
信
徒
圏
に
含
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、

そ
の
外
縁
に
は
和
泉
・
河
内
地
域
が
あ
り
（
槙
尾
山
が
初
穂
の
旦
那
廻
り
を
す
る

領
域
）、
さ
ら
に
そ
の
外
部
に
は
観
音
巡
礼
に
訪
れ
る
畿
内
・
西
日
本
の
人
び
と
が

存
在
し
た
（
同
前
）。

（
18
）�（
九
鬼
）
池
辺
幸
雄
氏
所
蔵
文
書
の
う
ち
箱
１
―
83
。

（
19
）�

註
８
に
同
じ
。

（
20
）�

施
福
寺
所
蔵
文
書
、
鐘
楼
箱
１
―
378
―
13
。

（
21
）�

前
掲
拙
稿
「
近
代
移
行
期
の
泉
州
槙
尾
山
施
福
寺
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
獲
得
」。

施
福
寺
「
槙
尾
寺
山
地
券
惣
数
拾
七
通
ニ
対
ス
ル
旧
新
租
税
決
算
表
」
施
福
寺
所

蔵
文
書
、
鐘
楼
箱
２
―
215
。

（
22
）�「
租
税
寮
改
正
局
日
報
（
明
治
六
年
）
第
二
十
八
号
」
所
収
、「
五
月
廿
日
愛
媛
県

伺
大
意
」。
我
妻
栄
編
集
代
表
『
明
治
初
年
地
租
改
正
基
礎
資
料
』
上
巻
（
有
斐
閣
、

一
九
五
三
年
）、
二
二
七
ペ
ー
ジ
。
福
島
正
夫
前
掲
書
、
五
三
九
ペ
ー
ジ
。

（
23
）�

註
21
の
史
料
。

（
24
）�

施
福
寺
所
蔵
文
書
に
は
地
券
の
現
物
が
確
認
さ
れ
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
地
券
書

換
願
書
（
註
12
）
か
ら
券
面
の
情
報
を
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
願
書
に
は
、
畑
と

山
に
「
地
代
金
」
が
記
さ
れ
、
ま
た
山
に
の
み
「
貢
租
米
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

山
の
「
貢
租
米
」
の
合
計
は
二
八
・
五
石
と
な
り
、
旧
山
年
貢
四
一
・
五
石
と
の
差

は
字
中
院
内
の
三
筆
分
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
地
代
金
の
根
拠
も
未
詳
で
あ
る
が
、
後
の
地
価
と
は
異
な
る
基
準
で
設
定
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）�

註
21
の
史
料
。

（
26
）�

七
六
証
券
に
貼
付
の
取
税
米
を
記
し
た
付
箋
に
は
、
不
正
の
廉
で
七
七
年
五
月
に

施
福
寺
を
放
免
さ
れ
る
山
本
豪
順
の
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
取
税
米

が
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
27
）�

註
８
に
同
じ
。

（
28
）�（
九
鬼
）
池
辺
幸
雄
氏
所
蔵
文
書
の
う
ち
箱
１
―
49
。

（
29
）�

施
福
寺
所
蔵
文
書
の
う
ち
鐘
楼
箱
２
―
183
―
③
。

（
30
）�

前
掲
拙
稿
「
山
の
用
益
・
開
発
と
土
地
所
有
」。

（
31
）�

施
福
寺
所
蔵
文
書
の
う
ち
鐘
楼
箱
１
―
445
。

（
32
）�（
仏
並
）
池
辺
家
所
蔵
。
前
掲
拙
稿
「
近
代
移
行
期
の
泉
州
槙
尾
山
施
福
寺
に
よ
る

土
地
所
有
権
の
獲
得
」
を
参
照
。

（
33
）�（
九
鬼
）
池
辺
和
雄
氏
所
蔵
文
書
の
う
ち
箱
１
―
186
。

（
34
）�

た
だ
し
史
料
５
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
弘
化
三
年
段
階
の
柴
山
買
い
請
け
（
請
山

β
の
特
徴
が
当
て
は
ま
る
）
で
は
、小
野
田
村
宇
兵
衛
と
い
う
個
人
が
「
山
買
請
主
」

と
な
っ
て
い
る
。

（
35
）�

八
四
証
文
群
は
そ
の
保
管
状
況
か
ら
損
傷
が
甚
大
で
あ
り
、
全
点
を
確
認
で
き
て

い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
表
２
に
示
し
た
よ
う
に
九
鬼
請
主
分
が
確
認
で

き
な
い
こ
と
に
は
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
解
明
で
き

て
い
な
い
。

（
36
）�

施
福
寺
所
蔵
文
書
の
う
ち
鐘
楼
箱
２
―
195
。

（
37
）�

施
福
寺
所
蔵
文
書
の
う
ち
鐘
楼
箱
２
―
322
ほ
か
。
な
お
、
地
主
取
り
分
の
石
建
て

小
作
米
化
（
八
四
証
文
に
よ
る
永
代
宛
地
契
約
再
編
の
第
二
の
側
面
）
は
、
こ
れ

に
よ
っ
て
小
作
人
の
現
金
負
担
が
軽
減
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
時
の
デ
フ
レ

政
策
（
物
価
下
落
と
増
税
）
下
に
お
い
て
、
農
業
を
基
盤
と
す
る
小
作
人
の
状
態

を
地
主
施
福
寺
が
考
慮
し
た
結
果
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
永
代
宛
地
契

約
を
取
り
巻
く
環
境
と
し
て
は
、
金
納
地
租
の
設
定
と
デ
フ
レ
政
策
が
重
な
る
と

（47）
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い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
小
作
米
分
納
に
関
す
る
約
定
も
ま
た
、
小
作
人
の

負
担
を
軽
減
す
る
意
味
を
持
っ
た
。
永
代
宛
地
契
約
再
編
を
め
ぐ
る
一
連
の
措
置

が
、
デ
フ
レ
経
済
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

（
付
記
）�

本
稿
は
、
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
22
共

２
８
５
）「
日
本
の
社
会
問
題
と
そ
れ
へ
の
対
応
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

�

（
二
〇
二
三
年
七
月
三
日
受
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近代移行期の泉州槙尾山施福寺所有山林における永代宛地契約

Perpetual�Lease�Contracts�on�Forested�Mountain-land�in�
Sefukuji�Temple’s�possession,�on�Mount�Makio�in�Izumi,�

During�Japan’s�Transition�to�Modern�Times

SHIMADA�Katsuhiko

　Sefukuji�Temple�on�Mount�Makio�in�Izumi,�the�southern�part�of�Osaka�named�Senshu�
Region� is�a� traditional� issan� temple,�which� is�a�collection�of� sub-temples�and�monks� in�
one�location.�In�October�1876,�the�Sakai�Prefecture�issued�title�deeds�to�certify�Sefukuji’s�
ownership�of�more� than�587� cho-bu�（about�591.9�hectares）�of� forested�mountain-land�
surrounding� the� central� complex.�On� this� basis,� Sefukuji� split� part� of� the� forested�
mountain-land� in� its� possession� into� approximately� 90� lots� and� concluded�perpetual�
leases�（i.e.,� tenant-farming�agreements�with�no�date�of� termination）�with� laymen� from�
neighboring�villages.�This� study�clarifies� the�historical� significance�of� these�perpetual�
contracts.
　During�the�early�modern�era,�Sefukuji�paid�the�shogunate yama nengu�（mountain-land）�
tribute�to�claim�its�possession�of�the�entire�mountain�area�mapped�out�in�the�“Picture�Map�
of�Mt.�Makio”�of�1719.�Toward�the�end�of� the�early�modern�era�（during�the�nineteenth�
century）,�ukeyama�（contracts）�were�established�between�Sefukuji�and�the�villages,�under�
which�villages�and�villagers�had�the�rights�to�use,�benefit�from,�and�develop�the�land�for�
which�Sefukuji�paid�the�mountain-land�tribute.�The�ukeyama�were�one�means�by�which�
early-modern�Sefukuji�managed�its�economic�base�for�paying�the�tribute.
　After�the�Meiji�Restoration,�the�government�restructured�the�landholding�system.�This�
restructuring�included�land-taxation�reforms;�the�mountain-land�tribute�that�early-modern�
Sefukuji� had�paid� to� the�Edo� shogunate�was� replaced�by�a� land� tax�paid� in� cash.� In�
response� to� this�administrative�reorganization,�Sefukuji� restructured�and�expanded� its�
early-modern�ukeyama�and� introduced�perpetual� contracts� for�managing� its� forested�
mountain-land�economically�during�the�transition�to�modern�times.
　Under� the�perpetual�contract�system,� tenant� farmers�were�obliged� to�purchase�kejō�

（on-ground�natural�products,� including�standing� timber）� from�Sefukuji� and� to�deliver�
annual�rice�quotas�to�Sefukuji.�Under�these�terms,�the�tenant�farmers�were�authorized�by�
Sefukuji� to�use�the� forested�mountain-land,� including�felling� its� trees,� in�perpetuity.�The�
rice�quotas�were�converted�to�cash�payments�of�land�tax�following�land-taxation�reforms.
　Sefukuji’s�use�of�perpetual�contracts�for�the�forested�mountain-land�in�its�possession�was�
a�means�of�mobilizing�influential�laymen�from�the�neighboring�villages�in�order�to�provide�
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an�economic�base� for�managing� its� land�under� the�modern� landholding� system.�The�
historical�significance�of� the�perpetual�contract�system� lies� in� the� following�two�points.�
First,�the�system�is�a�response�to�the�dismantling�of�the�feudal�mura-uke�system,�which�
was�the�organizational�principle�of�the�early�modern�village.�Second,�the�system�is�based�
on�relationships� formed� in�premodern�times,�whereby� influential� laymen� in� the�villages�
supported�the�traditional�issan temple in�both�their�religious�and�economic�operation.
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